
午前 十時 零分 開会

ｏ議 長（首 藤 正 君） ただい まから 、継続 市議会 定例会 を開会 いたし ます。

本 日の議 事は、 お手元 に配付 いたし ており ます議 事日程 第三号 により 行いま す。

日 程第一 により 、一般 質問を 行いま す。

通 告の順 序によ り、発 言を許 可いた します 。

ｏ十 六番（ 富田公 人君） 議員 になり まして から、 トップ という 経験は 過去一 回か二

回あ ったか なと。 特に覚 えてい ますの は、第 一期目 に通り まして 、私の 同期の 菅元生

さん がくじ を引い てくれ たとき に、た またま トップ になっ たとい う記憶 をして おりま

す。 今は亡 き菅元 生さん ですが 、それ 以来き ょうが 初めて ではな いかな という 気持ち

がい たして おりま すが、 できる だけ簡 潔に… …（発 言する 者あり ）そう させて もらい

たい と思い ます。 （笑声 ）期待 をして おるの です、 自分自 身で。 そうい うこと で、き

ょう はぜひ 簡潔に 、二十 一世紀 が始ま って、 これか ら先い ろんな 意味で 大変な 時代に

なる ことが 想定を されま すから 、そう いうも のを前 提にし ながら 質問を してい きたい 、

この ように 思って おりま す。

ま ず第一 点の、 市長の 基本的 な政治 姿勢に ついて から入 ってま いりま す。

そ の第一 点であ ります が、平 成十五 年度の 予算編 成に対 する基 本方針 につい てとい

うこ とで提 起をい たして おりま すけれ ども、 その中 で、ま ず最初 に平成 十年度 以降、

一般 会計の 款別の 歳入歳 出に関 する各 年度別 の当初 予算及 び決算 内容の 特徴的 な問題

点と なりま す課題 の推移 につい て、ど うとら えてい るか。 そこの ところ からま ずお聞

きし ておき たいと 思いま す。

ｏ財 政課長 （友永 哲男君 ） お 答えい たしま す。

こ こ数年 の予算 ・決算 状況の 推移を 見てみ ますと 、その 年度に おいて 介護保 険等国

の施 策ある いは市 の事業 状況等 の影響 により まして 、額が かなり 変動し ておる のが現

状で ござい ます。 今後の 財政状 況の趨 勢とい う観点 から、 平成十 一年度 の決算 と十三

年度 の決算 を比べ てみま すと、 景気の 低迷ま た国の 財政状 況等か ら、歳 入の根 幹であ

りま す地方 税の税 収は約 四億四 千万、 それか ら地方 交付税 におき まして は約六 億三千

万と 、著し く減少 してい るのが 現状で ござい ます。 そうい う中で 、歳出 面では 国・県

の権 限委譲 等から 市民生 活に直 接かか わりの ある民 生費や 保健衛 生費関 係の伸 びが大

変大 きくな ってい る状況 でござ います 。この 状況が 今後も 一定程 度見込 まれる ものと

いう ふうに 考えて おりま す。こ の点、 本市だ けの問 題では なく、 すべて の地方 自治体

にお きまし ても深 刻な問 題では ないか という ふうに 考えて おりま す。国 と地方 の税源

配分 を含め まして 、交付 税制度 、国庫 負担金 、国庫 負担補 助制度 の三位 一体の 見直し

を注 意しな がら、 今見て いる状 況でご ざいま す。

ま た、今 は市長 みずか ら、「 地方観 光都市 からの 提案」 という のを提 案いた しまし

た。 また、 全国市 長会の 温泉所 在都市 協議会 の中で も提案 をいた してお ります し、事
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は機 会のあ るごと に国等 に意見 を具申 してい る状況 でござ います 。

ｏ十 六番（ 富田公 人君） 十一 年度と 十三年 度を比 較して みた場 合に、 かなり 厳しい

内容 が襲っ てきて いるこ とが理 解でき ます。 そこで 、特に 次に申 し上げ ます款 別に関

する 増減の 要因に ついて この際 お聞か せを願 いたい 。これ はなぜ かと申 します と、と

りわ け重要 な款の 内容で ござい ますの で、こ れから 先を展 望した 場合に 、この 部分が

ます ます減 収にな ってく るので はない かとい う気持 ちがい たして おりま すので 、この

際お 聞きを してお きたい 。

一 つは歳 入関係 、歳入 関係の 市税。 それか ら二つ 目には 地方消 費税交 付金、 これも

かな りの減 収にな ってお ります が、そ れと地 方交付 税。そ れから 国庫支 出金、 県の支

出金 それか ら地方 債、こ の部分 につい て特徴 的な増 減の関 係につ いてわ かれば 御指摘

を願 えない だろう かと。

そ れから 歳出の 関係に ついて は、人 件費、 二つ目 が民生 費。特 にこの 民生費 の関係

部分 では、 生活保 護費の 占める 割合が 年々高 まって きてお る、こ ういう 状況も 踏まえ

て特 徴的な 今後の 展望を 踏まえ ての内 容をお 聞かせ 願いた い。そ れから 、教育 費です

ね。

一 応用意 してあ りまし たのは たくさ んある のです けれど も、大 体そう いうと ころの

関係 につい て、特 に増減 の要因 につい て、今 後の展 望を踏 まえて お聞か せ願え ればお

願い をした いとい うふう に思い ます。

ｏ財 政課長 （友永 哲男君 ） お 答えい たしま す。

総 体的な 観点か ら申し 上げた いと思 います 。先ほ ども申 し上げ ました ように 、現在 、

本市 を含む 地方自 治体の 財政状 況、国 の施策 や財政 運営に 大きく 左右さ れる構 造にな

って おりま す。そ ういう 中で、 今、議 員さん がおっ しゃい ました ように 、歳入 面にお

きま しては 、市税 、交付 税の落 ち込み 、やは り景気 の低迷 や国の 財政状 況等の 影響が

多う ござい ます。 歳出面 におき まして も、景 気の低 迷によ ります 、生活 保護費 の関係

でご ざいま すが、 十一年 度から 十三年 度を比 較いた します と、約 三億七 千万円 ほど伸

びて おりま す。ま た、少 子・高 齢化等 により ます国 等の施 策とい たしま して、 児童手

当の 拡充や 児童扶 養手当 の支出 等、ま た各種 医療費 の伸び により ます支 出増に なって

おり ます。 歳出の 伸びが 非常に 強うご ざいま すし、 性質別 に見て みます と、扶 助費の

関係 でござ います が、特 に七％ から八 ％程度 の現状 でござ います 。民生 費の占 める割

合で 申しま すと、 十三年 度決算 におき ますと 三五・ 四％の 全体に 占める 割合で ござい

ます 。そう いう中 で、市 の負担 という のは大 変厳し ゅうご ざいま す。そ ういう 状況で

ござ います 。

そ れから 、数日 前の新 聞報道 なんか により ますと 、地方 財源の 不足が 最大に なり、

借金 の方が 増加す る傾向 にある という ふうに もうた われて おりま す。

そ ういう 中で、 私の方 でちょ っと説 明させ ていた だきた いので すが、 今のと ころ借
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金の 残高と いうの がござ います 。そう いう中 におき まして 、市民 一人当 たりの 観点か

らい たしま すと、 別府市 におき まして は、十 三年度 決算で 二十万 八千円 程度で ござい

ます 。県下 別府市 を除き ます十 市にお きます と四十 万六千 円とい うこと で、地 方債の

残高 につき まして は、今 のとこ ろ別府 市とい たしま しては 、まだ まだ余 裕があ るとい

う状 況でご ざいま す。そ ういう 中で何 度も申 し上げ ますが 、今、 扶助費 を初め 市の負

担は 大変厳 しいと いう状 況でご ざいま す。

ｏ十 六番（ 富田公 人君） それ では、 一応平 成十年 度以降 の予算 決算の 推移に 基づき

まし て、今 から具 体的な 作業が 始まっ ていく と思い ます。 財政部 を中心 として 各課の

予算 編成に よりま して、 それぞ れの打 ち合わ せなど を通し まして 具現化 される と思い

ます が、申 し上げ ました ように 、十年 度以降 の予算 ・決算 の推移 に基づ きます 平成十

五年 度の予 算編成 に対す る基本 的な方 針につ いて、 この際 お聞き してお きたい と思い

ます 。

ｏ財 政課長 （友永 哲男君 ） お 答えい たしま す。

平 成十五 年度の 当初予 算につ きまし ては、 統一地 方選挙 の関係 から、 骨格に て予算

編成 をする 予定で ござい ます。 しかし ながら 、前年 度を通 じまし ての財 政の収 支状況

の把 握のた めに通 年ベー スでの 各課の 事業の 予算の 見込み を提出 してい ただく ように

して おりま す。今 までお 答えを いたし ました 現状や 予測下 での平 成十五 年度の 予算編

成で ござい ますけ れども 、国等 の各施 策の方 向性を 十分把 握した 上で、 本市と しての

施策 ・事業 の再構 築と優 先順位 を費用 対効果 等も見 まして 判断を してい く必要 があろ

うか という ふうに 考えて おりま す。そ のため にも各 事業の 責任者 の事業 展開の 方向づ

けと いたし まして 、予算 要求に 今まで 以上に リーダ ーシッ プを発 揮する 必要が あると

いう ふうに 考えて おりま す。そ のため にも現 在の事 業につ いては 、廃止 、統合 を含め

無理 、むら 、むだ を排除 の徹底 を行い 、将来 の新た な、ま た緊急 な政策 方向転 換に対

応す るため に、経 常経費 におき まして も五％ の節減 をお願 いして きたと ころで ござい

ます 。最少 の経費 で最大 の効果 を上げ るよう 、私ど もは予 算編成 をして いきた いとい

うふ うに考 えてお ります 。

ｏ十 六番（ 富田公 人君） 大分 県の平 成十三 年度の 県税収 入は、 前年度 と比較 をいた

しま して二 十九億 五千万 円の減 収とな ったこ とが、 さきの 新聞報 道等で も明ら かにさ

れて おりま す。別 府市と しても 同様に この四 年間を 振り返 った場 合に、 先ほど 来例示

され ており ます若 干有利 な状況 内容で あった 平成十 一年度 の決算 と、厳 しかっ たと思

われ ます平 成十三 年度決 算を見 た場合 に、歳 入の根 幹であ ります 地方税 収は約 四億四

千万 円、そ れから 地方交 付税は 約六億 三千万 円と、 かなり 大幅に 減少し ている 実態が

明ら かにさ れまし た。

一 方、歳 出面で は、児 童扶養 手当な どを初 めとい たしま して、 国・県 の権限 委譲な

どか ら市の 負担増 を余儀 なくさ れる方 向が出 てきて おりま す。ち ょっと これを 具体的
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に申 し上げ ますと 、こと しの八 月でし たか、 児童扶 養手当 が、一 応国と 県が全 部支給

され ておっ たもの が、県 で扱っ ておっ た権限 を別府 市に、 地方公 共団体 に委譲 された

とい うこと で、今 まで県 が負担 をして おった 四分の 一です か、こ れが市 の関係 で負担

をし なけれ ばなら なくな った。 ただし 、この 部分は 、従来 どおり 国が四 分の三 、県が

四分 の一の 分を、 市が四 分の一 を負担 すると しても 、それ は地方 交付税 で落と してく

ると いう事 情には あるの ですが 、これ はひも つきで はござ いませ んので 、そう いうこ

とか らしま すと、 将来非 常に厳 しい支 出の対 象にな るので はない か、こ のよう に考え

てお ります 。した がいま して、 申し上 げまし た国・ 県の権 限委譲 から市 の負担 増を余

儀な くされ まして 、とり わけ扶 助費の 占める 割合、 特に生 活保護 費など 、義務 的経費

の関 係で支 出をし なけれ ばなら ない部 分では ありま すもの の、こ れが年 々高ま ってい

くこ とが容 易に想 定でき ますだ けに、 市全体 の財政 運用が 極めて 窮屈な 状況に なって

いく ことは 必至と 見なけ ればな らない のでは ないか 。それ だけに 平成十 五年度 の予算

編成 は、極 めて厳 しい対 応にな らざる を得な いと思 います けれど も、歳 入補て んのた

めの 起債の 発行に ついて は、慎 重の上 にも慎 重を期 して対 応され ますよ うに強 く要望

して おきた い。

今 、財政 課長か らも御 答弁に ありま したが 、十一 市の中 で比較 してみ た場合 に、別

府市 は、起 債の率 がまだ まだ低 いとい うこと ではあ ります ものの 、これ から先 を展望

した 場合、 どうし てもこ こに目 が向け られて くるの ではな いかと いうこ とを危 惧して

おり ます。 ぜひ慎 重の上 に慎重 を期し て対応 してい ただく ように お願い したい 。

もう 一つ強 くお願 いして おきた いのは 、税の 平等性 から、 平成十 三年度 でもそ うでし

たが 、過去 二十億 を超え た滞納 の実態 がある わけで すが、 これを ぜひ二 十億を 割る、

そし て十五 億を割 る、十 億を割 ってい くとい う、そ ういう 態勢を 同時に 確立し ていか

なけ ればな らない のでは ないか という ことを 申し上 げまし て次に 移って まいり たい、

この ように 思いま す。

次 に、「 別府市 シルバ ーハウ ジング ・プロ ジェク ト事業 計画」 の進捗 状況と 、今後

の具 体的な 対応施 策につ いてお 尋ねを してま いりた い、こ のよう に思い ます。

この 問題に つきま しては 、平成 十年三 月議会 及び平 成十二 年の九 月議会 で指摘 をして

まい りまし た。昭 和六十 二年度 からモ デル的 に実施 をされ ており ました 「シル バーハ

ウジ ング・ プロジ ェクト 」の全 国的な 導入経 緯及び 計画に ついて 、かな りこの 二回の

質問 の中で 詳しく お尋ね をいた しまし たが、 本日、 改めて その後 の取り 組みの 経緯な

どに ついて お尋ね をした い、こ のよう に思い ます。

そ の中で まず第 一点。 平成十 四年四 月一日 現在に おける 、わか りまし たら国 と、そ

れか ら県と 別府市 の六十 五歳以 上の人 口及び 高齢化 率につ いて明 らかに された いとい

うふ うに思 います 。

ｏ高 齢者福 祉課長 （伊豆 富生君 ） お 答えい たしま す。
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全 国につ きまし ては、 平成十 二年の 国勢調 査によ ります と、人 口は一 億二千 六百九

十二 万五千 八百四 十三人 でござ います 。六十 五歳以 上の人 口は二 千二百 万五千 百五十

二名 で、高 齢化率 につき まして は一七 ・三％ でござ います 。それ から大 分県を 申し上

げま すと、 これは 十四年 四月一 日現在 で申し ます。 大分県 全体の 人口は 百二十 三万一

千五 百三十 三人で 、六十 五歳以 上の高 齢者は 二十七 万六千 五百六 十人と なって います 。

高齢 化率は 二二・ 五％で ござい ます。 それか ら、別 府市の 人口で すが、 十二万 四千二

百十 三人、 そのう ち六十 五歳以 上の人 口です が、男 性が一 万一千 二百六 十二名 、女性

が一 万八千 七十二 名の二 万九千 三百三 十四人 で、高 齢化率 は二三 ・六％ となっ ており

ます 。

ｏ十 六番（ 富田公 人君） 中身 として は、よ くわか りまし た。

次 に、過 去五年 間の六 十五歳 以上の 独居老 人ーー ひとり 暮らし ですね ーー及 び高齢

者二 人世帯 の人口 動態に ついて 把握し ておれ ば明ら かにし ていた だきた いと思 います 。

ｏ高 齢者福 祉課長 （伊豆 富生君 ） お 答えい たしま す。

別 府市内 のひと り暮ら しの独 居老人 ですが 、現在 五千四 十九人 となっ ていま して、

過去 を振り 返りま すと、 平成十 三年が 四千九 百五十 人、そ れから 平成十 二年が 四千七

百七 十八人 、平成 十一年 が四千 五百三 十七人 、平成 十年が 四千二 百七十 八人で 、過去

五年 間で七 百七十 一人の 増加と なって おりま す。

ま た、市 内の高 齢者二 人世帯 を見て みます と、こ れは十 四年四 月では 五千九 十世帯

とな り、十 三年は 四千九 百二世 帯で、 この二 年間を 比べて みまし ても、 増加し ている

のが 現状で ござい ます。

ｏ十 六番（ 富田公 人君） なぜ 前段で そのこ とをお 尋ねし たかと 申しま すと、 別府市

がい かに高 齢化率 が高い かとい うこと をお互 いが認 識し合 うのと 同時に 、一般 の市民

の方 々にも この実 態を知 ってい ただく という ことが 非常に 大事で はない か。こ れから

のい わゆる 高齢化 社会に 対して 、こう いうも のが一 つの大 きな基 礎にな りまし て、あ

らゆ る手だ てを加 えてい かなけ ればな らない 。その ために 今、課 長から 言われ ました

科学 的な数 字に基 づきま して今 後の対 応をし ていか なけれ ばなら ないの ではな いか、

この ように 考えて おりま すだけ に質問 をさせ ていた だきま した。

そ れでは 三つ目 に、県 内にお ける「 シルバ ーハウ ジング ・プロ ジェク ト」の 事業計

画の 推進の 実態、 それか ら別府 市の同 プロジ ェクト 事業計 画の進 捗状況 と今後 の具体

的な 推進計 画につ いて明 らかに してい ただき たいと 思いま す。

ｏ建 築住宅 課長（ 安部重 穂君） お答 えいた します 。

ま ず県内 におけ る推進 実態で ござい ますが 、県内 で「シ ルバー ハウジ ング・ プロジ

ェク ト事業 」の承 認を受 けてい ますの は、大 分市、 中津市 、日田 市、玖 珠町、 三重町

と別 府市の 四市二 町であ ります 。その 中で大 分市は 、平成 十一年 度から 取り組 み、十

三年 度に二 十戸ほ どシル バーハ ウジン グを供 給して おりま す。日 田市も 同じく 十戸を
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現在 まで供 給して おりま す。ま た、玖 珠町が 十三戸 、中津 市が十 戸、今 年度中 に完成

する 予定と なって おりま す。三 重町に つきま しては 、現在 計画中 で、十 六年度 に建設

する と聞い ており ます。

そ れから 、別府 市のプ ロジェ クトの 進捗状 況と今 後の具 体的な 推進計 画とい うこと

でご ざいま す。別 府市の シルバ ーハウ ジング につき まして は、高 齢者住 宅の最 重要課

題で あるの で、早 期に実 現する ように 積極的 に取り 組めと いうこ とで市 長より 指示を

受け ており ます。 昨年、 事業計 画を策 定する ための ワーキ ンググ ループ を設置 し、本

年、 「別府 市シル バーハ ウジン グ・プ ロジェ クト事 業計画 」を策 定し、 国土交 通省の

補助 事業に 乗るこ ととな りまし た。推 進計画 としま しては 、老朽 化した 住宅の 建てか

えや 改善事 業を計 画的に 行うこ とに対 して補 助がつ くこと となり まして 、現在 、関係

部門 と連携 し、こ の補助 がつく 別府市 市営住 宅スト ック総 合活用 計画を 国土交 通省の

補助 事業で 策定中 であり ます。 本年度 中に作 成しま すので 、この 計画の 中でバ リアフ

リー 化はも ちろん ですが 、緊急 通報シ ステム 等を導 入した 「シル バーハ ウジン グ・プ

ロジ ェクト 」の推 進を図 りたい と考え ており ます。

ｏ十 六番（ 富田公 人君） 本年 三月十 日の大 分合同 新聞の 「表層 深層」 の欄で 、「痴

呆の 妻、夫 の死を 理解で きずに 一カ月 」とい うショ ッキン グな見 出しで 報道さ れた内

容に よりま すと、 本年二 月中旬 、東京 都西東 京市の 団地の 一室で 、八十 四歳の 夫の死

に気 づかず 、約一 カ月間 食事の 世話を 続けて おりま した七 十六歳 の痴呆 の妻の 記事が

掲載 をされ ており ました 。記事 の中心 は、み ずから 申し込 まない と手を 差し伸 べても

らえ ない介 護保険 制度に 関する 「申請 主義」 の限界 を浮か び上が らせる 内容で ありま

した のです が、こ の実態 として は、夫 がこた つに足 を入れ たまま 、栄養 失調に よる衰

弱死 で、死 後約一 カ月が 経過を してい たとい うこと が明ら かにさ れてお ります 。また 、

この こたつ の上に は、そ の日の 夕食と 見られ ますご 飯、み そ汁、 焼き魚 が並べ られま

して 、夫が 亡くな った後 も妻が 毎日用 意して いたよ うで、 部屋も きちん と整理 されて

いた という ふうに 記事で は紹介 をされ ており ます。 二〇〇 〇年時 点では 、六十 五歳以

上で ひとり 暮らし か夫婦 だけの 人が、 全国に 約一千 三十万 人いる ことも 紹介を されま

した 。

別 府市に おいて も、先 ほど明 らかに されま したよ うに、 六十五 歳以上 の高齢 化率は

二三 ・六％ を占め ており ます。 これは 、かな りウエ ートと しては 高いの ではな いか。

大分 県の二 二・五 ％を一 ・一％ 上回り 、平成 十二年 度の国 勢調査 とは言 いなが ら、全

国的 な高齢 化率の 一七・ 三％を 大きく 上回っ ておる という この実 態を、 別府市 として

は十 分重く 受けと めてい かなけ ればな らない のでは ないか 。その 内に、 ひとり 暮らし

の独 居老人 が五千 四十九 人おる と言わ れてお るので すね。 それか ら、六 十五歳 以上の

老人 人口、 一七・ 二％を 占めて おるこ とが明 らかに されて おりま す。ま た高齢 者夫婦

の世 帯数も 、言わ れまし たよう に五千 九十世 帯ある ことが 明らか にされ ました 。全国
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的に 共通す る課題 として 、高齢 者は年 をとる ととも に身体 的な機 能それ から精 神的な

機能 が低下 をいた しまし て、家 庭内で の不慮 の事故 の発生 件数は 、今や 幼児以 上に多

いと いうふ うに言 われて おりま す。

そ こで、 高齢者 世話つ き住宅 、いわ ゆるシ ルバー ハウジ ングの 緊急な 整備が 必要と

なっ ている のでは ないか 、この ように 判断を してい る一人 であり ます。 このシ ルバー

ハウ ジング の目的 は、本 格的な 長寿社 会の到 来に向 けまし て、高 齢者な どの身 体機能

の低 下など に配慮 いたし ました 公共賃 貸住宅 の整備 を促進 すると ともに 、福祉 施策と

の連 携を図 ること により まして 、高齢 者の居 住安定 を確保 するこ とを目 的とい たして

おる わけで ありま す。同 時に、 先ほど の関係 を言い ました が、生 活上の 安否の 確認そ

れか ら緊急 時の対 応、疾 病時の 一時的 介護な どのた めに生 活援助 員、つ まりラ イフサ

ポー トアド バイザ ーの配 置によ りまし て、在 宅生活 を支援 する制 度を確 立いた しまし

て、 前述い たしま した西 東京市 の痛ま しい事 故など 、家庭 内での 不慮の 事故を 未然に

防ぐ 態勢確 立が緊 急に求 められ ている のでは ないか 、この ように 思って いると ころで

あり ます。 その前 段の作 業とし て「シ ルバー ハウジ ング・ プロジ ェクト 事業計 画」、

この 策定が 急がれ ていた わけで ありま すが、 御答弁 にもあ りまし たよう に、国 の補助

事業 に乗る ことと なった 以上は 、今後 の具体 的な取 り組み を強力 に推し 進めて いって

いた だきた い、こ のこと を強く 申し上 げてお きたい 、この ように 思いま す。

皮 肉では ないの ですが 、別府 市の福 祉関係 に対す る取り 組みと いうも のは、 全国的

に見 た場合 と大分 県で見 た場合 、共通 すると 思うの ですが 、ちょ っとテ ンポが 遅いの

では ないか と。課 長の答 弁にも ありま したよ うに、 大分市 、日田 市それ から三 重町そ

れか ら玖珠 町、中 津市も 具体的 に取り 組んで きてお るとい うこの 周囲の 状況を 見ます

と、 なぜ第 二の都 市の別 府市が 、早々 と「シ ルバー ハウジ ング・ プロジ ェクト 計画」

に具 体的に 入らな かった のかな と、い まだに そうい うふう に思っ ている のです が、補

助事 業に乗 った以 上は、 ぜひ高 齢者の 方々、 きょう は時間 の関係 もあり ますの で、公

営施 設に入 ってい る方々 とか自 分のお 金で民 間の住 宅にお 世話に なって いる方 々とか 、

いろ いろ色 分けを しても 、かな りの数 がある わけな のです が、や はり安 くて一 堂に会

せる 場が常 に毎日 できる ような 、そう いう施 設をシ ルバー ハウジ ングの 中で建 設して

いく ように という 国の指 導もあ るわけ ですか ら、ぜ ひそこ のとこ ろを重 要視し ながら 、

その ように 一週間 あるい は十日 、ある いは一 カ月も 亡くな られた 方をそ のまま 放置す

ると いう状 況がな くなっ ていく のは、 もう確 実であ ります 。した がって 、ぜひ 市長を

中心 にして 「シル バーハ ウジン グ・プ ロジェ クト」 をぜひ 、冒頭 の予算 関係の 取り扱

いも 関連を します けれど も、補 助事業 に乗っ た以上 は積極 的に対 応され ますよ うにお

願い を申し 上げて 次に移 ってい きたい 、この ように 思いま す。

次 は、住 民の意 見を直 接反映 させる 常設型 の住民 投票条 例の制 定につ いてお 尋ねを

して いきた い、こ のよう に思い ます。
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地 方分権 一括法 の施行 後、国 の機関 委任事 務の多 くが、 各自治 体が独 自の判 断で運

用で きる自 治事務 にかわ りまし て、運 用のル ールを 定めま した市 町村の 法律、 いわゆ

る条 例を制 定する 範囲が 広がっ てまい りまし たけれ ども、 住民の 意見を 直接反 映させ

る常 設型住 民投票 条例を 制定を しては いかが なもの かとい うふう に考え ておる のです

が、 これは 、過去 何回か 質問に 設定し てまい ったの ですが 、全体 の時間 の配分 の私の

まず さから 、なか なかこ こまで 入るわ けにい かなか ったの で、き ょうは 、早々 とこの

問題 につい て見解 を求め ていき たいと いうふ うに思 います 。

ｏ総 務課長 （藤野 博君 ） お 答えを いたし ます。

近 年の、 行政に 参加し ようと いう住 民の意 識の高 まりの 中、原 発問題 、産廃 処分場

建設 問題、 空港建 設問題 、国の 大型プ ロジェ クト問 題など 、住民 の生活 に影響 を与え

る問 題につ きまし て、住 民によ る直接 請求に よる住 民投票 条例が 提出さ れた経 緯がご

ざい ます。

当 別府市 におき まして も、平 成九年 第一回 定例会 におき まして 、直接 請求に よる住

民投 票条例 が提出 されて おりま す。こ のよう な流れ に加え 、一部 の地方 公共団 体では 、

住民 投票制 度化の 試みが なされ ており ます。 大阪府 箕面市 におき まして は、平 成九年

に住 民参加 条例を 、北海 道ニセ コ町に おきま しては 、平成 十二年 にまち づくり 基本条

例を 制定し 、愛知 県高浜 市にお いては 、平成 十三年 四月に 住民投 票条例 を施行 いたし

てお ります 。この 高浜市 の条例 が、ま さに御 質問の 常設型 住民投 票条例 でござ いまし

て、 議会の 議決な しに住 民投票 を実施 するこ とがで きる全 国初の 住民投 票条例 である

と、 多数報 道され た旨聞 いてお ります 。

住 民投票 条例は 、地方 自治の 本旨の 一つで ありま す住民 自治あ るいは 行政へ の住民

参加 の機会 の拡大 といっ た面に おいて 有益で あると 考えら れます 。しか し、代 表民主

制を 採用す る現行 法のも とにお きまし ては、 議会や 長の本 来の機 能と責 任を損 なうこ

との ないよ うな配 慮の問 題、ど の範囲 の事業 を住民 投票に 付すの かとい った適 用対象

の問 題、ま た住民 投票の 制度化 に関す る地方 制度調 査会や 地方分 権推進 委員会 の数度

の議 論にお きまし ても、 積極論 、慎重 論が二 分した とも聞 いてお ります 。した がいま

して 、当市 といた しまし ても、 このよ うな状 況を踏 まえま して、 現行の 法制度 の検討

も含 めまし て、住 民投票 制度を 導入す るか否 かにつ いて、 今後慎 重に検 討する 必要が

ある と考え ており ます。

ｏ十 六番（ 富田公 人君） 今、 課長か ら答弁 があり ました 、全国 で初め てとな りまし

た常 設型の 住民投 票制度 創設を いたし ました 愛知県 の高浜 市住民 投票条 例につ いては 、

平成 十二年 十二月 二十日 に、高 浜市議 会本会 議にお いて全 会一致 で成立 をいた してお

るわ けであ ります 。可決 後の記 者会見 で森高 浜市長 は、次 のよう に言っ ており ます。

「大 局的な 見地か ら条例 の趣旨 を理解 し、賛 成した 議会に 感謝し たい」 とした 上で、

「二 十一世 紀には 、自己 責任に 基づき 、住民 が主体 となっ て決定 する住 民自治 の時代
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が来 ると確 信して いる。 条例は 、それ に近づ いた一 歩と考 えてい る」、 このよ うに見

解を 述べて おるの ですね 。

高 浜市住 民投票 条例が 画期的 なのは 、有権 者の三 分の一 が署名 をすれ ば、必 ず住民

投票 を行う 点、議 会も市 長もこ れを拒 否でき ない点 なので す。こ れまで 条例が 制定さ

れた ケース でも、 住民が できる のは条 例制定 の請求 まで、 判断は 議会に ゆだね られま

して 、否決 をされ ればそ れで終 わりだ った、 こうい う状況 が続い ておっ たわけ です。

すべ ての市 民の声 を議員 が代弁 できな い以上 、民意 を反映 させる システ ムが必 要とい

う論 理であ ること を明ら かにし ており ます。 また当 時、同 市議会 の杉浦 議長は 、「こ

の条 例が使 われな いため にも、 議会は 市民の 声を聞 き市政 に反映 させる 一層の 努力を

しな ければ ならな い」、 このよ うに力 説をい たして おるわ けです 。

ち なみに 、この 種の常 設型住 民投票 条例な どを制 定しよ うとし ている 全国的 な動き

なの ですが 、今、 課長か らも三 カ所言 われま した。 大阪府 の箕面 市を初 めとし て北海

道虻 田郡ニ セコ町 、これ はまち づくり 基本条 例。そ れから 長崎県 北高来 郡小長 井町、

これ は二〇 〇一年 三月に まちづ くり町 民参加 条例、 これが 成立さ れてお ります 。それ

から 四つ目 には新 潟県北 蒲原郡 紫雲寺 町、こ れは町 民参画 条例。 これは 現在、 こうい

うこ とで論 議がさ れてお る状況 です。 それか ら静岡 県伊東 市は、 議員発 議で自 治基本

条例 、これ は全国 で初め てなの ですが 、議員 の発議 という のは。 これが 出され ており

ます が、ま だ成立 はされ ており ません 。同じ く静岡 県静岡 市では 、二〇 〇一年 三月を

目途 に策定 をして いこう という ことで 、同じ 自治基 本条例 が検討 されて おりま す。そ

れか ら七つ 目には 東京都 杉並区 、これ は二〇 〇三年 度施行 を目指 すとい う前提 、二〇

〇三 年度と いうこ とは、 来年の 二〇〇 三年の 三月三 十一日 までで すね、 という ことな

ので しょう が、こ こも自 治基本 条例を 制定し ていこ うとい う動き が出て きてお ります 。

それ から八 つ目に は京都 府京都 市、こ こは市 民参加 推進計 画に基 づく新 条例制 定の動

向が 今検討 されて おるの です、 具体的 に。そ れから 石川県 の松任 市。こ こは美 しいま

ちづ くり条 例、市 民主導 型で二 〇〇一 年三月 議会で 提案を されま して、 そして 可決を

され 四月か ら施行 されて おりま す。

こ のよう に二十 一世紀 は住民 自治の 時代、 自己決 定、自 己責任 が求め られ、 住民自

身が 考え行 動する システ ムをつ くりた かった という 、この 高浜市 長が言 ってい るわけ

であ ります が、こ ういう 全国的 な動き が、今 、燎原 の火の ように という ことを 言えば

ちょ っと大 げさか もしれ ません が、い ずれ燎 原の火 のよう に全国 的に広 がって いくの

では ないか と。趣 旨が趣 旨です から、 これか ら先、 限られ た人間 だけで どのよ うに頑

張っ ても、 市民全 体の意 思を把 握する という のは極 めて不 可能で はない か。何 もない

とき にこう いう条 例を制 定する 方がよ り賢明 ではな いかな 、この ように 考えて おるわ

けで す。高 浜市も 何もな かった わけで すね、 現状。 事が始 まって から住 民投票 をして 、

その 白黒を つけよ うでは ないか という 、こう いう状 況下で は、こ の種の 条例制 定は非
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常に 難しい 状況に なるの ではな いか。 したが いまし て、何 もない ときこ そ高浜 市長は 、

つく るべき だとい うこと を考え まして 、議会 でも全 会一致 でこれ は承認 をされ たとい

うこ の経緯 は、非 常に全 国から 注目を されて おりま す。人 口とし ては非 常に少 ない人

口で すが、 問題は 中身で ありま す。ぜ ひこう した中 身を別 府市も 積極的 な検討 を進め

られ ること を要請 いたし まして 、この 点につ いては 終わり ますけ れども 、特に 市長の

御見 解があ りまし たら、 御遠慮 なくお 願いし たい、 このよ うに思 うので すが、 いかが

でし ょうか 。

ｏ総 務部長 （大塚 利男君 ） お 答えい たしま す。

常 設型の 住民投 票条例 は、た だいま 課長が 御答弁 しまし たよう に、住 民の行 政参加

とい った、 住民が 特に行 政に住 民の意 思を直 接反映 すると いった メリッ トがご ざいま

すが 、反面 デメリ ットと して、 複雑な 案件で も賛成 か反対 かの二 者択一 しかな い。ま

た、 議会で は表決 に至る までの 経過が 、十分 論議・ 審議さ れて表 決に至 るわけ でござ

いま すが、 住民投 票の場 合は、 その過 程が議 会のよ うな審 議過程 に欠け るので はない

か。 そうい ったこ とから 、熟慮 として の結果 の住民 の相違 を見出 すこと が難し いので

はな いか、 そうい った問 題等も 提起さ れてお ります ので、 しかし 議員さ んの御 指摘も

十分 私ども 理解で きます ので、 今後、 これの 制度の 導入に ついて は、慎 重にま た十分

検討 してま いりた い、こ のよう に考え ており ます。

ｏ十 六番（ 富田公 人君） 別府 市はー ー私は 、議員 になっ て足か け十二 年にな ります

がー ー二年 前に御 案内の ように 地方分 権が施 行され ました 。これ は、事 あるご とに私

は口 酸っぱ く言っ てきた わけな のです が、そ れまで は上位 の法律 の関係 に抵触 するか

らで きない 。その 後でも なおか つそれ を踏襲 してい る実態 が、別 府市の 場合非 常に強

い。 それは 何かと いいま すと、 まず税 金の問 題の関 係。悪 質な百 万円以 上の滞 納者、

何で 氏名が 発表で きない のかと いう、 この問 題につ いてす ごく憤 りを持 ってお ります

が、 その関 係につ いても オウム 返しの ように 、上位 の法律 の関係 ででき ない。 今、総

務部 長が、 また指 摘をさ れまし た。な らば、 なぜほ かの市 はでき て別府 はでき ないの

かと いうこ とを逆 問され た場合 、どう お答え になる のでし ょうか ね。や る気が あるか

ない かとい う、こ れは法 律に違 背する んじゃ ないん ですよ 。地方 分権で 地方公 共団体

の長 を中心 として 、国で いえば 憲法に 匹敵す る、地 方公共 団体の 憲法を 自主的 に自律

する ことが できる という 地方分 権の精 神なの ですか ら、こ こはぜ ひ深刻 に受け とめて

いた だいて 、とに かく今 はそう いう状 況下で ないか ら、や ったら 自分の 立場に いろん

なこ とが引 っかか ってく るとい うこと を避け ている とは思 わない のです けれど も、避

けて おるよ うな感 じがし てなら ないの ですね 。ぜひ 地方分 権一括 法の政 治の精 神をも

う一 度厳し く受け とめ直 して、 二十一 世紀は これか ら先長 いです から、 別府市 として

の自 主的な 判断に より別 府市民 が喜ば れるよ うな法 律を、 憲法を つくっ ていく ことが

大事 ではな いか、 このこ とを最 後に強 く申し 上げま して次 に移っ てまい りたい 、この
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よう に思い ます。

四 番目は 、市長 の基本 的な政 治姿勢 の四番 目なの ですが 、別府 市とし ての基 本的な

少子 化対策 につい て、こ れにつ いてお 伺いを してい きたい 。

一 つは、 子供が 減って いくい わゆる 少子化 、この 要因の 分析に ついて 、どの ように

分析 をして いるの か明ら かにし ていた だきた い。

二つ 目には 、子供 を産み やすい 環境づ くり、 これは 非常に 努力し ておる ことは 重々承

知を してお ります 。環境 づくり と婚姻 率の向 上を目 指す行 政とし ての思 い切っ た施策

の確 立につ いて明 らかに してい ただき たい。

ｏ児 童家庭 課長（ 阿南俊 晴君） お答 えいた します 。

少 子化の 原因と いうこ とでご ざいま すが、 私ども は、ま ず未婚 率の上 昇とい うのが

あろ うかと 思いま す。こ れにつ きまし ては、 社会変 化によ る価値 観の相 違、ま た女性

の社 会進出 、こう いう部 分があ ろうか と思い ます、 そう認 識して おりま す。

ま ず、平 成十三 年度、 厚生労 働省が とった アンケ ートが ござい ます。 その中 を見て

みま すと、 まず一 番多い のが、 やはり 子育て にお金 がかか り過ぎ る、経 済的負 担であ

ると いうふ うに思 ってお ります 。次に 多いの が、や はり女 性が出 産をし ても働 くため

の支 援体制 、それ から支 援とそ の施設 がない という のがあ るよう でござ います 。そう

いう 部分で 別府市 として も私ど も、昨 年度エ ンゼル プラン を策定 する中 でとっ たアン

ケー トとほ ぼ同じ ような 状況、 経済的 負担、 それか ら子育 て支援 という ことで 、私ど

も、 先ほど 議員さ んがお っしゃ いまし たよう に、い ろいろ な施策 を続け てきて いると

ころ でござ います 。

ｏ企 画調整 課長（ 安波照 夫君） お答 えをい たしま す。

若 者を定 住させ る、促 進させ る環境 づくり でござ います が、定 住環境 の整備 及び定

住支 援制度 を活用 した施 策の両 面から 検討を するこ とが必 要だろ うと思 ってお ります 。

まず 、定住 環境の 整備に ついて でござ います が、十 二年に 完成し ました 市営松 原住宅

に若 者専用 住宅、 これは 特公賃 住宅で ござい ますが 、この ような 特定の 目的を 持った

市営 住宅の 建設、 先ほど 出まし たシル バーハ ウジン グ、身 障者用 住宅、 例えば 少子化

に効 果があ ろうと 思われ ます若 者夫婦 の専用 住宅、 こうい う特定 目的を 持った 市営住

宅の 建設が 今後必 要にな ろうか と思っ ており ます。 そうい うこと から、 建築住 宅課に

おい て今行 ってお ります 市営住 宅のス トック 総合活 用計画 の中で も、今 後の市 営住宅

の建 設につ きまし て、ぜ ひ若者 の定住 できる ような 市営住 宅、魅 力ある 市営住 宅を建

設し てほし いとい うふう に、今 検討を してい るとこ ろでご ざいま す。

そ れから 、経済 的な側 面とい たしま しては 定住支 援でご ざいま すが、 十三年 度から

第三 子以降 を出産 した者 に対し まして 、「湯 のまち 別府っ 子誕生 祝金」 の支給 を開始

して いると ころで ござい ます。 他の市 町村の 状況を 見てみ ますと 、急激 な過疎 化とい

うよ うな状 況もご ざいま すが、 出生祝 金のほ か結婚 祝金、 育児の 手当、 それか ら就職
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の奨 励金、 それか ら定住 奨励金 、家賃 補助、 住宅補 助とい うよう な形の 中でい ろんな

助成 制度が なされ ている ところ でござ います 。それ ぞれの 市町村 におき まして は、社

会的 条件、 地理的 条件と 異なり ますの ですけ れども 、他の 市町村 の制度 を参考 にしな

がら 、本市 も必要 な助成 制度に ついて 検討を してい きたい という ふうに 思って おりま

す。

ｏ十 六番（ 富田公 人君） 本年 四月一 日現在 のゼロ 歳から 十四歳 までの 年少人 口は千

八百 十七万 人で、 前年よ りも二 十万人 少なく 、二十 一年連 続で減 少して いると いうこ

とが 総務省 の推計 として 発表さ れまし た。ま た、戦 後の最 低記録 を十五 年連続 で更新

をい たした わけで ありま すが、 少子化 に歯ど めがか からな い状態 が続い ている という

こと につい ても明 らかに なった のでは ないか 。

一 方、大 分県で は、本 年七月 五日に 二〇〇 一年の 県人口 動態統 計の概 況をま とめた

こと が、マ スコミ によっ て明ら かにさ れてお ります 。大分 合同新 聞によ ります と、

「た め息ま た一つ 」とい う大き な見出 しで、 三つの 中見出 しには 「オギ ャーの 声少な

く 結婚カ ップル 二百三 十組減 ふえ たのは 離婚二 百五十 五組」 という ユニー クな見

出し であり ました けれど も、一 見して 県の人 口動態 の特徴 と年少 人口の 減少要 因のつ

なが りが理 解でき るよう な内容 が掲載 をされ たわけ であり ます。

平 成十一 年十二 月議会 でも、 少子化 減少に 対する 行政と しての 抜本的 な対応 施策を

講じ ない限 り、こ の勢い をとめ ること はでき ないの ではな いか、 こうい うこと を提起

した 経緯が ござい ます。 そのと きに、 福島県 の西白 河郡東 村の少 子化へ の具体 的な施

策に ついて 提起を いたし ました 。本年 、その 実態を 把握す るため に東村 へ視察 に行っ

てま いりま した。 東村は 、人口 六千百 五十人 、千四 百七十 九世帯 の極め て閑静 な農業

中心 の村で ありま す。こ の村が 全国的 に注目 をされ ました のは、 これ以 上の少 子化が

進展 すれば 村の存 亡にか かわる として 、せっ ぱ詰ま った施 策とし て「東 村小野 田小学

校児 童増加 促進対 策事業 」と銘 打って 実施し たわけ であり ます。 視察に 行きま して、

もっ と具体 的なこ とがわ かった のです が、正 式には 同促進 対策事 業分譲 地譲り 受け希

望者 募集要 綱に基 づき実 施をし ている という ことが わかり ました 。その 事業の 趣旨は 、

東村 立小野 田小学 校の児 童数の 増加を 図るた め、小 学生未 満の幼 児を有 し、東 村に永

住を 希望す る者に 村が造 成した 分譲地 、いわ ゆる宅 地を一 定期間 居住後 、無償 で譲渡

する 事業と いうこ とで明 記され ており ます。 第二項 では、 申請者 の条件 が記述 をされ

てお りまし て、そ の第三 項では 、宅地 譲渡及 び住宅 建築の 条件と して五 項目か ら成っ

てお るわけ であり ます。 その第 一項に 、「分 譲地は 、原則 として 十五年 間は賃 貸借契

約と なり、 十五年 満了時 に無償 で譲渡 します 」と明 記をさ れてお りまし て、そ の二項

では 、「分 譲地の 賃貸料 は、一 平方メ ートル 当たり 月額十 五円」 、こう いうふ うにな

って いる。 そして 、その 第四項 の第一 で、「 分譲地 の譲渡 予定区 画は七 区画で 、一区

画の 面積は 約九十 坪です 」、こ うなっ ておる わけで すね。 以上の 内容で 募集を いたし
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まし たとこ ろ、第 一次の 七区画 に対す る募集 はたち まち消 化され まして 、第二 次段階

の募 集でも 希望者 が殺到 して、 すぐに 締め切 られた という 実態で ありま した。 村が村

の所 有地を 造成す る場合 に、都 市計画 法第二 十九条 により まして 、開発 行為な どの規

制に 抵触す るので はない のです かとい うお尋 ねをし たとこ ろ、政 令で定 めてい る規模

未満 であれ ば別に 心配は ないと 。つま り三千 平方メ ートル 未満で あれば 問題は ない、

とい う返事 が返っ てきま した。 もちろ ん、こ れは大 々的に やると いうの ではな いけれ

ども 、極端 にいえ ば二千 九百九 十九平 方メー トルで あれば 、村が 独自で そうい う造成

をす る開発 行為が できる という ことに のっと ってや ってお るそう であり ます。 しかし 、

それ だけに 造成経 費は、 すべて 村費負 担であ るとい うもの の、子 供がふ えて、 人口が

着実 にふえ ること を思え ば安い もので すと、 こうい うこと を笑っ て企画 調整課 長は答

えら れまし たけれ ども、 東村は 、これ 以上の 少子化 と人口 の減少 に対し ては、 黙って

おっ ては減 るばか りでは ないか 。若い 男女を いい条 件で、 希望の 持てる 条件で 、幼児

をお 持ちの 方も対 象にな ってお ります が、そ ういう ことで 東村の 人口を 着実に ふやし

てい こうと いうこ とで、 一歩一 歩今歩 み続け ておる わけで す。

こ れは、 別府市 として もあら ゆる角 度から 検討さ れまし て、確 かに松 原に「 新婚さ

んい らっし ゃい」 という 市営住 宅、こ れは中 身的に 他の市 営住宅 と非常 に安い 条件で

建設 されて おるか といえ ばそう ではな い。一 応条件 的には 同じよ うな条 件で建 設され

てい るので はない かと思 います が、ぜ ひ都市 計画法 に抵触 をしな い範囲 で山の 部分、

所有 地がそ れを造 成して 家を建 ててお るとい う実態 を見て きたわ けです が、ぜ ひそう

いう 知恵を 出して 今後対 応され ること を強く お願い して、 終わり たいと 思いま す。

ｏ三 十三番 （村田 政弘君 ） 時 間の配 分上、 順序を 入れか えさせ ていた だきま す。二

番目 の公金 の納入 問題に ついて 。

御 承知の ように 、郵便 局の利 用とい う問題 がかな り以前 から言 われて おりま すけれ

ども 、現在 まで完 全解決 をして おりま せん。 水道局 及び水 道局が 委託を 受けた 下水道

料金 につい ては、 すでに 解決し ておる と言わ れてお ります が、そ の他の 部門に ついて

は依 然未解 決のま まであ ります 。いわ ゆる郵 便局を 利用す る場合 に口座 を設け てほし

いと 。口座 なくて 令書納 入は御 免だと 。この ことが 要望に こたえ られて いない 部分で

す。 この要 望して いる方 は、県 を退職 した専 門家の 方です 。町内 の役員 をして おって 、

官報 に要望 書が出 てきた 。それ を永年 にわた って要 望し続 けてお るわけ ですけ れども 、

いま だに解 決しな い。解 決しな い理由 は、必 要経費 が若干 違う。 それは わかり ますけ

れど も、こ れの対 象者は 非常に 弱い方 といい ますか 、お年 寄りを 中心に した低 所得者

層だ ろうと 思いま すが、 当局に 何遍声 をかけ ても完 全解決 の答え が返っ てこな い。だ

とす るなら ば、当 局は少 なくと も、こ れに対 する諸 費用の 概算ぐ らいは はじい ておる

だろ うだろ うな。 何にも 資料を 持たず に拒否 し続け ること はいか がなも のか、 かよう

に考 えます 。後ほ ど確た る答弁 をいた だきた い。

−１３−



さ て、一 番に返 ります 。御承 知のよ うに私 は、井 上市長 の政治 姿勢を 問いな がら献

金問 題につ いて九 月議会 でるる 述べて まいり ました 。残念 ながら 小泉総 理の北 朝鮮ト

ップ 会談の 重大ニ ュース の影響 で、私 のニュ ースは かなり かき消 された わけで す。し

かし 、それ でもな お、か なりの 反響・ 反応が あって おるの は事実 です。 その後 、市長

は一 片のコ メント をもっ て、市 の職員 の献金 は市長 の本意 ではな いとい う紙切 れ一枚

で九 月以降 ストッ プをし たと新 聞で報 道され ており ますが 、その 実態を お聞か せ願い

たい 。

続 いて、 中には 献金を してい るとい ううわ さが飛 んでい るが、 これが 事実か どうか

もあ わせて お答え 願いた い。

そ ういう ことを 含めて ある新 聞の「 東西南 北」の 欄で大 変すば らしい 評論を いただ

いて おりま す。ち ょっと 読ませ ていた だきま すが、 「市役 所全体 のモラ ルの問 題であ

る。 幹部職 員とい っても 、市長 にとっ ては部 下であ る。私 個人の 好意で 献金し ました

と言 っても 、市長 は丁重 にお断 りする のが筋 ではな かろう か」、 このよ うに書 いてお

りま すが、 すばら しい論 評だと 思いま す、さ すがは 専門家 の御意 見であ るなと 。市長

は、 法には 触れな いと一 蹴した けれど も、私 は、こ れは十 三万市 民の判 断であ ると決

めつ けたわ けです 。そこ で、来 るべき 来春に どのよ うな結 果が出 るか、 私は胸 を膨ら

ませ ておる わけで ありま す。

さ て、本 論に入 ります が、九 月には 平成十 二年分 の献金 問題に 触れま したが 、十月

三十 一日で すか、 十三年 度分が 発表さ れるや 、私は 議場で 予告を してお りまし た、い

わゆ る倍々 ゲーム で市職 員の人 数はふ えてお ると言 われて おるが 、それ を確か めたい 、

この ように 予告を してお りまし たが、 現実は そのと おりで 、退職 者を含 めて私 の計算

では 三十三 名と思 う。退 職者三 名、現 職三十 名。そ ういう 倍々ゲ ームが 進んで おる。

私の 予告が ぴった り当た ったと するな らば、 十四年 は選挙 後であ るが、 どのよ うな形

にな るかな 。これ は選挙 後です から、 また改 めて評 価をし たいと 思いま す。

さ て、県 下十一 市の市 長の中 、どの ような 状況に なって おるか と調べ てみま すと、

別府 、大分 両市長 を除い ては、 百万を 超えて いる市 長が一 人、あ とは数 十万か ら何千

円、 三市の 市長は 献金ゼ ロ。こ れが実 態です 。そし て前回 と比較 してみ ますと 、大分

市長 もかな りふえ ている 。別府 市長に 至って は突出 してい る。今 から具 体的に お尋ね

しま すけれ ども、 前回十 五名、 今度は 三十名 。その 他合わ せてみ ますと 、総計 約千六

百万 。パー ティー 関係四 千百万 。まだ 、以下 ちょぼ ちょぼ あるよ うです けれど も。

そ こで、 私のわ からな い問題 が幾つ かあり ますの で、お 尋ねを したい 。

体育 館の入 札、平 成十三 年八月 十日。 臨時議 会、臨 時議会 ではな くて本 会議で すね、

九月 十四日 、本契 約、九 月二十 日。そ の後着 工し、 十一月 十日に ビーコ ンで数 百人か

数千 人か集 めてす ばらし い「井 上市長 を励ま す会」 を開催 した。 その資 料に基 づきま

すと 、恐ら くパー ティー 券だと 思いま すが、 七百二 十名。 企業関 係三十 四社、 この三
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十四 社がわ からな いので すが、 名前は わかる が金額 が上げ てある 。この 金額が 御祝儀

であ ったの か、パ ーティ ー券の 枚数を 意味す るのか 。金額 の数字 だけ上 げてあ るが、

中身 がわか らない 。そし て、御 承知の ように 体育館 の本体 工事を 受けた 業者。 匿名に

する ことは ないと 思いま す。大 林、佐 藤ベネ ック、 三光建 設。こ の中で 三光五 十万、

佐藤 ベネッ ク二十 万とい う金額 が上が ってお る。こ れが券 の枚数 なのか 、御祝 儀なの

か、 献金な のか、 数字だ けでは わから ないの で御説 明をい ただき たい。

も っと不 思議な のは、 最高の 大林が 全く姿 がない 。恐ら くない という ことは 、参加

もな い、献 金もな い、接 触もな いとい うこと に解釈 してい いのか どうか 。少な くとも

私は 、全国 大手で ありま すから 、東京 方面で 処理さ れたの ではな かろう かと推 測する

のだ が、こ の推測 が外れ ておれ ば大変 結構だ が、推 測が私 一人で あるか 、市民 ・議員

の中 に多数 あるの かない のかわ かりま せんけ れども 、全く 不可思 議でな らない 。

こう いう問 題を含 めて後 ほどま た別の 項目で 話をし ますけ れども 、井上 市長は 、責任

は人 に転嫁 するけ れども 、自分 で責任 をとる ことを 余りし ていな い。今 回、有 名にな

った ので、 私の質 問前に 各新聞 社がる る報道 してお ります 。中で も目を 引くの が、お

隣の 熊本日 日新聞 が大き く取り 上げて おる。 少なく とも全 国ただ 一人で はなか ろうか

と推 測され るよう な市職 員の献 金問題 。余り にも恥 ずかし い、余 りにも 残念だ 。我々

が身 を削っ て応援 した市 長にし ては、 残念至 極。立 派な市 長にな って別 府市の ために

働い て、市 民から 喜ばれ ていた だきた いと思 って応 援した 市長が 、別府 の経済 ・文化

を振 興する という 会をつ くって 、どれ だけ振 興に精 出した のかな 。後ほ ど選管 の局長

にも 法的解 釈をお 尋ねし ますけ れども 、この ような ことが まかり 通るな らば、 政治は

お先 真っ暗 です。 私は、 市民は 許さな い、こ のよう に考え ており ますけ れども 、法律

が許 す、許 さぬよ りも、 市民の 良識は ちゃん とある 、私は このよ うにと らえて おるわ

けで す。

ま た後ほ ど若干 後戻り ますが 、次の 、市長 の公的 責任、 これに ついて 触れさ せてい

ただ きます 。

新 聞紙上 を見ま すと、 事件・ 事故を 起こし た場合 に、こ れこれ の責任 をとら せてい

ただ きます 、とい う報道 が時々 見かけ られま す。ち みなに 、お隣 の大分 市で何 があっ

たか 中身に ついて は私は よく存 じませ んが、 資料を もらっ たので すが、 大分市 長が給

料一 〇％カ ット、 三年間 。助役 、収入 役、水 道局長 、教育 長、専 任監査 委員等 々百分

の五 カット 。どん な事故 があっ たかは 私は存 じませ んけれ ども、 そうい う資料 をいた

だき ました 。

そ こで、 私は市 長選に 出たけ れども 通りき りませ んでし たから 余り大 きなこ とは言

えな いわけ ですけ れども 、もし 私が市 長にな ってお れば、 少なく ともこ れから 述べる

三件 ぐらい は責任 をとり たい、 とって おるで あろう という ものを 挙げて みたい と思う 。

ま ず、扇 山のゴ ルフ場 。かつ て二回 の監査 をしな がら、 結局は 不明金 は不明 であり
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まし た、と いう報 告に終 わって おる。 このこ とにつ いて、 社長で あり会 長であ る市長

は、 幾らか の責任 をとっ てもし かるべ きでは ないか 。ちな みに、 当時の 会計を してお

った という 女性、 支配人 、それ からも う一方 、これ らは大 なり小 なり何 百万円 かの弁

償を させら れてお る。こ れが妥 当であ ったか どうか はわか りませ んけれ ども、 市長は

知ら ぬ顔で いいも のかど うかな 。市長 が、ぼ ろが出 なけれ ば結構 だが、 ぼろが 出たら

どん なこと になる のかな という 気もし ており ます。

次 は、ビ ーコン の人事 の問題 。私は 詳しく 知りま せんが 、「市 長の知 り合い 」と聞

いた ような 気がし ますが 、ビー コンに 雇った 人。い うなら ば飼い 犬にか まれた ような

感じ がしま すけれ ども、 裁判ざ たにな った。 和解で 数百万 円の負 担をし た。こ れらの

醜い 失態を 感ずる ならば 、ビー コンに 結果的 に迷惑 をかけ たとい うこと になる であろ

うと 私は解 釈する 。そこ で、や はり何 らかの 自分な りの責 任をと るべき であっ たであ

ろう と、こ のよう に私は 考えま す。

第 三番目 、今回 の消防 事故。 なぜ私 がこれ を取り 上げる かとい います と、こ こに新

聞が ありま すとお り、亡 くなっ た方は 、通信 隊員で ある。 なぜこ のよう なこと が起こ

った のか、 市長あ なた自 身は考 えつき ますか 。あな たが原 因をつ くった のです よ。そ

れは 、遠因 は、平 成八年 に荒金 錬太氏 が消防 長のと きに二 部制を 三部制 にした 。これ

が遠 因にな ってお る。私 は、か ねがね 心配し ておっ た。な ぜなら ば、百 二十名 の消防

隊員 、六十 、六十 体制を 三部制 にした から、 四十人 という ことに 一応な る。本 当に三

部制 を実行 するな らば、 増員を しない と本当 の鉄壁 の布陣 はでき ない。 にもか かわら

ず三 部制を して、 だから 応急の 署員を 動員す る羽目 に陥っ たと私 は解釈 してお る。も

とも と消火 に従事 する隊 員でな かった 人が飛 び込ん でいか ざるを 得ない 体制、 この遠

因は 、市長 を初め とする 幹部が 十分考 えざる を得な かった 問題、 今まで 事故が 出ない

方が 不思議 であっ たと私 は思っ ている 。今回 ああい う事故 が出て 、貴重 な、実 に情け

ない けれど も貴重 な教訓 であろ うと。 今後ど のよう な対応 をする か知り ません けれど

も、 内部の 実態を 十分検 討して 充実し ないと 、第二 、第三 の事故 も起こ りかね ない。

こう いう実 態の中 で、市 長の責 任を問 いたい 。

そ こで、 市長が 何らか の責任 をとっ てもい いので はなか ろうか な、こ のよう に考え

てお るわけ です。

以 上、る る述べ ました が、要 点だけ 簡単に お答え くださ い。

ｏ会 計課長 （宮田 博仁君 ） 公 金を納 入する のに郵 便局の 窓口納 付がで きない かとい

う御 質問に ついて 、答弁 させて いただ きます 。

郵 便局の 窓口納 付は、 郵便振 替法に 基づき まして 有料と なって います 。一件 につき

納入 金額掛 け千分 の一円 プラス 件数掛 け二十 円を手 数料と して市 が郵便 局に納 めなけ

れば なりま せん。 仮に一 万円を 納入し た場合 ですと 、手数 料が三 十円に なりま す。口

座振 替を利 用して いただ ければ 十円で す。一 件だけ ですと 二十円 の差で ありま すが、
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水道 局の水 道料金 に比較 しまし て、市 の場合 は納入 する税 等の件 数も多 く、ま た金額

も高 額にな ります 。市が 窓口納 付を仮 定し、 窓口取 扱手数 料を一 件二十 円とし た場合 、

約九 百十万 円の手 数料が 必要と なって きます 。口座 振替は 、事務 の効率 化、徴 収コス

トの 軽減等 のため 実施し たもの であり ますか ら、こ の制度 を活用 してい ただき ますよ

う、 御理解 のほど をお願 いいた します 。

ｏ市 長公室 長（林 慎一 君） お答え いたし ます。

何 点かあ るわけ でござ います が、ま ず一点 目でご ざいま す。市 職員に 対しま す寄附

の問 題でご ざいま すが、 この問 題につ きまし ては、 十月三 十日、 市職員 の寄附 につき

まし ては、 適法に 処理さ れてい るとは いえ、 このよ うなこ とに職 員を巻 き込む ことは

市長 の本意 ではご ざいま せんの で、市 長より 、慎重 な対応 をする ように との指 示を受

けま して、 後援会 におき まして 、九月 末日を もちま して受 け取ら ないよ うにし たとい

うふ うに聞 いてお ります 。

そ れから パーテ ィー券 の問題 でござ います が、こ れは九 月議会 でも御 答弁さ せてい

ただ いたわ けでご ざいま すけれ ども、 この政 経文化 パーテ ィーに つきま しては 、政治

資金 規制法 に基づ きまし て、市 内各界 各層の 皆様方 が企画 をされ まして 、「井 上市長

を励 ます会 」が実 施いた したも のでご ざいま して、 この件 につき まして 強制は してお

らな いとい うふう に聞い ており ますし 、市長 の政治 理念、 市政の 運営方 針、就 任から

の実 績等を 評価・ 共感・ 共鳴し ていた だいた 中で購 入して いただ いたも のと聞 いてお

りま す。

そ れから 、体育 館建設 の業者 からの 献金に ついて でござ います けれど も、御 寄附は 、

個人 個人の 意思に よりま して政 治理念 に共鳴 し、賛 同し、 御寄附 をいた だいた ものと

理解 をいた してお ります 。関係 法規に 従いま して適 正に処 理され ている と聞い ている

とこ ろでご ざいま す。

た だいま 申し上 げまし たよう に、こ の献金 につき まして は、個 人個人 の意思 として

寄附 されて いる問 題でも ござい ますし 、また 、献金 等の内 容につ きまし ては、 後援会

とし ての政 治活動 であり 、会と しての 組織が 本市と は違い ますの で、こ の件に つきま

して の御答 弁は差 し控え させて いただ きたい という ふうに 思って おりま す。

ｏ企 画財政 部長（ 須田一 弘君） 扇山 ゴルフ 場の現 金不足 金の関 係につ きまし て、市

長の 責任の 問題を どのよ うにし たかと いうこ とにつ きまし て、答 弁をさ せてい ただき

ます 。

こ れにつ きまし ては、 平成十 二年十 二月議 会と平 成十三 年三月 議会に おきま して、

この 問題が 決着を いたし ました ら、そ の時点 で社長 を辞任 いたし たいと の市長 答弁を

した ところ でござ います 。この 現金不 足金に つきま しては 、その 原因究 明につ きまし

て、 市の監 査委員 さんの 方に調 査をお 願いい たしま して、 その結 果、毎 日の現 金と出

納簿 の照合 を全く 行って いなか ったこ とが主 な原因 でござ います が、そ の背景 といた
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しま しては 、組織 ・管理 上の問 題があ ったと の強い 指摘を 受けた ところ でござ います 。

した がいま して、 これら のこと を踏ま えまし て、こ の問題 につい ての業 務執行 の総括

責任 者とし ての責 任をと るため に、市 長にお いては 平成十 三年六 月二十 五日に 扇山ゴ

ルフ 場の代 表取締 役社長 を辞任 したと の報告 を受け ており ます。

ｏ観 光経済 部長（ 池部 光君） お答 えいた します 。

市 長の公 的責任 で、別 府コン ベンシ ョンビ ューロ ーにつ いてで ござい ます。 これに

つき まして は、本 事件に 伴いま す責任 の所在 を明ら かにす るとい う理由 から、 平成十

一年 十一月 十六日 付をも ちまし て、市 長初め 三役並 びに関 係職員 の減給 処分等 をいた

して おると ころで ござい ます。 どうぞ 御理解 のほど を、よ ろしく お願い いたし ます。

ｏ消 防長（ 木村善 行君） お答 えいた します 。

今 回のマ ンショ ン火災 につき まして は、出 動いた しまし た職員 が、全 力で消 火活動

及び 人命検 索を行 った中 で不測 の事故 が起こ りまし て、こ のよう な状態 になっ たとい

うこ とでご ざいま す。し たがい まして 、市長 に監督 責任と いうも のは及 ばない という

ふう に判断 をして おると ころで ござい ます。

ま た、個 々に御 質問が ござい ました けれど も、一 つは当 日の職 員の配 置がえ でござ

いま す。こ れにつ きまし ては、 消防署 の隊の 編成は 、当日 の職員 の出勤 状況に より再

編成 を実施 して災 害出動 に備え ておる という ことで ござい ます。

も う一点 は、二 部制か ら三部 制への 変更で の御質 問でご ざいま す。実 質は人 数的に 、

簡単 に割り 切って みます と、確 かに六 十名、 四十名 という ような 数字が 出てき ますけ

れど も、実 際の当 日の勤 務数に ついて は余り 変わら ないと いうの が現状 である という

ふう に報告 を受け ておる ところ でござ います 。

ｏ市 長（井 上信幸 君） 三十三 番議員 から、 るる御 指摘を いただ きまし た。大 変また

あり がたい ような ことで ござい ます。 ただ、 一つだ け私は ここで 申し上 げたい ことが

ござ います が、批 判や批 評をす ること は、い とやす いこと でござ います 。行う はがた

しで ござい ます。 そこで 、今ま での質 問につ いて答 弁をさ せてい ただき ます。

私が すべて 責任を とらな いとい う先ほ どの御 質問で ござい ますが 、私は 、すべ て責任

はと ってき ている つもり であり ます。

ま ず、ゴ ルフ場 の件は 、先ほ ど説明 したと おりで ありま して、 私が就 任した ときは 、

いや が応で も会長 、社長 も兼務 したら どうか と、こ う言わ れまし た。な ぜなら ば、経

営が 安定す るから であり ます。 ただし 、株式 会社で あるけ れども 無報酬 だと、 これが

やっ ぱり大 きな私 は責任 かと思 います 。無報 酬の中 でこの 六年間 、七年 間、経 営改善

のた め立ち 上がり 行動さ せてい ただき ました 。そし て、よ りよい 経営を という ことで 、

あの ゴルフ 場の経 営改善 に努め させて いただ きまし た。こ の件も もう皆 様方は 、すで

に御 理解を いただ いてい るかと 思いま す。

ま たビー コンの 件でご ざいま すが、 ビーコ ンも充 て職で 私は理 事長と いうこ とにな
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って います 。これ も充て 職でご ざいま す。そ こで、 何度か 私も、 これは 県の範 疇にあ

るの ではな いかな という ことで 、私は もう理 事長を 退任さ せてい ただき たい、 もう仕

事で いっぱ いだか ら、何 とかひ とつ副 理事長 さん方 になっ ていた だきた い、こ のこと

を何 度も申 しまし た。と ころが 、別府 市が主 体だか ら別府 市で頑 張って ほしい 。市長

さん 、あな たが頑 張って もらわ んと、 あそこ は困る のだ、 こうい う御意 見をい ただき

まし て、「 何とか 、何と か」と いうこ とで今 日まで ずって まいり まして 、これ が真相

でご ざいま す。

し かし、 ビーコ ンもお かげさ まで全 職員が 一致団 結して 経営改 善に当 たって いただ

いた 為やは り基金 ができ ており ます。 あのま まの推 移でい けば、 恐らく その基 金も、

五億 数千万 の基金 はでき なかっ たろう と思い ます。 このよ うに経 営改善 に携わ り、い

ざ緊 急のと きにこ の基金 を使う べきだ 、でな いと、 この大 きな屋 台骨は 維持で きない

よと いうこ とで今 日まで 基金の 管理を してい ただき ました 。そし て、よ り充実 した経

営改 善を進 めてい ったわ けでご ざいま す。こ れこそ 私は、 責任だ と思い ます。

も う一つ 、消防 事故に ついて は今、 消防長 が申し 上げた とおり 。何か 八年前 か七年

前か 知らな いが、 私が三 部制に した。 私が何 か一人 でさせ たよう なこと を言わ れます

が、 これは 消防署 の中の 意見と して私 はお聞 きした わけで ござい ます。 私がさ せたと

かし たとか いうわ けでは ござい ません 。七、 八年前 のこと を今ご ろ、何 か私が いかに

も原 因者の ような ことに なって おりま すが、 それぞ れに、 それぞ れの署 で責任 分担を

持ち ながら 、当時 の消防 長や次 長や… …（発 言する 者あり ）消防 長がな される わけで

ござ います 。こう いうこ とも含 めて一 つ御理 解をい ただき たいと 思うわ けでご ざいま

す。

さ てそこ で、九 月議会 でも取 り上げ ていた だきま したが 、職員 幹部の 政治献 金にま

つわ ること でござ います が、九 月議会 で同じ 趣旨で 答弁を したわ けでご ざいま す。個

人献 金につ いては 、政治 家の政 治理念 や活動 に賛同 した個 人の意 見のあ らわれ であり 、

その 行為に ついて は法の 範囲で ありま すが、 先ほど 来言わ れます 道義的 な問題 という

こと であり ますが 、この 道義的 な問題 につい て私も いささ か抜け ていた 点があ るかな 、

この ように 思いま す。

と 申しま すのは 、九月 議会で 質問を 受ける までは 、正直 いって 私もど の程度 かよく

わか らなか ったの ですが 、わか らない では済 まない わけで ござい まして 、やは り管理

責任 者とし て当然 この点 につき まして は即後 援会に 指示を し、今 後受け 取らな いよう

に、 こうい うこと を申し まして 十二月 一日か ら、こ の新聞 報道に もあり ますが 、受け

取ら ないよ うにし たわけ でござ います 。そし て、そ の資金 開示に なって からで すが、

県の 選管へ 本当に 正直に 報告し て、そ れが… …、そ の発表 された 十二年 度の問 題でご

ざい ますが 、これ は九月 議会で 指摘さ れまし たが、 その内 容がわ かった ときに は私も

驚い たわけ でござ います 。そこ で、管 理者と して、 今後受 け取ら ずに十 分注意 するよ
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う指 示はい たして おりま す。

と もあれ 、この 間、善 意の第 三者で ありま す私に 献金を してい ただき ました 職員に

対し て、大 変御迷 惑をお かけし た。ま た、そ の上に 何らか 偏見を 持たれ たよう なこと

もあ るよう でござ います けれど も、私 は、そ ういう 偏見を 持つよ うなこ とは一 切申し

てお りませ んし、 してお りませ ん。こ の辺も ひとつ 御理解 をいた だきた いと思 います 。

また 、（発 言する 者あり ）職員 に対し て大変 迷惑を かけた 。この 点は、 私は職 員にも

おわ びをし なけれ ばなら ない。 また、 （発言 する者 あり） また、 その管 理団体 の皆さ

ん方 にも十 分に注 意して いく、 このよ うにし ており ます。

ま た、法 律に抵 触はし ていな いとは いえ、 後援会 の皆さ ん方や 市民の 皆様方 に大変

御心 配をか けまし たこと に対し まして 、この 場をお 借りし まして 、私は 遺憾の 意を表

した い、こ のよう に思い ます。

ど うぞひ とつこ ういう 面で、 もしパ ーティ ーの問 題や、 この問 題につ いて（ 発言す

る者 あり） 、何の ことか わかり ません が、も しこの 問題に ついて 皆様方 がおっ しゃる

よう な法に 触れる ような ことが ござい ました ら、ど うぞひ とつ司 直の方 で告発 でもし

てい ただけ ればと 思いま す。ど うぞ、 よろし くお願 いいた します 。そう いうこ とでご

ざい ます。

ｏ三 十三番 （村田 政弘君 ） 市 長さん 、あな たはそ んなこ とを言 ってい いの。 （発言

する 者あり ）それ ならば 私は言 うが、 名簿に ない人 が献金 してい る。名 簿にな い人が

献金 してい る。し ている 人が名 簿から 落ちて いる。 これは どうす るの。 告発な んて、

神聖 な議場 で軽々 しく言 うべき ではな い。外 で言い なさい 、外で 。（発 言する 者あ

り）

さ て、る る説明 があっ たけれ ども、 一、二 抜けて おる。 パーテ ィーの 業者の 金額が

書い てある が、寄 附なの か献金 なのか パーテ ィー券 なのか 、どう なのか という 質問に

つい てはお 答えが ない。

ｏ市 長（井 上信幸 君） 後援会 が行っ たパー ティー でござ います ので、 私自身 そんな

に詳 しくは 把握し ていま せん、 知りま せん。 当初、 三十三 番議員 さんも その協 力者の

一人 でござ いまし たし、 また名 簿の中 にもあ って、 その後 援会で 、その パーテ ィーの

協力 者でご ざいま した。 それで 、協力 者の方 もよく わから ないと 思いま すが、 私自身

もそ の辺は よく把 握して おりま せんし 、後援 会主催 で、皆 様方が 何とか してや ろうと

いう ことで 集まっ てやっ ていた だいた ことで すから 、私自 身その ことに ついて は具体

的に お答え もでき る要素 があり ません ので、 どうぞ その辺 は御理 解いた だきた い。

ｏ三 十三番 （村田 政弘君 ） 「 『励ま す会』 の方が したの で、私 はわか りませ ん」、

それ で済み ますか 。では 残金は 、あな たの方 に来て ないの ですか 。会が 握って おって 、

あな たの後 援会な り、あ なた自 身の方 には何 ら伝達 がない のです か。後 援会に も金も

回っ てきて ないの ですか 。（発 言する 者あり ）
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ｏ市 長公室 長（林 慎一 君） 先ほど も答弁 させて いただ きまし たよう に、献 金それ

から パーテ ィー券 このも のにつ きまし ては、 後援会 の政治 活動と してい たして おりま

す。 この会 の組織 が我々 とは違 うわけ でござ います ので、 その点 につき まして は、先

ほど も御答 弁させ ていた だきま したよ うに、 答弁は 差し控 えさせ ていた だきま す。

（発 言する 者あり ）

ｏ三 十三番 （村田 政弘君 ） 今 は厳し いです よ。徳 島の県 知事が 、国会 議員と 絡んで

逮捕 された でしょ う。こ ういう ことを 考えれ ば、何 でもか んでも ぴしゃ っとし てない

と困 る。市 の職員 が答え るべき 問題で ない。 市長本 人が、 あなた 自身を 励ます 会をし

てく れたの でしょ う。そ のして くれた 方々が 、会が 終わっ たら「 さよな ら」に なった

のか 。残金 がなけ ればい いです よ。そ の残金 二千百 万円ほ どは、 どこに 保管し ておっ

てど うなっ ておる のか。 あなた 自身な いしは 後援会 に一銭 も来て ない、 会の何 べえさ

んが 持って おりま す、と 言うの かどう か明確 にして くださ い。こ れは、 結果的 には政

治献 金と同 じルー トには まって いくは ずです 。ただ 性格が 違うと いうだ けの問 題で、

あな たの方 に一銭 も来な いとい う断言 ができ ますか 。

ｏ市 長（井 上信幸 君） 先ほど から何 度も言 うよう に、私 自身が 、その 件につ きまし

ては あから さまに 把握し ており ません 。全部 後援会 にお任 せして おりま すので 、今日

まで の結果 として それぐ らいの ものし か私は 答弁で きませ ん。ど うぞ、 よろし くお願

いし ます。

ｏ三 十三番 （村田 政弘君 ） 「 後援会 のこと はわか りませ ん」、 それで 済みま すか。

私は 、早く から通 告もし てある 。だか ら勉強 もして いるは ずだ。 その基 本が全 くわか

って なくて 、（発 言する 者あり ）「告 発して くださ い」な んか、 あなた 、居直 れる立

場に はない よ。や けどせ んよう にして くださ いよ。

そ れから 、さっ きの答 弁で、 市長は 責任を とった 、この ように 言って います が、我

々は 余りよ く知ら ん。社 長をや めたと か理事 長をや めたと かいう のは聞 いてい るが、

ビー コンか 、給料 カット か何か したよ うなこ とをち ょろっ と言っ たが、 実害の ある責

任を とった ことが あるの かどう かと言 ってお る。日 本人は 、社長 をやめ た、会 長をや

めた で、ど ろんし て「責 任をと りまし た」と いうの が多い 。やは り本当 に責任 をとる

なら ば、目 に見え る形で 責任を とって ほしい 。大分 市長は 、一〇 ％三年 間カッ ト。全

国に 例が少 ないと 思うけ れども 、一カ 月カッ ト、三 カ月カ ット、 ここら はざら にある

はず です。 もう一 回はっ きり言 ってく ださい 。

ｏ助 役（安 倍一郎 君） お答え をいた します 。

ビ ーコン の問題 の市長 の責任 の問題 につき まして は、先 ほど、 観光経 済部長 の方か

ら答 弁を申 し上げ たとお りでご ざいま して、 平成十 一年十 一月十 六日付 で処分 を発表

いた してお ります 。その 処分内 容につ きまし ては、 市長そ れから 助役、 収入役 、そし

てこ の関係 職員一 名、こ れを給 料月額 十分の 一の減 給処分 一カ月 にして おりま す。さ
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らに 、関係 職員二 名、そ れぞれ 文書訓 告ある いは口 頭訓告 、この 処分を 行って 責任を

とっ たとこ ろであ ります 。

ｏ市 長（井 上信幸 君） 今、助 役が答 弁した とおり 、当然 の責任 あるこ とにつ いては 、

私も 責任は とらさ せてい ただい ており ます。 また先 ほど来 の消防 署の問 題につ いても 、

まだ まだ結 論が出 てない ようで ござい ますの で、そ の結論 の結果 では、 我々も その判

断を せざる を得な い、こ ういう ふうに 考えよ うかと 思いま す。

ま た、ゴ ルフ場 につい ても御 指摘の とおり で、先 ほど答 弁した とおり でござ います 。

また 、社長 もやめ たわけ でござ います が、必 要あら ば会長 もやめ させて いただ きます 。

これ が、私 どもの 責任か と思い ます。

ま た、先 ほど来 のいろ んなこ との御 指摘も ありま したが 、パー ティー 券の問 題それ

から いろん な問題 につい ては、 詳しい ことは 承知は してお りませ んけれ ども、 後援会

の方 で適切 に処理 されて いるも のと、 このよ うに私 も考え ており ます。 どうぞ ひとつ 、

そう いう面 で御理 解をい ただき たい、 このよ うに思 います 。

ｏ三 十三番 （村田 政弘君 ） 適 正に処 理され ている 、それ はそれ として 、自分 の方に

残金 が来た のか来 ないの か、後 援会に 来たの か来な いのか 、それ すら答 弁がで きませ

んか 。

ｏ議 長（首 藤 正 君） 答弁で きます か。

ｏ三 十三番 （村田 政弘君 ） も う時間 があり ません から答 弁は要 りませ んけれ ども、

もう ちょっ と明確 な答弁 をいた だきた い。

ｏ議 長（首 藤 正 君） 休憩い たしま す。

午前 十一時 五十九 分 休 憩

午後 一時 零 分 再 開

ｏ副 議長（ 佐藤博 章君） 再開 いたし ます。

ｏ十 二番（ 後藤健 介君） 午前 中は大 変緊迫 した質 疑があ りまし て、こ の前の ときも 、

大変 緊迫し た後に 私がや りまし たので 、やや 色褪せ て見え ますが 、私は 粛々と やりた

いと 思いま す。

十 一月十 八日に 発生し ました 南立石 マンシ ョン火 災にお いて、 前途有 為な若 い消防

職員 が殉職 されま した。 事故の 詳細に つきま しては 、先日 の調査 会で説 明を受 けたと

ころ であり ますが 、その 後、新 たに判 明した 事実な ども踏 まえて 、ここ に改め て出動

から 事故発 生まで の経緯 を要約 してお 話し願 いたい と思い ます。

ｏ消 防署長 （首藤 正喜君 ） お 答えい たしま す。

ち ょっと 内容が 細かく なりま すので 、あら かじめ つくっ ており ますメ モで読 ませて

いた だきた いと思 います ので、 御了解 をいた だきた い、こ のよう に思い ます。

現 時点で 、二名 の職員 が治療 中でご ざいま す。聴 取は完 了して おりま せんが 、その

他、 当時の 職員か ら直接 聴取し た結果 の概要 を御説 明申し 上げた い、こ のよう に思い
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ます 。

十 一月十 八日十 一時四 十八分 、南立 石本町 海雲寺 近くの 後藤ア パート ですが 、「近

くで ガスの ような 臭いが する、 煙も出 ている 」との 住民か らの通 報によ り、現 場の調

査及 び確認 のため 本署か ら消防 隊ーー これに は三名 乗車し ており ます。 それか ら、朝

日出 張所か ら消防 隊ーー 同じく 三名乗 車して おりま す。そ の二台 計六名 が現場 に出動

いた しまし た。十 一時五 十四分 に本署 の消防 隊、同 時五十 五分に は朝日 消防隊 が現場

付近 に到着 いたし ており ます。 本署か ら派遣 された 消防隊 のうち 、小隊 長は現 場付近

の調 査のた め先行 し、他 の隊員 は消防 車に待 機して おりま した。 本署小 隊長は 、後藤

アパ ートの 西側に ある南 立石マ ンショ ン三階 から煙 の出て いるの を発見 し、所 有者か

ら合 いかぎ を預か り三階 に上り 調査し た結果 、黒煙 があっ たため 火災で あると 確認し 、

消防 署に無 線で知 らせる ととも に、朝 日小隊 長と会 ったた め、消 防車二 台をも って消

火体 制を整 えまし た。こ のとき 室内に 黒煙が 立ち込 めてい たので 、フラ ッシュ オーバ

ーが 起きて はと思 い、本 署小隊 長はド アを一 たん閉 めまし た。本 署小隊 長は、 ホース

を延 長し、 放水態 勢が整 ったこ ろ母親 が帰っ てきて 、「中 に子供 がいる かも」 と言い 、

みず から中 に入ろ うとし ました ので、 それを 制止し ており ます。

そ の後ー 負傷し た職員 につき まして は、実 名を入 れて読 ませて いただ きます ので、

御了 解をい ただき たいと 思いま すーー 草牧消 防士が 玄関前 に到着 したの で、本 署小隊

長は 、煙の 状況等 を勘案 した結 果、草 牧消防 士に空 気呼吸 器を着 装して くるよ う命じ

ると ともに 、本署 小隊長 がみず からそ の場で 放水を 開始し ました 。先行 した本 署小隊

長か らの連 絡によ り、当 日の当 直責任 者は、 はしご 隊、救 助隊を 率いて 現場に 急行い

たし ました 。また 、朝日 出張所 からは 救急隊 ですが 、消防 自動車 に乗り かえて 現場出

動を いたし ており ます。 当直責 任者が 現場到 着した ので、 本署小 隊長は 、当直 責任者

に現 場の状 況を報 告した ところ 、当直 責任者 は、人 命検索 と放水 を兼ね て屋内 侵入さ

せる ことを 決断い たしま した。 はしご 隊員と して出 動した 岩尾司 令補が 、外一 名の隊

員と ともに 玄関口 に到着 したの で、装 備の整 ってい る岩尾 司令補 、草牧 消防士 をペア

にし て屋内 侵入を させま した。 岩尾司 令補と 草牧消 防士は 、数分 間屋内 で放水 活動を

行っ ていた ところ 、草牧 消防士 の呼吸 器の警 報ベル が鳴っ たため 、岩尾 司令補 が、草

牧消 防士に 対して 退避を 命じま した。 その前 後、後 方から 「ホー スを伝 ってい け」と

いう 声を聞 き、ベ ルの音 が遠の いたの で外に 出たも のと思 い、放 水を続 けてお りまし

た。 その後 、当直 責任者 の命令 により 首藤司 令補と 河野消 防士が 、人命 検索を 目的に

屋内 侵入を いたし ており ます。 そのこ ろ、岩 尾司令 補が左 肩をた たかれ 、「だ れか」

と言 われた ので、 「岩尾 だ」と 面対越 しに答 えたが 、相手 はだれ であっ たかは わかっ

てお りませ ん。岩 尾司令 補は、 奥に入 った隊 員を援 護する ため、 一人で さらに 奥に進

み放 水をし ていた ところ 、突然 放水が とまっ たため 、筒先 を絞り 姿勢を 低くし て待機

して いたと ころ、 熱傷が ほほを 吹き抜 けたの で、後 方を振 り返っ たとこ ろ、左 側から
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炎が トイレ の壁に 吹きつ けてい たので 、身の 危険を 感じ、 放水停 止され たホー スをそ

のま まにし て玄関 口から 辛うじ て脱出 したと 。

現 場に到 着した 救助隊 員は、 玄関か らの人 命検索 をあき らめ、 西側に 回った ところ 、

三階 の窓か ら炎と 煙が噴 出して いた。 消火態 勢をと り、三 階ベラ ンダに 三連ば しごを

かけ 、ベラ ンダか らの消 火作業 と人面 検索に 取りか かった 。放水 してい ると、 南側窓

から 河野消 防士が 自立脱 出し、 「中に 草牧が いる」 との情 報を伝 えたた め、一 人が援

護注 水を行 いなが ら、他 の一人 が屋内 に侵入 したと ころ、 炊事場 のある 居間入 り口付

近で 首藤司 令補を 発見し 、玄関 に救出 した。 再度屋 内に侵 入した ところ 窓の外 から呼

びか けられ たので 、声の する方 に進ん だとこ ろ、浴 室内に いた草 牧消防 士を発 見し、

救出 した。 窓の外 から声 をかけ たのは 、同地 区に住 む職員 で、火 災を確 知、現 場に駆

けつ けたも ので、 東側か ら草牧 消防士 の救出 に向か ったも のであ る。救 出され た三人

は、 それぞ れ救急 車に分 散収容 し、草 牧消防 士は新 別府病 院へ、 首藤司 令補、 河野消

防士 は鶴見 病院へ 搬送さ れ手当 てを受 けまし た。

初 診の段 階では 、草牧 消防士 は熱傷 で重症 、首藤 司令補 は熱風 と火傷 により 重症、

それ から、 河野消 防士は 火傷に より重 症。そ の後、 草牧消 防士は 、翌十 九日午 前六時

二十 七分に 殉職い たしま した。 また、 首藤司 令補及 び河野 消防士 は、順 調に回 復中で

ござ います 。

以 上が、 今まで の経過 でござ います 。

ｏ十 二番（ 後藤健 介君） ただ いまの お答え により まして 、現場 におけ る消防 隊の一

連の 動きが 大変簡 潔に了 解でき ました 。ここ で、現 場にお ける実 員指揮 、すな わち予

測不 可能な 事態が 発生す る極限 状況に おいて 人や部 隊をど う動か し、使 命・目 標達成

する か、そ の方法 につい て二、 三お尋 ねして みたい と思い ます。

ま ず第一 に、あ る報道 機関に 載って おった 記事で ござい ますが 、殉職 した草 牧消防

士は 、司令 室勤務 である のに現 場に出 動した とある が、こ の点に ついて はどの ような

事情 がある のか、 お聞き したい と思い ます。

ｏ消 防署長 （首藤 正喜君 ） お 答えい たしま す。

平 成十四 年十月 一日付 で以前 消防隊 に属し ており ました 草牧消 防士は 、十月 一日を

もっ て司令 室勤務 に配属 をいた してお ります 。とこ ろが、 当日は 消防隊 勤務の 中の職

員の 一人が 健康を 害した と、勤 務に耐 えられ ないと いうよ うなこ との中 から、 その職

員と のいわ ば交換 のよう な感じ での配 置がえ を行っ ており ます。 消防署 の隊員 の編成

は、 当日の 職員の 出勤状 況、病 休だと か年休 とか、 そうい うもの によっ て隊員 の入れ

かわ りとい うのは 行われ ており ます。 そうい うこと で一隊 を編成 して災 害出動 のでき

る体 制をと ってお ります 。

ｏ十 二番（ 後藤健 介君） ただ いまの 説明で 、よく その辺 の事情 がわか りまし た。私

が以 前勤務 してお りまし た自衛 隊では 、日常 の業務 を遂行 するに 当たり まして は、四

−２４−



つの 命令を もって 措置し ます。 一般命 令、日 々命令 、個別 命令、 それか ら行動 時の行

動命 令とい うのを もって 部隊を 動かす わけで ござい ます。

今 回の草 牧消防 士の現 場出動 は、勤 務表に よって 示され ておる という ことで ござい

ます ので、 この勤 務表が いわゆ る自衛 隊で言 う日々 命令に 相当す るもの であり 、これ

は正 当な職 務命令 であっ たとい うふう に私は 判断い たしま す。

次 に、小 隊長が みずか ら屋内 に進入 せずに 、若い 者だけ をなぜ 屋内に 進入さ せたか

とい う非難 が一部 にある やに聞 きます が、こ の辺の 事情は どうな のか。 特にだ れの命

令で 屋内に 進入を 実行し たのか 、この 指揮命 令系統 につい てお聞 きした いと思 います 。

ｏ消 防署長 （首藤 正喜君 ） お 答えい たしま す。

当 日は、 調査を 目的に 第一次 として 出動い たして おりま す。途 中で火 災を確 認した

わけ で、そ の段階 でまず 消火作 業とい うこと でホー ス延長 を行っ ており ます。 先ほど

も申 し上げ ました ように 、当時 の本署 の小隊 長は、 そのま まの装 備なし で、呼 吸器な

ども つけて おりま せんし 、その 必要性 を感じ たため に草牧 消防士 に呼吸 器をつ けてく

るよ うにと いう命 令を下 し、本 人は、 その位 置で立 ちどま って放 水消火 を始め たとい

う状 況でご ざいま す。

ｏ十 二番（ 後藤健 介君） です から草 牧消防 士は一 遍、そ の服装 では不 十分な ので、

帰っ て呼吸 器をつ けてこ いとい うこと で、帰 って、 完全装 備の状 況でま た現場 に駆け

つけ てきた という ことで すね。

次 に、ホ ースの 筒先を 持って 最初に 屋内に 進入し たのは 、今の 報告で 岩尾司 令補と

草牧 消防士 となっ ており ますが 、この 二人は 、指揮 系統が 異なる のでは ないか という

ふう に思う のです が、指 揮系統 が異な る二人 をペア にして 運用し た理由 は那辺 にあっ

たの か、そ このと ころを お尋ね したい と思い ます。

ｏ消 防署長 （首藤 正喜君 ） お 答えい たしま す。

前 の回答 でも申 し上げ ました ように 、小隊 長は、 とりあ えずホ ース延 長をし て消火

態勢 をとっ たとい うこと で、完 全装備 ではご ざいま せんで した。 草牧消 防士が 戻って

きた ときに は完全 装備、 それか ら追随 してき た隊員 が完全 装備で あった ために 、その

者同 士をペ アとし て組ま させた 、こう いう状 況でご ざいま す。

ｏ十 二番（ 後藤健 介君） ただ いまの 説明と 、前か らの説 明を重 ねてみ ますと 、まず

人命 救助の ために 一刻一 秒を争 う状況 であっ たとい うこと が、一 つわか るわけ でござ

いま す。

二 つ目は 、屋内 に進入 するた めに耐 え得る 防火服 装の完 全装着 をして おった のが二

人で あった ために その二 人を投 入した という ことに ついて の事実 関係を 、私は よく了

解い たしま した。

次 に、人 命検索 のため に二名 の消防 士がさ らに屋 内に投 入され ており ますが 、この

二人 の指揮 系列は どうな ってお るのか 、教え ていた だきた いと思 います 。
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ｏ消 防署長 （首藤 正喜君 ） こ れも同 じよう に完全 装備を なした 隊員が 駆けつ けてき

て、 その段 階での 行い、 いわば 人命検 索を目 的とし て追加 投入し たとい う状況 でござ

いま す。

ｏ十 二番（ 後藤健 介君） その 時刻が 非常に 大切な ところ で、私 が思う のに、 一番上

の現 場責任 者とし ては「 早く早 く」と いう思 いが、 大変強 くあっ たので はない かなと

いう ふうに 思いま す。

さ て、現 場には 当直責 任者、 これは 中隊長 ですね 、それ から本 署の小 隊長、 それか

ら朝 日出張 所の小 隊長及 びはし ご隊と 、後か ら本署 からつ いてき たはし ご隊と 救急隊

の責 任者で ある四 名の指 揮官が まず所 在をし 、それ から部 隊とし ては本 署の消 防隊、

はし ご隊、 救助隊 、それ から朝 日出張 所の消 防隊、 救急隊 と五つ の指揮 単位が 所在し

てお ります ね。

こ こで指 揮権に ついて お尋ね するの ですが 、本署 当直責 任者、 中隊長 と所属 の異な

る朝 日の小 隊長と の指揮 関係は どうな ってお るのか 。そし て、こ ういう ふうに いろん

な指 揮単位 の者が 集まっ てきた ときに 、現場 の指揮 をどう いうふ うにと るよう にレギ

ュレ ーショ ンとい います か、消 防署内 の規約 では定 められ ておる のかお 知らせ くださ

い。

ｏ消 防署長 （首藤 正喜君 ） お 答えい たしま す。

今 御質問 のよう に、本 署から は第一 小隊長 、第二 小隊長 という のがい ます。 それか

ら、 朝日に 小隊長 がいま す。こ れは、 おのお の分隊 を持っ ており まして 出動す るわけ

です けれど も、最 高責任 者とし ては当 直責任 者、中 隊長が すべて の指揮 をとる 、この

よう な形に なって おりま す。

ｏ十 二番（ 後藤健 介君） 今回 の場合 ではな くて、 ほかの 火事の 場合に もわあ っとあ

らゆ るとこ ろから 集まっ てくる 。その ときは 、本署 の消防 隊、当 直責任 者が当 面の指

揮を とり、 そして 火災の 規模に よって は署長 が行き 、また 消防長 が行き という ふうな 、

だん だん後 から組 織がど んどん 整備し ていく という ことで よろし ゅうご ざいま すか、

そう いう理 解で。

そ れで、 ここで 私が強 く申し 述べた いこと があり ます。 それは 、現場 におけ る指揮

関係 の明確 化とい うこと であり ます。 今お話 のよう に、規 則上は 当直責 任者が とると

いう ことが 定めら れてお ります が、こ ういう 錯綜し た状況 におき まして は、当 直責任

者は 、その 現場に おいて 両小隊 長を呼 び寄せ て、そ してそ の前で 、「た だいま から本

現場 の指揮 を本職 がとる 」とい う指揮 権の所 在を明 示すべ きでは なかっ たのか という

ふう に私は 思うわ けでご ざいま す。よ く自衛 隊なん かでも そうい うこと をやり ます。

いろ んな部 隊がワ ァーッ と集ま って来 たとき に、そ の中で だれが 指揮す るのか 。それ

は、 最先任 者とい うこと です。 そのた めに人 事序列 が定ま ってお るんで すから 、その

とき にとり あえず だれが 指揮を とると いうこ とにつ いて決 まるわ けです 。この ことに
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より 指揮・ 命令系 統の一 元化が 可能に なるわ けです 。混乱 、錯綜 した状 況であ ればあ

るほ ど、だ れが指 揮官で あるか を明示 するこ とが一 番大切 なので す。

余 談にな ります が、時 代劇等 で町火 消しが 、纏を 纏って 火災現 場に駆 けつけ 、一番

目立 ったと ころに この纏 をばっ と立て るシー ンを見 かけま すが、 これは 何もか っこよ

さと かいな せぶり を張り 合って いるの ではな いので すね。 め組の 纏が立 った現 場は、

め組 の責任 範囲で ありま す。そ して、 まとい のもと には、 め組の 指揮官 である め組の

頭が 存在し ておる んだぞ という ことを 示すた めに、 まとい がばっ と上が るので すね。

です から、 今でも 消防団 なんか がちょ うちん を持っ て現場 に駆け つけた りしま すね。

あれ は、照 明では なくて 、その 指揮権 の所在 を明ら かにす ること なので す。で すから 、

今後 はそう いうこ とにつ いて特 に配慮 して、 訓練の 中でも 指揮権 の所在 を常に 明確に

して もらい たいと いうふ うに思 います 。

次 に申し 述べた いこと は、屋 内に四 名の者 が逐次 に投入 されて おりま すね。 いかに

人命 検索の ため時 間が切 迫して おった とはい え、戦 力の逐 次投入 という のは、 軍事学

では 最も戒 められ ている ことな のです 、逐次 に投入 してい くとい うこと は。逐 次に到

着す る消防 士を現 場に投 入して いくの ではな くて、 一たん 戦力を かため て、こ の場合

は二 名、二 名と出 してお ります が、こ の二グ ループ に対し てそれ ぞれ明 確な命 令を与

えて 、「何 をしな さい」 という ことを 明示し 、その 行動準 拠を明 確にす ること ととも

に、 できれ ば小隊 長二名 のうち のせめ て一人 をやは り屋内 に投入 し、先 に投入 した二

つの グルー プの計 四人、 いわゆ る放水 組と人 命検索 組とを 直接指 揮をす る措置 がなさ

れな ければ ならな かった のでは ないか という ふうに 私は思 います 。そう いうこ とで、

幾つ かの問 題点の 提起を してお きたい と思い ます。

次 に、現 場検証 の結果 、概要 につい て教え ていた だきた いと思 います 。

ｏ消 防本部 予防課 長（工 藤邦男 君） 現場検 証の結 果につ いて御 説明申 し上げ ます。

十 一月十 九日、 別府警 察署と の合同 検証を 行った ところ でござ います 。その 結果、

出火 室は、 玄関右 側の六 畳和室 と断定 されま した。 焼きの 状況か ら、燃 焼経過 を調査

いた しまし た結果 、六畳 和室の 部屋で あると 断定さ れまし た。延 焼の経 過を調 査いた

しま した結 果、六 畳和室 の建具 が閉め られて いたこ とから 、出火 後、酸 素不足 のため

薫燃 を続け 、黒煙 が蓄積 され、 ガラス の割れ などに よりま して外 部の空 気が流 入して 、

六畳 の和室 がフラ ッシュ オーバ ーの現 象を呈 し、一 気に周 囲へと 火炎が 広がっ たもの

と、 室内を 検分い たしま した結 果、そ の様相 が見ら れまし た。通 常、フ ラッシ ュオー

バー と呼ば れます 現象は 、玄関 戸を開 けた場 合、一 区画全 体が一 挙に火 炎とな るのが

通常 でござ います が、今 回の事 故は、 玄関右 側の一 居室が 発生し たもの であり 、特異

な発 生だっ たと考 えます 。

ｏ十 二番（ 後藤健 介君） 現場検 証の結 果も、 今回の 事故は 大変特 異な事 例であ ったと

いう ことが よくわ かりま した。

−２７−



そ こで、 そのも ろもろ の事象 を踏ま えまし て、と りあえ ず現段 階での 事故の 教訓と 、

それ から今 後の対 応につ いて、 消防本 部とし てどの ように 措置を され、 また今 後対応

して いこう とする か、お 聞かせ いただ きたい と思い ます。

ｏ消 防署長 （首藤 正喜君 ） お 答えい たしま す。

現 場確認 、まず 第一点 にフラ ッシュ オーバ ーの発 生とい うこと が考え られま す。こ

れに ついて は、ド アを開 けて現 場を確 認した 段階で は予見 されて おりま すけれ ども、

母親 が帰っ てきて 、「中 に子供 がいる かも」 という 、この 情報を 提供さ れたた めに人

命検 索の緊 急性を 感じた という 点が第 一点で ござい ます。

そ れから 、当時 、玄関 を開い た段階 で黒煙 はあっ たもの の、中 から吹 き出す ような

状態 ではな かった 。それ から、 玄関付 近の温 度が高 温に至 ってい なかっ た、こ ういう

こと の二点 が挙げ られま して、 いわば 子供の 検索と 現場の 状況を 加味し た場合 に、こ

れは 中に入 って活 動がで きると いう判 断を現 場指揮 者が行 い、進 入させ たもの です。

結果 的には フラッ シュオ ーバー という ような 状況が 発生い たしま したけ れども 、非常

に残 念な結 果でご ざいま す。通 常、人 命検索 がない 場合は 、そう いう無 理な消 火活動

等は 行いま せんで 、事前 にガラ スが割 れると か、そ ういう ような 状況を 待ちな がらの

屋外 からの 消火活 動にな ります ので、 負傷者 の発生 は抑え 得たの ではな いか、 このよ

うに 感じて おりま す。

そ れから 第二点 目には 、装備 にちょ っと若 干問題 があっ たので はない か。熱 傷ある

いは 火傷を 負いま した首 藤司令 補それ から河 野消防 士につ きまし ては、 上の方 は防火

衣を 着てお りまし たが、 残念な がら下 の方の ずぼん が、普 通の作 業用の ずぼん をはい

てい たとい うこと で、こ れは私 の管理 不行き 届きの 問題に なるか と思い ますけ れども 、

そこ まで見 切れな かった という のです か、ち ょっと 恥じて おりま す。

そ れから 、岩尾 司令補 それか ら草牧 消防士 は、完 全装備 で屋内 進入を 図らせ ており

ます けれど も、草 牧消防 士のか ぶって おりま したヘ ルメッ トが、 一般の 保安帽 であっ

たと いうこ とにち ょっと 問題が あるの ではな いかな と、こ のよう に考え ており ます。

ｏ消 防長（ 木村善 行君） お答え をいた します 。

今 回、火 災の厳 しさと いうも のを改 めて知 らされ たわけ でござ います けれど も、今

後、 多様化 する火 災にい かに対 応して いくか という ことが 、大き な重要 な点だ という

ふう に思っ ており ます。

そ の中で 、今後 の対応 でござ います けれど も、ま ず一つ は、や はり今 回の事 故を十

二分 に検証 し、事 故究明 を図る という ことが 大切で あろう かとい うふう に思っ ており

ます 。二つ 目は、 このよ うな事 故も発 生した わけで ござい ますの で、消 防業務 全般の

点検 、洗い 直しを し、消 防力の 向上に 努める 必要が あると いうふ うに思 ってお ります 。

三つ 目は、 やはり 職員の 安全管 理、こ れにも 十分配 慮して いく必 要があ ろうか という

ふう に思っ ておる ところ でござ います 。今回 の教訓 を生か しまし て、今 後とも 職員と
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一丸 となり 、消防 の使命 を果た してま いりた いとい うふう に、今 、肝に 銘じて おると

ころ でござ います 。

ｏ十 二番（ 後藤健 介君） まだ お二人 の方か らの詳 しい現 場の状 況は聴 取不可 能であ

ると いうよ うな状 況等を 踏まえ ますと 、さら に新た なる教 訓が出 るのだ ろうと 思うの

です 。とり あえず 措置す べきこ と、今 後にわ たって やるべ きこと とよく 分けて 、早く

やら なけれ ばいけ ないこ とを早 く着手 し、す ぐに改 善する 。そし て、長 期にわ たるこ

とは 、また じっく り研究 をして 改善し ていく という ことを お願い したい と思い ます。

次 に、殉 職隊員 の慰霊 顕彰に ついて 、若干 お聞き したい と思い ますが 、消防 職員の

補償 体系に ついて お尋ね したい と思い ます。

ｏ消 防本部 庶務課 長（吉 本皓行 君） お答え いたし ます。

消 防職員 の災害 の補償 体系で ござい ます。 別府市 消防職 員に対 しまし ては、 災害を

受け た場合 、別府 市消防 賞じゅ つ金及 び特別 賞じゅ つ金条 例が定 められ ており ます。

この 条例に おきま して、 消防吏 員、消 防団員 が消防 業務に 従事す るに当 たって 、一身

の危 険を顧 みるこ となく その職 務を遂 行し、 そのた め死亡 しまた は障害 が生じ た場合

は、 予算の 範囲内 で賞じ ゅつ金 を授与 すると いう、 こうい うふう な規定 がござ います 。

以上 です。

そ れとも う一点 は、あ とは全 国消防 長会の 方で生 命・障 害等の 各種保 険等が ござい

ます が、こ れは職 員の任 意の加 入にな ってお ります 。以上 が、保 険制度 でござ います 。

ｏ十 二番（ 後藤健 介君） 特別 賞じゅ つ金等 の金額 につい ては、 あえて お聞き しませ

んが 、尊い 人命の 補償と しては 、大変 聞いた らびっ くりす るぐら い少な いので すね。

平た く言え ば、交 通事故 で亡く なった 方が、 よほど 何倍も 補償金 が多い という のが現

実で ありま す。こ れは、 消防職 員にか かわら ず警察 も自衛 隊も全 く同じ ような 現実な

ので す。大 変現場 におる 者とし ては寂 しいと いうか 、心細 い思い がして ならな いので

す。

そ こで、 私ども も自衛 隊にお りまし たとき に、や はり一 年掛け 捨ての 団体生 命保険

制度 があり ました 。それ で一口 五百円 で補償 金額が 五十万 円とい うこと であり ました

が、 これは 二社で 受け持 ってお りまし たが、 これを それぞ れ四十 口が満 口だっ たんで

すが 、三十 口ずつ の六十 口、最 低六十 口は加 入する よう、 全隊員 に強く 指導し ており

まし た。公 的補償 が十分 でない という 現実下 にあっ ては、 せめて 自分が 最悪な 状況に

なっ た場合 、家族 の生活 を確保 するこ とは、 危険な 職務に 従事す る者の 大事な 心構え

では ないの かと私 は思う わけで ござい ます。 ぜひ消 防署関 係にも 、今申 された ように

一年 掛け捨 ての保 険等が あるよ うです が、こ れは若 い隊員 、職員 の方だ けでは なく全

職員 に加入 を強く 指導さ れるこ とをお 願いし たいと 思いま す。

次 に、殉 職の慰 霊の件 につい て提言 、お願 いした いと思 います 。

十 一月二 十一日 でござ いまし たでし ょうか 、草牧 消防士 長の葬 儀があ り、私 も参列
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させ ていた だきま した。 席上、 草牧消 防士長 の消防 学校そ れから 別府鶴 見丘学 校の同

級生 が、そ れぞれ 霊前で 弔辞を 述べ、 その死 を悼み 、中に は号泣 する方 もおら れ、強

く私 ども参 列者の 胸を打 ったわ けでご ざいま す。私 事にわ たって 大変恐 縮でご ざいま

すが 、その 夜遅く 、東京 の大学 に在学 してお ります 私の末 娘から 電話が ありま した。

その 電話の 内容は 、草牧 君の殉 職のこ とであ り、草 牧君を 悼む言 葉であ りまし た。私

は娘 に、「 それで は、お まえ、 草牧君 の同級 生か」 と尋ね ました ところ 、違う のだと 。

草牧 君は一 級下で あるが 顔もよ く知っ ておる という ことで 、では 、なぜ その草 牧君の

今回 の殉職 のこと を知っ たのか と聞き ました ら、娘 の同級 生、す なわち 草牧君 の一つ

上の クラス の者が 、全国 的に連 絡し合 ってこ の死を 通報し 、その 死を悼 んだと いうこ

とで ありま す。こ のよう な現象 は、例 えば草 牧君が 交通事 故や山 岳の遭 難等で 亡くな

った とした ら、こ ういう ふうに 全国的 に一期 上とか 一級下 の者が 連絡を して、 その殉

職を 悼むよ うなこ とがあ ったの でしょ うか。 私は、 そうで はなか ったの ではな いかと

思う のです 。やは り職に 殉じた という 事実が 、もの すごい 大きな 衝撃を 若い世 代に与

えて いった のでは ないだ ろうか と。今 の若い 世代は 、国に 殉ずる とか職 に殉ず るとか

いう ことは 、全く 自分た ちには 関係の ない、 そうい う価値 観はむ しろダ サイと いうか 、

それ は旧式 のこと なのだ 、だか ら自分 たちと は別世 界のこ とだと 思って 生活し ておる

ので はない でしょ うか。 しかし 、草牧 君のこ の尊い 犠牲に 遭って 、同世 代の若 者の多

くに 鮮烈な る魂の 呼びか けをな したの ではな いかと 、私は そうい うふう に娘と のやり

取り の中か ら、そ して葬 儀のあ の状況 を見な がら強 く思っ たわけ でござ います 。

こ の尊い 犠牲を 後世に 語り継 ぎ、若 い世代 の魂の 道しる べ、松 明とす るため にも、

私は 、別府 市に慰 霊碑の 建立を お願い したい と思い ます。 この慰 霊碑は 公費で 建立す

るの ではな く、広 く市民 各層か ら浄財 を募り 建立す るもの でなけ れば、 私は意 味がな

いの ではな いかと いうふ うに思 ってお ります 。過去 にも一 名の消 防職員 それか ら二名

の消 防団員 の殉職 者が出 ておら れるよ うに聞 いてお ります 。これ らの方 々も合 祀でき

るも のであ ってほ しいと 思いま す。そ して、 こうい う慰霊 のこと がきっ ちりな されて 、

今お る消防 署の職 員、消 防団員 の皆さ んが、 後顧の 憂いな くとは 言いま せんが 、やは

り自 分の使 命に向 かって 敢然と して市 民のた めに現 場に行 くので はなか ろうか と私は

思う わけで す。で すから 、これ は大変 大事な ことで ござい ますの で、ど ういう 形にす

るか よく検 討され て、こ のこと につい てはぜ ひ具体 化して いただ きたい なと私 は思う

わけ でござ います 。

最 後に、 今まで の質疑 応答を 総括し まして 、私な りに教 訓を申 し述べ てみた いと思

いま す。

私 も、三 十数年 の自衛 隊生活 の間の 三分の 一は、 現場の 指揮官 として 過ごさ せてい

ただ きまし た。今 思いま すと、 三十八 年の間 に私は 五回殉 職の部 隊葬に 参列し ており

ます 。その 第一回 目は、 幹部候 補生学 校を卒 業しま して、 習志野 にあり ます第 一空挺
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団に 赴任し ました その日 に大き な事故 が起こ って五 名が殉 職され たわけ でござ います 。

後で 聞いて みまし たら、 当時、 泉議員 は、や はり隊 員とし てその ひつぎ のもと に一晩

衛兵 で立っ たとい うこと を後で お聞き したこ とがご ざいま す。五 回も部 隊葬に 立ち会

った のです が、た だ一つ の救い は、私 が直接 指揮を した部 下から は一人 も、一 件も殉

職を 出さな かった という のが、 私の今 ある最 大の安 心でご ざいま す。そ して、 私の同

期生 なんか で殉職 の部下 を持っ ており ます者 は、自 衛隊を 退職し た後も ずっと その遺

族の もとに お参り に行き 、その 命日に はお花 を届け たり、 手紙を 出すこ とをや ってお

りま す。そ れを何 十年と やって おりま す。こ れが殉 職者を 持った 指揮官 の悲し みであ

り、 苦しみ なんで す。そ れにも まして この遺 族のお 悲しみ という のは、 これは 長く消

え去 ること のない もので あると いうこ とは、 申すま でもご ざいま せん。

そ こで、 私なり の教訓 を今か ら述べ ますが 、まず 第一は 、指揮 権の明 確化で ありま

す。

指 揮関係 の堅持 であり ます。 前に詳 しく述 べまし たので 、内容 につい ては省 略いた

しま すが、 この指 揮権を 明確に し、指 揮関係 を堅持 すると いうこ とを、 あらゆ るとこ

ろで 習慣化 させる 。これ は、日 常の業 務にお いて少 人数で 清掃作 業や何 かする ときも

だれ が指揮 官でだ れが命 令した か、こ れを常 にやっ ておか ないと 、急に 火事の 現場に

行っ てそう いうこ とをや らせよ うとし ても、 それは 身につ かない のです 。

第 二番目 は、実 員指揮 能力の 向上で ありま す。

自 衛隊の 教範に 、実員 指揮の 要訣に ついて こう書 いてあ ります 。まず 企図の 明示。

自分 が何を したい という ことを 明示し なさい 。簡潔 な命令 指示。 それか ら部下 の掌握 。

常に 部下を 掌握し なさい 。実行 を確認 しなさ い。部 下の掌 握の裏 には、 また部 下は指

揮官 の掌握 に入る 努力を する。 例えば 今回の ことで 言いま したら 、あの 四人は 、事あ

るご とに後 ろにお る小隊 長に対 して、 今こう です、 だれだ れ、異 常なし 、とか いう報

告を してい かなけ ればい けない 。これ は中に 行った 者は、 「何人 入って おるか 。おい 、

だれ だれ、 どうだ 。状況 はどう だ」と いうこ とを声 をかけ れば、 聞こえ た距離 ではあ

るの ですね 。です から、 そうい うこと を常に 日常業 務にお いても 躾けと してし ておけ

ば、 こうい うこと はぱっ とその ときに 出るわ けです ね。今 回の現 場の状 況にこ の要訣

を当 てはめ ました ときに 、たく さんの 改善点 が浮か び上が ってく るので はない かなと

いう ふうに 私は思 います 。

第 三は、 基礎事 項の確 保と基 本訓練 の充実 であり ます。

装 備・装 具の確 実な装 着であ り、各 項動作 の確実 な励行 であり ます。 服装の 乱れ一

つも 、おろ そかに しては なりま せん。 こうい う日常 のしつ けが、 予測不 可能な 事態が

起こ り得る 極限の 状況下 におい て、的 確な対 応・行 動を可 能にす るもの なので す。で

すか ら、基 礎事項 の確保 と基本 訓練の 繰り返 し、繰 り返し 。これ だけが 、隊員 の命を

救っ ていく 唯一の ものな のです 。
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第 四、指 揮官の 心構え です。

旧 陸軍の 作戦要 務例に こうい う一節 があり ます。 「遅疑 すると 逡巡す るは、 指揮官

の最 も戒む べきこ とにし て、部 隊を危 殆に陥 らせる こと、 その方 法を誤 るより 、さら

に甚 だしき ものあ ればな り」と ありま す。平 たく今 の言葉 に直し ますと 、現場 指揮官

たる 者は、 部隊を 指揮す るに当 たり、 遅疑、 いわゆ る迷っ たり、 逡巡、 ためら ったり

して はなら ない。 指揮官 が、迷 ったり ためら ったり するこ とは、 その方 法を誤 るより 、

さら に部隊 を危険 に陥れ ること になる のです よと。 次善の 策、次 々善の 策であ っても 、

速や かに決 心をし て行動 に移し て部隊 を動か してい くとい うのが 大切な のです よとい

うこ とを厳 しく戒 めてお るわけ です。

そ こで、 今回の 事故を 検証す るに、 現場の 指揮官 の判断 と指揮 のあり 方を、 今、こ

の平 静な立 場でい ろいろ と考え てみれ ばいろ いろあ ります 。です から、 最善の もので

あっ たとは 言えま せん。 しかし 、人命 検索と 消火作 業とい うこの 二つの 任務を 達成す

るた めに、 現場指 揮官が 現場で 下した 適宜の 判断と 指示は 、私は 適正な もので あった

と思 います 。混乱 ・錯綜 した中 におけ る判断 ・指示 と、そ れから 平静な 状況下 におけ

る判 断との 間には 、天地 の差が ありま す。俗 に「何 とかの 後知恵 」と申 します ね、

「何 とかの 後知恵 」と申 します が、我 々部外 者は、 こうい う事故 に当た ったと きは、

冷静 に事後 、事故 を分析 するよ うに努 めるべ きであ ると思 います 。そし てまた 、消防

本部 当局者 も感情 におぼ れるこ となく 冷静に 、科学 的に事 故の検 証・分 析をし てもら

いた いと私 は思い ます。

今 から十 数年前 でしょ うか、 雲仙・ 普賢岳 の噴火 があり ました 。そこ でたく さんの

犠牲 者も出 たので すが、 その後 、自衛 隊が中 心とな ってず っと一 年間に わたり 現場を

監視 し続け てまい りまし た。そ して、 その現 地部隊 の解散 式に当 たり、 長崎県 知事が

出席 され述 べた式 辞に次 の言葉 があり ます。 「人の 命は、 地球よ り重い といい ます。

地球 より重 いみず からの 命をも なげう って使 命を遂 行しよ うとす る若者 の集団 がいる

こと に対し 、長崎 県民を 代表し て感謝 と尊敬 をささ げたい 」と申 してお ります 。同じ

言葉 を、別 府市民 を代表 しまし て別府 市消防 署、別 府市消 防団の 皆様に 私はさ さげた

いと 思いま す。（ 拍手す る者あ り）

私 が、今 から三 十数年 前、北 海道の 部隊に 勤務し ており ました 折に、 部隊の 玄関の

前に 碑があ り、そ こには こうい う言葉 が書か れてお りまし た。「 我ら、 ここに 励みて

国安 らかな り」と 書いて ありま した。 別府市 消防関 係者の 皆さん 、「き みら、 ここに

励み て地域 社会安 らかな り」と 申し上 げたい と思い ます。 どうか 士気を 阻喪す ること

なく 、あす の崇高 な使命 に向か って日 々の訓 練に励 んでい ただき たいと 思いま す。

最 後にな ります が、犠 牲に当 たられ た御遺 族及び 関係者 の方に は、哀 悼の意 を表し

ます 。消防 長、御 所見が ござい ました ら、ど うぞ。

ｏ消 防長（ 木村善 行君） お答 えいた します 。
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た だいま 十二番 議員さ んには 、消防 に対す る御提 言をい ただき まして 、まこ とにあ

りが とうご ざいま す。特 にやは り私ど もの業 務とい うのは 、基本 が大事 だとい うこと

を提 言して いただ いたか と思い ます。 また、 こうい う業務 に取り 組む姿 勢等も 御提言

をい ただい たとい うふう に思っ ており ます。 御提言 いただ きまし たこと を、私 ども、

もと に今後 職員と 一体と なって 心を一 つにし てこう いう事 態の起 こらな いよう に全力

投球 をして まいり たいと いうふ うに思 ってお ります 。あり がとう ござい ました 。

（「 市長、 何かご ざいま したら 」と呼 ぶ者あ り）

ｏ市 長（井 上信幸 君） るる、 この消 防士の 殉職に つきま しては 御提言 をいた だきま

した 。我々 執行部 といた しまし ても、 この殉 職を一 つの機 に、よ り一層 この消 防署を

挙げ ての治 安維持 、防災 対策に 取り組 んでい きたい と思い ますし 、殉職 者の魂 を、慰

霊を 心から 祭って あげた い、こ のよう に思っ ており ます。 （「で は、終 わりま す」と

呼ぶ 者あり ）

ｏ二 十三番 （岩男 三男君 ） た だいま は、消 防士の 殉職に 対する 質疑が ありま した。

今議 会でも 多くの 議員の 方々が 、消防 士の殉 職の問 題を取 り上げ ており ます。 我が党

から も二名 取り上 げます が、私 は、違 う立場 から消 防士の 質問で なくし て、去 る十四

年の ことし の十一 月十六 日、一 人の少 女が、 交通事 故によ って亡 くなり ました 。この

事故 の模様 は、報 道関係 で報道 されて おりま すが、 この葬 儀に私 が参列 させて いただ

きま して、 市長、 教育長 も参列 してお りまし たけれ ども、 七歳の 大鹿木 綿ちゃ んとい

いま す。こ の木綿 ちゃん のお父 さんの 、参列 者に対 するお 別れの 言葉。 涙をこ らえて

娘の お礼の 言葉、 そして 市民に 呼びか けられ ました そのあ いさつ 文を、 遺族の 皆様の

御理 解を得 まして 、紹介 をさせ ていた だきま す。私 自身が うまく 読める かどう か心配

です けれど も、勇 気を振 り絞っ て読ま せてい ただき ます。

「 遺族を 代表し て一言 お礼を 申し上 げます 。本日 は、お 忙しい ところ 、娘・ 木綿の

ため にわざ わざお 参りを いただ き、あ りがと うござ いまし た。

木 綿は、 十六日 午後四 時五十 五分、 七歳を もって 交通事 故によ り死去 いたし ました 。

木綿 は、と ても慎 重で用 心深い 子供だ ったの で、青 信号で 渡って いた子 が、な ぜこん

なこ とに巻 き込ま れたの か不思 議でな りませ ん。木 綿は、 おとな しくて とても 根性の

ある 子供で した。 でも、 さすが に大き なタン クロー リーに は木綿 も勝て ません でした 。

幼稚 園、小 学校の お友達 、自分 がどん なに気 をつけ ていて も青信 号で車 が来て いない

か、 もう一 度確認 してく ださい 。中に は時々 とまっ てくれ ない運 転手さ んもい るので 、

自分 をアピ ールし て横断 歩道を 渡るよ うにし てくだ さい。 木綿は 、控え 目で、 とても

恥ず かしが り屋で 、本当 に優し い子で した。 とても 素直な 子でし たが、 私たち 夫婦は 、

木綿 という 宝を一 瞬にし て失っ てしま いまし た。私 たち夫 婦も含 めまし て、車 を運転

され る方々 、今後 このよ うな事 故が二 度と起 こらな いよう に、子 供たち を守っ てあげ

てく ださい 。子供 は宝で す。そ れと、 お友達 にお願 いがあ ります 。友だ ち同士 でおし
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ゃべ りをし ている とき、 遊んで いると き、登 下校時 、いつ でもい いので 、木綿 のこと

を心 の片隅 にでも 思い出 してあ げてく ださい 。今ま でも、 みんな 木綿と 仲よく してく

れて 本当に ありが とう。 いつで も家に 遊びに 来てく ださい 。今後 とも、 私ども 遺族に

対し まして 、変わ らぬ御 厚情を いただ きます ようお 願い申 し上げ 、お礼 のごあ いさつ

にか えさせ ていた だきま す。本 日は、 まこと にあり がとう ござい ました 。」と あいさ

つし た後、 「木綿 ちゃん 、七年 間の思 い出あ りがと う。」 このよ うにお 礼の言 葉と、

我々 運転手 そして 市民、 多くの 市民の 方々に 本当に 、まさ に涙を こらえ て命の 訴えを

して いただ きまし た。

市 長、あ なたは 別府市 の安全 協議会 の会長 として 、また この葬 儀にも 参列し ていま

して 、その 後、部 長会に おきま して交 通安全 に対す る、費 用がか かって もいい から児

童を 守るた めにと 、正門 前の整 備に要 する費 用を指 示され た。部 長会で も涙を 浮かべ

てそ のよう なお話 をされ たと聞 いてお ります 。それ から後 、新聞 を見る たびに 、「酒

気帯 び運転 で二十 五人検 挙」、 あるい は「免 許取り 消しも 四倍」 。こう した悲 惨な事

故を 教訓に して少 しでも 気をつ ける人 がふえ ればい いのに 、なお かつこ のよう な違反

者が 続出し ている 。しか しなが ら、う れしい ことに 、ここ に「交 通事故 に気を つけ

て」 という ことで 、別府 市の安 全協会 別府支 部が、 旗とか 、横断 歩道用 の旗等 安全用

具を 寄贈し ている 。こう した一 人の、 木綿ち ゃんの 死を弔 うため には、 これか ら先、

別府 市内で 、また 別府市 外でも そうで すけれ ども、 こうし た悲惨 な交通 事故を なくす

ため に、市 長初め 我々議 員も全 力を挙 げて取 り組ま なけれ ばなら ないと 思いま すが、

まず 参列し ていま した市 長、そ して安 全の指 示をさ れまし たけれ ども、 この事 故を通

して のあな たの見 解と、 また市 民に対 する安 全の呼 びかけ をこの 場でで きれば してい

ただ きたい 。教育 長につ いては 、市長 の答弁 の後、 少し質 問をし て、答 弁をお 願いし

ます 。よろ しくお 願いし ます。

ｏ市 長（井 上信幸 君） 急な御 質問で ござい ました ので、 当を得 ないか もしれ ません

が、 ただい まの木 綿ちゃ んの悲 惨な事 故につ いては 、御葬 儀に参 らせて いただ きまし

て、 お父様 の参列 者に対 するお 言葉の 中にす べてが 含まれ ている 、この ように 思いま

す。

早 速、二 度とこ ういう 事故が 起きな いよう に、ま た起こ す方も 起こさ れる方 も心の

痛み は、一 生涯い やされ るもの ではな い、こ のよう に思い ます。 互いに 交通事 故には

心し てかか らなけ ればな らない し、特 にドラ イバー の方々 は、や はり遵 法精神 でもっ

てき ちっと 交通ル ールに 沿って 運転を してい ただく という ことが 、まず 最小限 必要で

はな いか。

も う一つ は、小 学校の 中でも 交通安 全指導 を行っ ていま すけれ ども、 いわば 低学年

の児 童・生 徒は、 やはり 思うに 任せず 、正規 なルー トを行 ってお っても 、この 間のよ

うに 巻き込 まれる という ことも 起こり 得るわ けでご ざいま す。そ ういう 面で、 私ども
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も行 政の立 場とい たしま して、 警察と タイア ップし ながら 交通安 全につ いては 逐一全

面協 力をし ながら 行動さ せてい ただい ており ます。

ま た先般 は、報 道にも あった ように 、交通 安全協 会から 交通安 全の一 通りの 品々を

いた だきま して、 交通安 全に役 立てて ほしい という 要請も 受けま した。 これに ついて

は、 教育委 員会の 教育長 にもお 渡しし ながら 、全庁 体制で この交 通安全 に取り 組まな

けれ ばなら ない。 交通事 故とい うのは 、全国 で一万 人近く 死亡事 故にな ってお ります 。

一年 間で一 万人で すから 、これ は大変 大きな 死亡事 故だと 思いま すし、 いわば 交通戦

争で はない かな。 この交 通戦争 に勝つ ために はどう すれば いいか という ことを 、国民

も市 民も挙 げてこ れに取 り組ん でいか なけれ ばなら ないと 思いま すし、 あすは 、私ど

もも そうい う犠牲 者にな るかも わかり ません 。しか し、そ うあっ てはい けない という

こと をこれ から啓 蒙し、 継承し ていか なけれ ばなら ない、 このよ うに思 います 。

あ わせて 、特に 児童・ 生徒の 安全対 策につ いては 、教育 委員会 、行政 を挙げ てこれ

に取 り組む 所存で ござい ますし 、また 来週か ら、十 六日か ら正月 四日ま では交 通事故

ゼロ 運動月 間にな ります 。この 運動中 も、私 ども職 員もそ の初日 には街 頭に立 って交

通安 全を呼 びかけ ている わけで ござい ます。 また、 議員の 皆さん 方とと もに立 ち上が

りな がら、 この予 防対策 、安全 対策に 全身全 霊をつ ぎ込ん でいく 覚悟で ござい ます。

先ほ ど御指 摘があ りまし たが、 とりあ えず市 道に面 したと ころに は、学 校の門 前、ま

あ地 理的条 件があ ります けれど も、い ずれに しまし てもド ライバ ーにこ こは学 校だと

いう ことが 即わか るよう に。そ の間は スピー ドを下 げて通 る。ま た、い ろんな スクラ

ンブ ルコー ナー等 にあり まして は、よ り一層 チェッ クをし ながら 、もう 少し安 全対策

を進 めてま いりた い、こ のよう に思っ ており ます。

ｏ二 十三番 （岩男 三男君 ） あ りがと うござ いまし た。安 全対策 に万全 を期し ていた

だく よう、 今、答 弁があ りまし たけれ ども、 今後と もよろ しくお 願いい たしま す。

さ て、そ うした 中で教 育長、 この木 綿ちゃ んの葬 儀の翌 日には 、北小 学校に おいて

お別 れ会が あった そうで すが、 この席 で木綿 ちゃん のお父 さんが 、ここ に書い てある

よう に、「 青信号 でも車 が来て いない か、も う一度 確認し てくだ さい。 中には 時々と

まっ てくれ ない運 転手さ んもい るので 、自分 をアピ ールし て横断 歩道を 渡るよ うにし

てく ださい 」。こ こにい るよ、 運転手 にアピ ールし て渡っ てくだ さいと いう、 お父さ

んが あいさ つした ところ 、御父 兄の方 から、 お別れ 会に参 加して いた子 供さん が家に

帰っ て、木 綿ちゃ んのお 父さん がアピ ールし て渡る ように 言われ たから 、私は それを

守っ ている よ、と 家族の 方に話 したそ うであ ります 。こう した悲 惨な事 故を二 度と繰

り返 しては なりま せんけ れども 、先ほ ど十二 番議員 も言わ れまし たけれ ども、 地球よ

り重 い一人 の生命 、この 木綿ち ゃんの 死を、 けさほ ど北校 の校長 先生に 電話し ました

とこ ろ、顕 彰する ために 、忘れ ないた めにＰ ＴＡの 役員の 方と話 して記 念植樹 も考え

てい ます。 このよ うな話 があり ました けれど も、い つまで もこの 事故を 教訓に して毎
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日事 故を起 こさな いとい う決意 をしな がら、 私も出 発して いきた いと思 います けれど

も、 この北 校を中 心にし て、そ してこ こを起 爆点に して多 くの市 内の子 供たち が交通

事故 を起こ さない 、そう した注 意をす ること 、そし てまた 木綿ち ゃんを 思い出 してあ

げる ために 、植樹 とあわ せて何 らかの 教育委 員会と しても 顕彰し てあげ る方法 はない

のか 、そこ ら辺の 教育長 の心情 をお話 しくだ さい。

ｏ教 育長（ 山田俊 秀君） お答 えいた します 。

実 は北小 学校の 問題に つきま しては 、今度 十三日 の日に 、学校 教育課 の指導 主事の

方が 参りま して、 ＰＴＡ それか ら子供 を対象 にして 交通安 全思想 の啓発 をとい うこと

で会 を持つ ように なって おりま す。彼 は、か つて県 の交通 安全担 当の事 務局も してお

りま したし 、今度 、来週 からあ ります 冬の交 通安全 等もそ の事務 局等で 実際に 原案を

つく った人 間です から、 県下五 十八市 町村を 全部回 りなが らそう いう仕 事をし てきて

おり ますの で、そ れにつ いては 、私は ベテラ ンと思 ってお ります が、そ れまで 北小学

校で やりた いと思 います 。

あ の問題 は、事 故が起 こりま した後 、すぐ その担 当の指 導主事 と話を しまし て、二

度と こうい う悲し い事故 が起こ っては いけな いとい うこと で、市 内の各 学校に は、特

にこ の交通 事故に ついて はそう いうこ とのな いよう にとい うこと で指示 はして おりま

す。 実は私 自身も かつて 県庁の その仕 事をや ってき ており ました し、特 に高齢 者それ

から 小さい 子供た ちが交 通事故 で亡く なった という のも数 多く事 例を見 てきて おりま

す。 また加 害者に つきま しても 、そう いう交 通刑務 所に入 って、 もう加 害者も 被害者

もな く、み んな被 害者と いうよ うな感 じがい たして おりま すが、 そうい う意味 も含め

まし て、私 どもが これか らまだ まだ子 供たち に大い に呼び かけて いかな ければ ならな

いと 思って おりま す。た だ、現 在のと ころ幼 稚園そ れから 小学校 に入っ たとき には、

県下 各地で 「モン キーク ラブ」 といっ て、と にかく 道路を 渡ると きには 一度右 を見て 、

次に 左を見 て、も う一度 右を見 て渡る ように という ことで 指導は してき ており ます。

しか し、そ れが入 学時だ けでは なくて 、さら にそれ を定期 的にそ ういう ような 低学年

だけ ではな くて中 学年、 高学年 あるい は中学 生の自 転車等 につい ても十 分指導 してま

いり たいと いうふ うに考 えてお ります 。

ｏ二 十三番 （岩男 三男君 ） あ りがと うござ いまし た。

先 日、ケ ーブル テレビ を見て いまし たとこ ろ、三 世代交 通安全 大会と いうの が放送

され ており ました 。聞い てみま すと、 浜脇一 丁目一 区と二 区のそ れぞれ 石田、 荒金自

治会 長さん が中心 となっ て安全 運動と いうか 、安全 大会と いうの を催さ れたよ うであ

りま す。そ の状況 を、ち ょっと 資料を くださ いとい うこと でいた だきま したけ れども 、

大会 の言葉 、主催 者代表 あいさ つ、来 賓あい さつ、 子供た ちから のメッ セージ 、さら

には 法令講 習、浜 脇地区 交通安 全憲章 という のがあ りまし て、こ こに浜 脇地区 交通安

全憲 章とい うのを お借り してき ました ので、 読み上 げさせ ていた だきま す。

−３６−



「 私たち 浜脇地 区は、 交通安 全常時 校運動 を推進 するた めに交 通安全 憲章を 定める 。

交通 安全は 家庭か ら。交 通事故 を起こ さない 、交通 事故に 遭わな いをモ ットー に次の

事項 を実行 します 。一、 交通ル ールを 守り、 安全速 度で運 転しま す。一 、イエ ロース

トッ プを必 ず守り ます。 一、飲 酒運転 は絶対 にしま せん。 一、シ ートベ ルト、 ヘルメ

ット を必ず 着用し ます。 一、自 転車の 正しい 乗り方 を守り ます。 一、飛 び出し や車の

直前 ・直後 の横断 はしま せん。 一、道 路の横 断は左 右を確 認して 、横断 歩道や 歩道橋

を渡 ります 。一、 お年寄 りや子 供たち に優し く手を 貸し、 事故防 止に努 めます 。家族

ぐる みで交 通安全 、事故 防止に ついて 話し合 います 。」こ のよう な交通 安全憲 章を掲

げ、 この浜 脇地区 から別 府市内 、さら には県 下に波 動を起 こして いきた いとい う強い

決意 でこう した運 動が起 こされ ており ます。 教育長 、願わ くばこ の北校 を中心 にして 、

児童 の交通 事故が 起きな いよう に、ま さに一 つの波 が万波 となる ように この運 動を今

後強 く、そ して木 綿ちゃ んの事 故が二 度と、 別府市 内にこ うした 悲惨な 事故を 起こさ

ない という 、そう いう一 つの牽 引にし ていた だきた い、こ のこと を強く 要望し ながら 、

具体 的に質 問を担 当課に してま いりま す。

最 初に、 今回の 小学生 の交通 事故に 対して 、大鹿 木綿ち ゃんの 交通事 故に対 して、

当局 として はどの ような 取り組 みをな された のか、 その経 過につ いてお 尋ねし ます。

ｏ環 境安全 課長（ 高橋 徹君） お答 えいた します 。

交 通安全 対策に つきま しては 、市長 を先頭 といた しまし てこれ まで取 り組ん できた

とこ ろでご ざいま すが、 まこと に残念 なこと に、先 日の事 故で小 学生が 亡くな るとい

うこ とが発 生いた しまし て、こ れに伴 いまし て、警 察の方 からも 交通非 常事態 宣言が

発令 された ことか ら、別 府市交 通安全 対策協 議会の 各団体 に非常 事態宣 言の発 令の徹

底と 、安全 運転の 周知を 依頼し たとこ ろでご ざいま す。そ れと、 交通安 全対策 協議会

の幹 事会を 緊急に 招集し 、各団 体が、 これか ら年末 に向け てどの ような 取り組 みをす

るか という ことに ついて 協議を 行った ところ でござ います 。

ま た、こ の非常 事態宣 言に伴 いまし て、啓 発活動 といた しまし て、私 の方と いたし

まし ては、 早朝・ 夕刻の 車の集 中する 時間帯 を中心 としま して広 報車に よる広 報活動

を行 うとと もに、 早朝の 児童・ 生徒の 指導を 行って おりま す交通 安全指 導員に よりま

して 、児童 ・生徒 に対し まして 声かけ をして いただ く。そ れから 、買い 物客に 対しま

して は、デ パート とかス ーパー で店内 放送を 通じま して周 知徹底 をして いただ く。庁

舎に おきま しても 、庁内 放送を 行って いただ きまし て、来 客のお 客様に 対しま して交

通安 全の呼 びかけ をした ところ でござ います 。職員 に対し まして は、電 子メー ルによ

りま して各 課長あ てに交 通安全 の周知 徹底を お願い したと ころで ござい ます。

今 後の対 策とい たしま しては 、交通 安全対 策協議 会の幹 事会で 協議を した結 果、歩

行者 も運転 者も一 人一人 の交通 安全に 対する 意識が 重要で あると いう認 識のも とに、

各団 体ごと にそれ ぞれ工 夫をし て意識 啓発を してい ただく ように お願い したと ころで
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ござ います 。この ことか ら、ま ず今月 十六日 から始 まりま す年末 年始の 事故ゼ ロ運動

での 積極的 な参加 をお願 いする ととも に、初 日の早 朝啓発 活動を お願い したと ころで

ござ います 。また 、先ほ ど市長 も答弁 いたし ました が、五 日には 大分県 交通安 全協議

会別 府支部 と別府 市交通 安全対 策協議 会が協 力いた しまし て、市 内の小 ・中学 校二十

二校 に交通 安全の 啓発用 の資材 を配布 し、安 全運動 への積 極的な 参加を お願い したと

ころ でござ います 。

ｏ二 十三番 （岩男 三男君 ） 今 の答弁 を聞き まして も、市 長の木 綿ちゃ んに対 する、

ある いは児 童に対 する思 いやり が伝わ ってく るわけ ですけ れども 、さて 、そう した中

であ る人と 先日話 してい ました ら、市 長を含 めて議 員あな た方は 、ある 程度予 知能力

を持 たなけ ればだ めです よと。 結果が 出てか らこう だ、あ あだで はなく て、や はり先

ほど の小学 校の正 門前の 標識等 、そう した、 ここで 事故が 起きる のでは ないか という

よう な予測 をしな がら取 り組ま なけれ ばいけ ない。

そ うした 中で通 告をい たして おりま すけれ ども、 別府市 内にス クラン ブル交 差点が

鉄輪 と駅前 の二カ 所、合 計三カ 所しか ない。 車と歩 行者が 、同時 に青信 号に向 かって

進ん でいっ て今回 の事故 は、タ ンクロ ーリー が左折 しよう として 起きた 。ここ で正邪

を争 う、ど っちが いいと か悪い とかい うこと ではあ りませ んけれ ども、 運転し ていた

タン クロー リーの 運転手 さんも 深く心 に傷を 負った と思い ますけ れども 、これ を改善

する 、例え ばスク ランブ ル交差 点をも っと市 内にふ やすこ とはで きない のか。 あるい

は時 差式に 信号機 をして 、そし て歩行 者が渡 り終わ るまで 車が動 けない ような 方法は

とれ ないの か。こ れらの ことを 担当課 として 警察と も協議 をして ぜひ進 めてい ただき

たい 。

そ れから 、いろ んな交 差点、 危険な ところ がたく さんあ ります けれど も、例 えば原

の交 差点な どは、 信号が どんな に青で あって も、あ の二十 四時間 営業の スーパ ーから

いつ でも自 由に出 入りで きる。 さらに その奥 にはマ ンショ ンもで きよう として おりま

す。 こうし たこと を考え て、や はりこ うした 交差点 の改良 等、安 全対策 に警察 あるい

は学 校現場 とも話 をしな がら、 さらに は市内 の学校 は、ほ とんど が道路 の狭い ところ

にあ ります 。時間 帯によ る一方 通行が 一部見 受けら れます けれど も、朝 の通勤 ラッシ

ュあ るいは 夕方、 そうし たとき に車同 士でト ラブル もある 。その 間を縫 うよう にして 、

時に は田ん ぼの中 を、あ るいは 石垣の 上を通 りなが ら通行 する。 そうし た姿を まま見

受け ますが 、そう したと ころに 対して も学校 現場あ るいは 自治会 、警察 、こう したと

ころ とタイ アップ しなが ら安全 対策に 万全を 期して いただ きたい と思い ますが 、いか

がで しょう か。

ｏ環 境安全 課長（ 高橋 徹君） お答 えいた します 。

ま ずスク ランブ ル交差 点でご ざいま すが、 議員さ んがお っしゃ いまし たとお り、駅

前通 りの銀 座街、 商店街 の入り 口と弥 生町の 商店街 の入り 口、そ れに鉄 輪の亀 の井バ
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ス停 の近く の交差 点が、 スクラ ンブル 交差点 になっ ている 状況で ござい ます。 スクラ

ンブ ル交差 点につ きまし ては、 議員さ んがお っしゃ るとお り、歩 行者と 車とを 完全に

分離 すると いうこ とを目 的とし て設置 されて いるも のでご ざいま すので 、先日 の死亡

事故 が発生 いたし ました 箇所に つきま しても 早速、 警察の 方にス クラン ブル交 差点の

導入 はでき ないの かとい う協議 をいた したと ころで ござい ます。 しかし ながら 、スク

ラン ブル交 差点を 導入い たしま すと、 車両の 通過時 間の確 保が難 しくな り、信 号での

停車 車両が 多くな ること から、 付近の 他の信 号機と の兼ね 合いや 、停車 車両が 他の幹

線道 路の通 行の障 害を起 こさな いか等 のこと を考慮 した中 で検討 しなけ ればな らない

とい うよう なこと をおっ しゃっ ており ました が、今 後とも 導入に 向けて の協議 をして

まい りたい と考え ており ます。

ま た、通 学路の さまざ まな問 題点に つきま しては 、また 通学路 の点検 とあわ せまし

て、 学校側 とも協 議しな がら、 できる ところ から早 急にか かって いきた いとい うふう

に思 ってお ります 。

ｏ二 十三番 （岩男 三男君 ） 今 、答弁 を課長 からい ただき ました けれど も、確 かに難

しい ことで す。国 道十号 線のあ の関の 江入り 口の放 置車両 。二年 有余、 三年ぐ らい前

から 地元か ら要望 があり ながら 、なか なか解 決しな かった けれど も、さ きの九 月議会

で要 望し、 市長が 指示を し助役 も働き かけた ようで すけれ ども、 三年前 から要 望があ

った のがで きない のが、 先般の 新聞を 見ると 、きれ いに撤 去され て夏ま で閉鎖 する、

この ように なって おりま すけれ ども、 あなた のそう した熱 心な取 り組み 。九月 議会で

は少 し厳し く言い ました けれど も、あ なたの 熱意あ ふれる 取り組 みによ って、 あの十

数台 にわた る北の 玄関口 である 関の江 の放置 車両が 全部撤 去され ました 。これ に対し

ては 高く評 価をい たしま すけれ ども、 こうし たこと も含め まして 、少し この経 過があ

った ら話し ていた だきた いけれ ども、 市内の 放置車 両、こ れも交 通安全 上支障 があり

ます 。こう したこ とを含 め、今 のスク ランブ ル交差 点につ きまし ても、 難しい ことは

わか ってい ますけ れども 、事故 が起き てから では遅 いわけ ですか ら、ぜ ひこの 点につ

いて 取り組 みをお 願いし ます。 十号線 につい ては、 どのよ うにし て解決 したの ですか 。

ｏ環 境安全 課長（ 高橋 徹君） お答 えいた します 。

関 の江の 放置車 両の撤 去につ きまし ては、 美化条 例の指 定を行 うとい うこと から、

条例 施行前 のたし か二月 か三月 ごろだ ったと 思いま すが、 管理者 であり ます国 土交通

省の 大分工 事事務 所の維 持出張 所の方 に対し まして 撤去方 をお願 いして まいっ たとこ

ろで ござい ます。 しかし ながら 、なか なか難 しい問 題点が あって 解決を 見なか ったの

が現 状でご ざいま したが 、市長 の意向 を受け 、また 議会か らの御 質問を 受け、 これら

を踏 まえて 国土交 通省の 大分工 事事務 所の方 に対し まして 、数度 にわた って要 望をい

たし たとこ ろでご ざいま す。と ともに 、地元 におき まして も、子 供たち を事件 ・事故

から 守る亀 川ネッ トワー クを発 足いた しまし て、国 に対し まして お願い を行っ たとこ
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ろで ござい ます。 こうい う経過 を踏ま えまし て、今 回、長 年にわ たりま して放 置され

てお りまし た車両 が撤去 された という 状況で ござい まして 、地元 の協力 を得な がら、

海水 浴の期 間を除 く期間 につき まして は、当 分の間 、再発 防止を 含めま して閉 鎖をし

てい こうと いうこ とにな ってお ります 。

他 の美化 地域の 指定地 域内に も確か に放置 車両が ござい ますが 、関の 江の場 合と同

様、 難しい 問題点 がござ います が、管 理者へ 撤去と 防止対 策を行 っても らわな ければ

なり ません ので、 粘り強 くお願 いをし てまい りたい という ふうに 考えて おりま す。

ｏ二 十三番 （岩男 三男君 ） あ なたも 環境安 全課長 の取り 組みを 高く評 価する のとあ

わせ て、今 後、先 ほども 言いま したけ れども 、ある 程度予 知能力 という か、こ こは危

ない なと思 うとこ ろに対 しては 、議会 から指 摘され る前に も取り 組むよ うな姿 勢をぜ

ひ示 してほ しいと 思いま す。

さ て、こ れまで も私は 喫煙対 策に対 して、 庁舎を 中心に して質 問をし てまい りまし

た。 市長も 、喫煙 に対し てかな り厳し い御指 導をさ れたよ うです けれど も、庁 舎内の

机の 上から 灰皿を 撤去し よう、 あるい は喫煙 コーナ ー、禁 煙タイ ム等を 設置し ていた

だき ました 。分煙 システ ムの導 入でか なりの 費用を かけて 空気の 清浄機 あるい は扇風

機等 を設置 してい ただき ました 。そう した中 で、最 近、少 年少女 のたば この喫 煙、よ

く見 かける 。まち の声も ありま すけれ ども、 これら に対し てどの ような 取り組 みをし

てい るのか 。

そ れとあ わせて 、学校 現場に は非行 の起き やすい 、目の 届かな い死角 といい ますか 、

そう いう暗 がりと いうか 、そう いう場 所がた くさん あると 思うの ですが 、それ らに対

して 学校関 係者と しては どのよ うな掌 握をさ れてい ますか 。

ｏ生 涯学習 課参事 （佐藤 泰朗君 ） お 答えい たしま す。

学 校での 喫煙防 止につ きまし ては、 小学校 では体 育、中 学校で は保健 体育等 で指導

する ことに なって おりま す。保 健体育 では、 喫煙と 健康の かかわ りを指 導いた してお

りま す。ま た特別 活動に おいて も、健 康の保 持・増 進の観 点から 学級活 動等で 喫煙防

止を 取り扱 うこと ができ るよう になっ ており ます。 また道 徳では 、公徳 心を持 って社

会秩 序と規 律を高 めるよ う指導 するこ とがで きるよ うにな ってお ります 。また 、別府

警察 署の協 力を得 まして 、小・ 中学校 では防 犯教室 を開催 し、喫 煙防止 を訴え る中で

喫煙 の害に ついて も講話 をいた だいて おりま す。

ｏ学 校教育 課長（ 小畑善 実君） お答 えいた します 。

学 校内の 死角と 申しま すか、 それか ら照明 等の点 検でご ざいま すが、 議員さ ん御指

摘の とおり 、どう しても 暗いと 青少年 のたま り場と なりが ちでご ざいま す。こ れまで

にも たばこ の吸い 殻など からた まり場 となっ た形跡 が見ら れたと きは、 照明を もっと

明る くして ほしい という 要望も 出てい ますし 、その ときは 、その 都度都 度、改 善でき

る部 分につ きまし ては改 善して いると ころで ござい ます。 また、 学校内 の照明 の状況
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等に つきま しては 、管理 職が日 常的に 調査を してい ます。 あわせ まして 、暗が りで周

囲か ら隔離 され、 死角に なるよ うなと ころに つきま しては 、先般 の十二 月五日 の定例

校長 会で、 再度点 検する よう指 導して いると ころで ござい ます。

ｏ二 十三番 （岩男 三男君 ） 今 、答弁 になっ たとお りでい いので すけれ ども、 学校教

育課 長、「 指導し ている ところ であり ます」 という ことで すけれ ども、 立場が 違いま

すけ れども 、建設 部の持 ってい る市営 住宅、 ここら もやは り死角 があり ます。 管理人

も任 命して おりま すけれ ども、 一カ月 に一カ 所市営 住宅を 夜見回 りをし て、そ して危

険箇 所がな いか。 教育委 員会も 人数の 関係も あろう かと思 います けれど も、あ なた方

が指 導して いると か、何 かが起 きたら 校長会 をして 集めて 訓示を したと か。そ うでは

なく て、み ずから も学校 現場に 、毎日 とは言 いませ ん、一 カ月に 一校で も訪問 して、

そう いうと ころが ないか 、そう いうこ とも必 要では ないか と思い ますの で、ぜ ひその

点は 心がけ ていた だきた いと思 うので す。よ ろしい でしょ うか。 （発言 する者 あり）

はい 、教育 長から 。

ｏ教 育長（ 山田俊 秀君） 今の 御指摘 につい て、お 答えし たいと 思いま す。

実 は今、 青少年 センタ ーが中 心にな りまし て、一 カ月に 一回は 街頭補 導とい いまし

て、 市内の 繁華街 を回り ますし 、また もう一 回は、 それぞ れの地 区の街 頭補導 をして

おり ます。 これは どちら かとい うと、 取り締 まりと かいう のでは なくて 、声か けをし

てい きなが らやっ ていく わけで すが、 特にそ の中で 七月と 十二月 が青少 年の健 全育成

の強 調月間 になっ ており ます。 それで 、この ときは 「愛の パトロ ール」 といい まして 、

市内 から千 人ぐら いの方 々が出 まして 、いろ んなと ころを 見て回 ります 。それ は、小

・中 学校の ＰＴＡ の方々 もおら れます し、教 員も入 ってお ります 。ある いは警 察の補

導員 も、あ るいは 民生児 童委員 、保護 司、市 子連、 地婦連 という ふうに いろん な方々

が集 まって それを 回って おりま す。そ して、 それぞ れの会 合の中 でいろ んな問 題、意

見を 出して いただ くとい うよう なこと をして おるわ けです が、そ ういう ような ことを

しな がらで きるだ け危険 箇所と いいま すか、 たまり 場所と いいま すか、 そうい うよう

なと ころに ついて もチェ ックい たして おりま す。た だ、夜 につい ては、 まだ今 のとこ

ろし ており ません が、こ れは、 今度休 みに入 ります と、教 員の補 導があ ります ので、

この 教員の 補導で 夜は見 て回っ ている のが実 情でご ざいま す。

ｏ二 十三番 （岩男 三男君 ） そ のパト ロール に、私 も加わ ってお ります 。はい 。

さ て、そ うした 中で先 ほどた ばこの 件で答 弁があ りまし たけれ ども、 最近、 シンナ

ーと か、あ るいは 何とい うので すか、 私はよ く知ら ないの ですけ れども 、大麻 とか、

そう した薬 という か、そ ういう 事故が 市内で はどれ ぐらい 発生し ている のか。

あわ せて、 小・中 学生に よる交 通事故 の状況 は、こ としに 入って どのよ うにな ってい

るの か、お 知らせ くださ い。

ｏ生 涯学習 課参事 （佐藤 泰朗君 ） お 答えい たしま す。
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小 ・中学 生によ るシン ナーの 使用に つきま しては 、この 五年間 、学校 からの 報告は

あり ません 。しか し、警 察の資 料によ ります と、職 を持っ ている 、また 職のな い少年

によ るシン ナー吸 引につ いては 、平成 十二年 、十三 年度、 合計十 人が補 導され ており

ます 。

ｏ学 校教育 課長（ 小畑善 実君） お答 えいた します 。

子 供の交 通事故 の発生 件数で ござい ますが 、先般 、十二 月五日 の定例 校長会 の際に 、

別府 警察署 の方か ら交通 課長さ んにお いでい ただき まして 、交通 安全に つきま して御

指導 いただ きまし た。そ のとき いただ いた資 料でご ざいま す。十 二月三 日現在 の別府

警察 署の調 査では 、歩行 者の事 故とし まして 十七件 、自転 車の事 故十二 件、合 わせて

二十 九件と なって います 。

ｏ二 十三番 （岩男 三男君 ） 二 十九件 という 事故が 起きて いる。 こうい うこと を踏ま

えて 、ぜひ 新たな 決意で 今議会 を一つ の縁に しまし て、ま た児童 の生命 を守る ために

万全 を期し ていた だきた い。先 ほども 、冒頭 に申し 上げま したけ れども 、木綿 ちゃん

の死 を教訓 にして 、教育 長、ぜ ひ別府 から、 北校か ら全市 内さら には大 分県、 全国へ

この 交通安 全の運 動が広 がるよ うな、 そうい う取り 組みを 学校関 係者あ るいは ＰＴＡ

の関 係者と も話し 合いな がら、 ただひ っそり と北校 だけの 行事で はなく て、で きれば

植樹 にして も、木 を植え るにし ても、 市内の 関係者 、でき たら市 長も議 長も出 席して

とい う、こ のこと を交通 安全に 大きく つなげ 、アピ ールで きるよ うな体 制をと るよう

に強 く要望 してお きます 。後で 答弁が あれば しても らいた い。

さ て、そ うした 中で、 私はち ょっと 角度を 変えま すけれ ども、 母子医 療、父 子医療

とい うこと で、平 成五年 に母子 医療の 医療費 助成の みしか なかっ たのを 提案し まして 、

平成 五年か ら父子 も、い わゆる お父さ んが子 供を抱 えた場 合も医 療費を 支給す るよう

にと いうこ とで提 案し、 これが 別府市 条例に よって 実現す ること ができ ました 。最近 、

テレ ビを見 ていま したと ころ、 児童扶 養手当 、これ が最近 のリス トラ等 によっ て、今

まで はお母 さんだ け、お 父さん には生 活力が あると いうこ とで、 お父さ んに対 する児

童扶 養手当 という のがな かった わけで すけれ ども、 先般テ レビを 見てい ました ら一人

親、 母子、 父子と 分ける のでは なくて 、「一 人親児 童扶養 手当」 という ような 言葉を

使う 市長さ んがテ レビに 出演し ておら れまし た。そ こで、 これだ け時代 も不景 気、さ

らに は会社 のーー 先ほど 言いま したー ーリス トラ等 でいろ んな事 情で子 供を抱 えなけ

れば いけな い。そ して、 子供を 抱えた がゆえ に思う ように 働けな い父子 家庭を 救うた

めに 、現在 この実 施をし ている ところ が二市 あるよ うです けれど も、栃 木県の 鹿沼市

そし て千葉 県の野 田市が 、来年 度から 実現し ようと してい るよう にテレ ビでも 報道と

いう か、特 別番組 で報道 されて いまし たけれ ども、 ぜひ… …、父 子医療 は実現 しても

らい ました けれど も、「 父子」 という 言葉を なくす のかな くさな いのか は別に しまし

て、 この母 子児童 手当を 父子に も適用 できる ような 、いわ ば国の 法律の はざま を埋め
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るの が、地 方行政 の役目 ではな いかと 思うの ですが 、担当 課長の 答弁と 、市長 のその

意向 があれ ばお知 らせ願 いたい と思い ます。

ｏ児 童家庭 課長（ 阿南俊 晴君） お答 えいた します 。

今 、議員 さんが 申され ました ように 、父子 家庭に 手当と いうこ とでご ざいま す。栃

木県 の鹿沼 市にお きまし ては、 本年八 月から 権限委 譲によ りまし て、そ の時期 に児童

育成 手当て として 支給を されて おりま す。手 当て額 等につ きまし ても児 童扶養 手当て

に準 ずると いう形 になっ ており ます。 別府市 でどう かとい うこと でござ います が、現

在、 父子医 療につ きまし ては、 四十一 名の方 が受給 をいた してお ります 。それ ぞれ所

得制 限等が ござい ますの で、別 府市に おきま しては 、こう いう人 数にな るのか なとい

うふ うに思 ってお ります 。今後 につき まして は、ま た上司 と関係 各課と の協議 をさせ

てい ただき たいと 思って おりま す。

ｏ市 長（井 上信幸 君） 大変前 向きな 、建設 的な御 意見を いただ きまし て、あ りがと

うご ざいま す。こ の父子 家庭問 題につ きまし ては、 私も今 思い出 します が、議 員時代

に議 場の方 から、 当時の たしか 脇屋市 長さん だった と思い ますが 、申し 入れた ことが

ござ います 。それ はどう かとい います と、あ る町の ある方 、最初 は非常 にいい 生活を

して いたの ですが 、父親 が少し 金を使 い過ぎ て、と うとう 家庭を 破壊す る状況 に陥っ

たと 。そこ で、奥 様がと うとう 思いあ ぐねて 離婚し た。こ ういう ふうな 経緯を 見てお

りま す。と ころが 、その 後、毎 日のよ うに家 庭に借 金取り が行く もので すから 、子供

二人 が残っ ていて 寂しく 留守番 をして いたけ れども 、親が 帰らな いため に食事 もない 。

そこ で、近 所の人 が思い あぐね てパン を差し 入れし たとい うよう な、そ ういう 痛まし

い状 況を私 もその ころ知 ってお ります 。

母 子家庭 手当は 出てお ります が、父 子手当 という ものが 、父子 の扶助 ・助成 制度が

今の ところ ありま せんの で、御 指摘の ように 、でき 得れば 国の法 律でも ってき ちっと

やっ ぱりな せるよ うな方 向づけ が必要 かな。 また、 でき得 れば、 今おっ しゃっ たよう

に一 人親扶 養制度 とかい うよう な形も 一つは 大きな 前向き な提言 かと思 います 。

いず れにし まして も、こ ういう 一つの 御提言 をいた だきな がら、 別府市 ででき 得れば

いち 早くこ ういう 恵まれ ない父 子家庭 にも光 を与え ていく 、これ が福祉 の大き な根幹

では ないか 、こう 思いま すので 、市長 会に云 々とい うこと もござ います けれど も、ま

ず県 内から 、それ から九 州から 手がけ ていき まして 、将来 はそう いう全 体的な 声とし

て国 へ届く ように 頑張り たい、 このよ うに思 います 。

ｏ二 十三番 （岩男 三男君 ） あ りがと うござ います 、前向 きな答 弁をい ただき まして 。

また 、市長 会等で ぜひ国 にも働 きかけ をよろ しくお 願いし ます。 別府市 は別府 市でそ

れが できる まで穴 埋めと してよ ろしく お願い します 。

さ て、そ うした 中で竹 の内及 び西部 地区と いうこ とで、 言葉を 濁して 出して います

けれ ども、 これは 何かと いいま すと、 水道局 の管理 する土 地です 。大平 山小学 校の通
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学路 の途中 に水道 局が管 理する 土地が ありま す。こ の土地 の管理 に対し て、ほ とんど

して ないの で管理 をして ほしい という ことで 再三要 望して きてお ります 。さら に隣の

持ち 主の方 が、自 分の土 地に、 行き交 う子供 や市民 が楽し めるよ うにと いうこ とで段

々畑 の花畑 をつく りまし て、こ の別府 市の約 百平米 、三十 坪そこ そこの 土地を 皆さん

にそ うした 公園み たいな 形でつ くりた いので 譲って くれな いかと いうこ とで声 をかけ

たり もしま したけ れども 、とも かくこ こは、 私が議 員にな って二 十年、 来年の 四月で

ちょ うど二 十年、 それ以 前から 、水道 局の土 地であ りなが ら全く 管理を しない 。隣の

安東 さんと いう方 が、お ばあち ゃんが 草を切 ったり 、寒く 凍った ときは 霜で石 ころが

落ち る、雨 のとき には落 ちる。 そうし たもの を片づ けてい る。そ れで水 道局長 にも、

また 前脇次 長のと きから お願い をして 、何と かしよ うとい うこと できま したけ れども 、

私は 、再三 にわた って問 い合わ せをし ました けれど も、い まだ何 ら方向 性のあ る返事

が返 ってこ ない。 市長は 、でき るとこ ろは速 やかに 、特に 危険性 がある ところ は即と

いう 、いわ ば電光 石火、 そうい うこと を目的 にして されて いるよ うです けれど も、水

道局 管理者 と話を しまし たら、 まだ市 長に報 告して ないと 言いま したけ れども 、あな

たは 、水道 局管理 者です から、 あなた の決裁 権です べてが できる わけで すけれ ども、

こう した危 険、も う冬が 来ます 、雪が 降りま す。今 までも ここが 凍って 転倒事 故とか 、

石に つまず いて転 んだり 、こう いう事 故が起 きてい ますけ れども 、これ に対し て何ら

の方 向性を いまだ に示し てくれ ません ので、 私があ えてこ の場で 言わざ るを得 なくな

った 。私は 何度も 問い合 わせた けれど も、あ なた方 の方か ら一度 も「こ ういう 経過に

なっ ている 」とい う説明 もなさ れない 。どう いうこ となの か。こ このと ころを 長くは

要り ません けれど も、通 学路、 ここを あなた 方は、 管理者 として きちっ と整備 する責

任が あるの ではな いです か。あ の一帯 はタタ ラ水源 として 市に対 して地 元竹の 内の方

々も 協力を してい るのす が、そ れに対 してど のよう に今後 するの ですか 。速や かなる

対策 を要望 します が、い かがで すか。

ｏ水 道局管 理課長 （村田 忠徳君 ） お 答えい たしま す。

確 かに議 員さん がおっ しゃる とおり 、私の 方はそ ういう ことを 聞きま したの で、現

地も 見に行 きまし た。そ して自 治会長 さんに もお話 を聞い ており ますし 、道路 の下側

の住 民の方 からも 一応危 険かど うかを お伺い したと ころ、 石等が 落ちて きたよ うなこ

とは 一回も ないと いうこ とで、 危険と いうこ とは、 まだは っきり 言えな いので はない

かと いうこ とで、 この土 地が明 治の時 代から 古いい きさつ がある もので すから 、その

いき さつに ついて 現在は 調査し ておる ところ です。 と申し ますの も、こ れは市 民の財

産で ござい ますの で、私 の方が ちゃん と調査 しなく て処分 するわ けには いきま せんし 、

通学 路に確 かにな ってお ります ので、 議員さ んのお っしゃ ること も加味 しなが ら、現

在検 討して おるの が実情 でござ います ので、 もうし ばらく 時間を いただ ければ 幸いと

思っ ており ます。
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ｏ水 道局長 （宮崎 眞行君 ） お 答えい たしま す。

た だいま 管理課 長の申 し上げ たのは 、確か に私も あの現 地に行 きまし たけれ ども、

危険 がある とかな いとか いうよ り、緊 急性が ないと いうよ うなこ とで、 ただ、 大雨が

降っ たとき とか、 そうい うとき は当然 危ない なとい うよう なこと は自覚 してお ります

ので 、私ど もの方 で、先 ほど議 員さん がおっ しゃる ように 、百平 米足ら ずの土 地です 。

その 百平米 足らず の土地 を、壁 面を打 って基 礎をや ると、 百万以 上かか るとい うよう

なこ とでご ざいま すので 、わず かな土 地に百 万以上 かける のはど うかな 、いい 方法は

ない のかな という ような ことで 、私の 方でそ の辺に ついて 地元の 方とも 話をし ながら 、

一番 いいよ うな方 法をや ろうと いうよ うなこ とで、 ちょっ とおく れてお ります が、で

きる だけ早 く、地 域の方 に御迷 惑をか けます ので、 やるよ うにし ており ますの で、も

うし ばらく お待ち いただ きたい 、この ように 思って います 。（発 言する 者あり ）

ｏ二 十三番 （岩男 三男君 ） あ なたは 営業課 長です か。営 業課長 、あな たは何 ですか 、

職責 は。管 理課長 。

ｏ水 道局管 理課長 （村田 忠徳君 ） 私 、資産 を担当 してお ります 管理課 長です 。

ｏ二 十三番 （岩男 三男君 ） 私 は、随 分抑え て発言 してい るので す。あ なたは 、どこ

のだ れに言 って石 ころ等 が落ち たこと がない という 、だれ に確認 したの ですか 。私は 、

ほと んどあ そこを 毎日通 ってい ますよ 。何度 も直面 してい ますよ 。あそ こに、 下側に

来た 人は、 すごく 最近来 た方ば かりで はない ですか 、新し い家が 建って 。それ までは

あそ こは杉 林だっ たので すよ。 その杉 林のた めにあ の一帯 は、い つも朝 は氷が 張って 、

転倒 事故等 が起き ていた んです 。今は 家が建 ったら 環境が 変わっ ただけ ではな いです

か。 一回も 石ころ が落ち たこと がない と、だ れが言 ったの ですか 。そん な発言 してい

いの ですか 。許さ れませ んよ。 何にも なかっ たら、 今、水 道局長 が答え ると、 大雨等

が降 ったら 流れ落 ちる危 険性が ある、 承知し ている 。一回 もなか った。 そんな 答弁で

いい のです か。

ｏ水 道局管 理課長 （村田 忠徳君 ） 確 かに危 険性が あるか どうか という ような 判断は

非常 に、私 は凍っ ている とき見 たわけ ではご ざいま せんの で、は っきり しない のです

けれ ども、 私が道 路の下 ーー東 側です ねーー の住民 に聞い たとき は、そ ういう 返事も

ござ いまし たので 、緊急 の危険 性はな かろう 、そう いう判 断で私 が発言 したわ けです 。

ｏ二 十三番 （岩男 三男君 ） だ から、 東側の 方は最 近来て 、家も 新しか ったで しょう

が。 最近開 発した ところ ではな いです か。何 を言っ ている 。きち っと整 備して くださ

いよ 。ここ は通学 路にな ってい る。今 の消防 長の答 えも納 得でき ない。 わずか 三十…

…（ 発言す る者あ り）水 道局長 。前の イメー ジが抜 けない 。わず か百平 米、三 十坪そ

こそ こだか ら百万 円かけ られん 。何を 言って いる。 ここは 、これ 以上答 弁を求 めませ

んけ れども 、自治 会の皆 さんと も協議 したい ので、 あなた 方の方 向性が 決まっ たら、

一緒 に現地 に行っ て立ち 会って いい方 向にし てくだ さいよ と私は お願い して言 ってい
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るけ れども 、何ら の連絡 もない から、 この場 で、こ ういう 公式の 場であ えてや り取り

しな ければ ならな いので はない ですか 。きち っとし てもら いたい 。この 次、こ の場で

言わ せるよ うなこ とはし てもら いたく ない。 このこ とを強 く要望 してお きます 。

ｏ水 道局長 （宮崎 眞行君 ） 私 の方で 、現在 どうい うよう な方向 でやる か、あ そこは

何ら かの形 で整備 しなけ れば悪 いとい うのは 、御指 摘のよ うに私 の方で 承知し ており

ます が、わ ずか百 万とい うのは 、結局 いかに 地元と 話し合 って地 元の協 力を得 るかと

いう ような ことで 、今話 し合い をして います ので、 ちょっ と時間 がかか って大 変申し

わけ なく思 ってお ります が、で きるだ け早く 解決し たい、 このよ うに思 ってい ます。

（発 言する 者あり ）

ｏ二 十三番 （岩男 三男君 ） 今 言った ように 、地元 の方と も私は 連絡を とって 、私が

独断 でやっ ている のでは ありま せんか ら、あ なた方 の対応 が遅い 、この ことを 指摘し

てい るので す。前 の次長 のとき から話 しして いるの ですよ 。きの う、き ょう言 ってい

るこ とでは ない。 市長も 任命権 者とし て、き ちっと 指導し てもら いたい 。

最 後に、 市長の 政治姿 勢につ いて通 告をい たして おりま す。

私 は、市 長があ のＡＰ Ｕ誘致 、アジ ア太平 洋大学 の誘致 、ある いは海 岸線を 自然の

海岸 に返す という この大 型の整 備事業 、ある いは大 型の体 育館、 さらに は明年 は野球

場も 建設さ れよう とする 。ある 部分で は国と の太い パイプ がなけ ればで きない ような

仕事 もなさ れて、 後世に 残るよ うな仕 事もな されて いる。 しかし ながら 、けさ ほどか

ら聞 いてい ますと 、やは り後援 会の問 題、多 くの市 民の方 々が、 市の職 員から もらっ

た献 金は返 せばい いでは ないか 、なぜ 返さな いのか という ような ことが 言われ ており

ます 。この ことに ついて は、法 的に返 せない のなら 返せな い、き ちっと これは 担当部

長が 答弁で きるの ですか 。職員 の後援 会に対 する献 金、こ れに対 して、 市長は なぜ返

さな いのか 、こう いう声 がある から、 返せる のか返 せない のか、 これは 明確に してお

った 方がい いと思 います 。

次 に市長 、これ は私の 老婆心 ながら 、首長 が継続 した後 援会を 持つの はいか がかと

思う のです 。選挙 のとき 後援会 をして も、選 挙が済 んだら 解散を する。 そして 今後、

もう そうし た業者 や、あ るいは 市が指 定する 納入業 者等か らは献 金を受 けない 。あな

たが 幾らす ばらし いこと をして も、そ うした 市の職 員や、 あるい は業者 から献 金を受

ける 、パー ティー 券を売 る。そ のよう なこと が大き な批判 の的に なって おりま すので 、

私が とやか く言う 問題で はない かもし れませ んけれ ども、 この際 、あな たが第 三選の

当選 を果た したら 後援会 を解散 するぐ らいの 宣言を された らいか がかと 思うの ですが 、

いか がでし ょう。

そ れから もう一 点。こ れは風 評です から、 ここで 言うべ きこと かどう かわか りませ

んけ れども 、お正 月に後 援会の 事務所 にあい さつに 行かな ければ ならな いとい う職員

の話 を伝え 聞いて おりま すけれ ども、 そのよ うなこ とがな ければ 、「な い」と はっき
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りと 言われ ておい た方が いいの ではな いかと 思いま す。も しある ならば 、そう いうこ

とは おやめ になっ た方が いいの ではな いかと 思いま すので 、答弁 があれ ばして くださ

い。

ｏ市 長公室 長（林 慎一 君） お答え いたし ます。

ま ず、平 成十二 年、十 三年分 のすで に献金 された 分につ いての 返金の 問題で ござい

ます けれど も、こ の問題 につい ては、 当然後 援会の 方で検 討し、 対応す るべき 問題だ

とい うふう に認識 をいた してお ります ので、 そのよ うに御 理解を いただ きたい という

ふう に思っ ており ます。

ｏ市 長（井 上信幸 君） 先ほど 来答弁 をいた しまし たので 、前段 の分は もう、 今、部

長の 言った とおり と思い ます。

ま た、将 来の中 で後援 会云々 の問題 でござ います が、こ れは後 援会は 善意あ る方々

が市 長の政 治を支 えてや ろうと いうこ とで、 今まで に皆さ ん方で つくり 上げて いただ

きま した。 今度、 三期目 を通っ たら、 ひとつ 後援会 を解散 したら どうか という お話が

ござ います 。これ につき まして も、選 挙後に つきま しては 、後援 会長初 め多数 の役員

の皆 様方と 御相談 申し上 げて、 しかる べき方 向づけ ができ るなら ばその 方向づ けに。

また 後援会 の皆様 の御意 見に従 って行 動させ ていた だきた い、こ のよう に思い ます。

も う一つ ありま したか 。（「 正月に あいさ つの… …」と 呼ぶ者 あり） 正月の ごあい

さつ であら ゆる方 々が年 始とい う形で お伺い してお ります が、こ れにつ いても 、私ど

もは 強制は してお りませ ん。任 意的な 中でし ていた だいて おりま す。で すから 、強制

では ござい ません ので、 どうぞ ひとつ その辺 は誤解 のない ように 。風評 で風聞 であれ

ば、 その旨 はひと つお取 り消し いただ きたい 、この ように 思いま す。

ｏ副 議長（ 佐藤博 章君） 休憩 いたし ます。

午後 二時四 十九分 休憩

午後 三時 三分 再開

ｏ議 長（首 藤 正 君） 再開い たしま す。

ｏ三 十番（ 伊藤敏 幸君） 通告 してお ります 一番、 市長の 政治姿 勢、そ れから 二番の

別府 競輪の 現状と 将来展 望、そ れから 三番の 消防行 政につ いて質 問をし てまい ります 。

答弁 の方を よろし くお願 いをい たしま す。

ま ず、市 長の政 治姿勢 でござ います 。

市 長、こ の「目 で見る 行政の 流れ」 、平成 十四年 九月、 これは 市長が 出した ばかり 。

一つ 一つの 項目に カラー で、と てもわ かりや すく書 かれて おりま して、 脇屋市 政それ

から 中村市 政それ から井 上市政 、この 三代に わたる 市長の それぞ れの項 目、重 要案件

につ いての さまざ まな年 代別の 推移、 そして 成果、 こうい ったも のが載 せられ ており

ます 。これ を見ま すと、 市長は 間もな く任期 最終年 度のも う土壇 場に来 ており ますけ

れど も、二 期八年 間。こ れを見 ると大 変よく 努力を し、そ して協 調しな がら市 民生活
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の向 上のた めにや ってい るなと いう部 分が一 目瞭然 でわか る。こ れは大 変いい ことな

のだ 。こう いった ものを やっぱ り市民 の皆さ んにわ かって いただ く努力 をあな たは当

然す べきだ ろうと 思うの だな。

と ころが 、これ からが 問題。 政治と いうの は生き 物だか ら、市 長がこ ういう ふうに

書い た事柄 と同時 に、当 然市民 の負託 を受け て市長 の重責 を全う する上 では、 やっぱ

り市 長とし てのし ゃんと したと ころが ないと いかん 。私が 生き物 だと言 ったの は、こ

の「 目で見 る流れ 」の中 の一番 最後に 市長が さまざ まな声 を聞い て取り 組んだ 、例え

ば境 川の幼 稚園、 平成七 年度、 それか ら秋葉 通りの 道路改 良事業 とか、 それか ら朝日

・大 平山の 地区公 民館、 体育館 、それ から児 童館、 柴石温 泉、東 山、そ れから 市営の

真光 寺住宅 、エス カレー ターを 設置し たと、 立命館 アジア 太平洋 大学、 サッカ ー場の

整備 、浜田 温泉、 松原公 園、総 合体育 館も今 建設中 、十五 年六月 完成予 定。こ れを見

ると 、市長 はやっ ぱりそ れぞれ の声に よく傾 けてや ってお るじゃ んと、 こう評 価され

てし かるべ き。と ころが 、まさ に政治 という ものは 、ずっ と私も 二十八 年議席 をいた

だい て、や っぱり 選挙の 争点に はなか なかな り得ん 、これ は。市 長が何 ぼ実績 とかい

ろん なもの を言っ ても。 今まで の経過 が全部 そうで すよ。 だから こそ、 今、井 上市長

が市 長とし て心す べきこ とが当 然あな た自身 にない といか ん。く しくも きょう 議会の

中で 言われ たこと は、市 長がい ろんな やっぱ り経験 を通じ て、過 去、や っぱり 権力者

とい うか、 市長に 向けら れた攻 撃的な 部分が 大いに 類似し た部分 がある 。一番 気をつ

けな ければ いけな いのは 、やっ ぱり政 治と金 の問題 だ。金 という のは幅 広いか ら、市

長は 、法律 的に何 ら問題 はない と、こ う言っ ても、 市民感 情から 見てど うなの かとい

う。 その辺 のとこ ろです よ。

も うあと 何カ月 ですよ 、市長 。やっ ぱり市 長の対 抗馬も ぴちっ ともう 形も見 えた。

当然 そこに は市長 が現職 のとき の実績 を掲げ て勝負 すると 同時に 、やっ ぱり市 長より

以上 の市長 候補と して公 約を掲 げて戦 うわけ だから 、これ は市長 が大き な気持 ちでど

んと いらっ しゃい 、もう 私は言 いわけ しませ んよと いうぐ らいの やっぱ り気持 ちがな

いと 、また そうい うこと を議場 で言わ れるよ うなこ とがあ っては 私はい かんと 思う。

きょ うは市 長が、 例えば 三十三 番の議 員が言 ったの にちょ っと反 論した 、言い わけみ

たい なこと を言っ たけれ ども、 そんな ことは 言わん でいい 。ここ におる 議員は 皆知っ

てお る、大 体。「 市長、 そんな こと言 ったっ て」と 言って な。知 らん人 は知ら ん人で

いい と思う けれど も、大 概のこ とは常 識的な 部分は 知って おるの ではな いかと 思う。

これ は後援 会がや ったこ とだ。 後援会 がやっ たって 、後援 会がだ れのた めにす るのだ 。

市長 のため ではな いか。 市長の 意向を 全く無 視して 後援会 がやる わけが ない。 そんな

こと が一つ 。

そ れから 、いろ んな部 分でも そうで すよ。 先般の 議会で も市長 は何と 言った かとい

った ら、い やいや 、法律 的に違 反して おらん から要 らん世 話焼か んでお くれと 、こう
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いう ような 言い方 をした けれど も、や っぱり 今、そ れぞれ の立場 でみん な政争 状態に

これ から入 ってい くわけ だから 、全部 が全部 市長の 味方で どうの こうの だった ら、そ

れは 敵がお らんか らいい かもし れんけ れども 、そう いう政 治状況 には今 はない という

こと だ。だ からこ そ、自 分の身 辺はぴ しっと してお かんと 、足元 すくわ れんよ うにと

いう のは、 ずっと 言って きたこ とだ。 本当は 市長が 、融和 、協調 、連帯 、この 言葉を

持っ たとき 、この 議場に おられ る議員 は、も うこぞ って市 長の政 治手腕 に期待 したの

だ。 最初か ら明確 に、い や井上 市長に 私は絶 対入れ んのだ と、そ ういう のは何 人かお

った けれど も、大 体の人 は、市 長の手 腕に期 待をし たんだ 。とこ ろが、 だんだ んだん

だん やっぱ り、「 うん… …、こ れは」 、「こ れは、 うん… …」と いうよ うな部 分が出

てき たから 、その 八年間 の総決 算のと きにそ ういっ たもの が出ま すよと 御忠告 申し上

げて きたつ もりな のだ。

地 方自治 法の中 に市長 の権限 という のがあ って、 市長の 権限と いうの は絶大 なのだ 。

権限 という のは、 一方の 言葉で は「権 力」と いう。 権力は 、市長 の個人 のため に使っ

ては いかん のよ。 権力は 市民の ために 使わな ければ いかん 。公平 に、公 正に使 わない

と。 こう指 摘され た部分 だけで も、井 上市長 が市長 になっ てから おかし いので はない

のと 言われ たこと を指摘 をした わけだ わな。 それは 、市長 として はちょ っとお かしい

ので はない かと、 こう。 それに 対して 市長が 、ああ 、大変 そうい う御意 見もあ りがた

く承 ればと 、こう 言うか と思っ たら、 いやい や、と んでも ないで はない かと、 こうい

うこ とにな るから 、ちょ っとや っぱり いただ けない のでは ないで すかと 、私も 思う。

（「 そのと おり」 と呼ぶ 者あり ）です から、 市長の 政治姿 勢、何 も市長 の足元 を引っ

張る ために 私は通 告した のでは ない。 あなた がせっ かく八 年間で 立派な 公約を 掲げて 、

そし て実績 もある 。それ が正当 に評価 される ための やっぱ り人格 形成も 含めて 市民に

認め ていた だくた めの努 力を私 はすべ きだろ う、こ のよう に思う のです 。

そ れと、 もう一 つ重大 な点は 、市長 ももう 任期最 終で、 これま での最 大の課 題を先

延ば し、持 ち越し てはい かんと いうも のが一 つある 。それ は、こ の十一 月十九 日に判

決が 下った 日田サ テライ トの問 題です 。これ は、市 長個人 で行政 をつか さどっ ていく 、

いわ ば政治 手腕と 同時に 大変な 問題を 含んで おる。 別府市 と日田 市とい う自治 体同士

の争 いにな ってお るわけ ですよ 。これ は、本 来ある べき姿 ではな い。で すから 、今度

の市 報の訂 正記事 。日田 市から 言うと ころの 別府市 の市報 の十二 年十一 月号に 載った

記事 は、日 田市に 対する 名誉棄 損なの だ。事 実誤認 、事実 ではな いとい うこと を日田

市が 訴えた わけだ な。こ れに対 して当 局は、 なに、 とんで もない 、どう してこ の記事

が日 田市の 名誉棄 損にな るか、 とんで もない 、門前 払いと あなた たちは 思って おった 。

安倍 助役が 、当時 、平成 十二年 十一月 の時点 で別府 市にお らんか ったか らな。 おらん

かっ たわな 。あな たのコ メント を見る と、日 田市の ……（ 発言す る者あ り）、 おった

かな 。ちょ っと間 違って おった ら言っ てくだ さい。 この判 決が出 たとき に、市 長は即
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控訴 する方 向、控 訴する 意向と 、こう いった コメン トを出 してい る。開 会前の 三日ぎ

りぎ りまで 検討し て、控 訴断念 。その 断念を した理 由。も う自治 体同士 でこの ことで

争い が長引 くこと はした くない 、この ように 言って おる。 という ことは 、判決 で二つ

のこ とが別 府市に 命令さ れてお るわな 、判決 一、二 という のが。 控訴し ないと いうこ

とは 、その 判決が 下った ことを 別府市 はその とおり に市報 に訂正 記事を 出すと いうこ

とだ ろう。 その判 決の二 つをち ょっと 言って くださ い。助 役、ど ういっ たこと が判決

なの か。

ｏ広 報広聴 課長（ 古圧 剛君） お答 えいた します 。

十 二月三 日、議 員さん の御指 摘の件 は、そ の判決 が下っ た件の 内容に ついて という

こと だろう と思い ますが 、判決 の内容 につき まして は、い ろいろ 私ども の別府 市側の

主張 が認め られな くて大 変残念 な思い をいた したわ けです が、日 田市が 控訴し てから

一年 十カ月 近く経 過して おりま して、 これ以 上、同 じ県内 の自治 体同士 でこう いう争

いを 長引か せたく ないと いう判 断から 控訴を 断念し たわけ でござ います 。控訴 を断念

した という ことは 、当然 市報に 掲載記 事を載 せると いうふ うに私 どもは 理解し ており

ます 。

ｏ三 十番（ 伊藤敏 幸君） 理解 がない ではな いかと 言うの だ。判 決で命 令が下 った文

があ るのだ ろう、 こうい うもの 、訂正 記事出 しなさ いとい って。 それは 何かと 言うの

だ。

ｏ市 長公室 長（林 慎一 君） お答え いたし ます。

訂 正記事 の掲載 と、そ れから 裁判費 用の負 担とい うふう になっ ており ます。

ｏ三 十番（ 伊藤敏 幸君） 判決 文の訂 正記事 の中身 を言い なさい と言う のだ。 裁判所

が、 こうい うふう に文面 をつく って、 別府市 の市報 に載せ なさい という 命令を 出して

おる だろう が。そ れはど ういう 判決文 ですか と言う のだ。

ｏ広 報広聴 課長（ 古圧 剛君） 私ど もが主 張して まいり ました サテラ イト日 田の…

… （発言 する者 あり） では、 判決文 の全容 を読み 上げさ せてい ただき ます。

「 市報べ っぷ」 十二年 十一月 号、「 競輪特 集 別 府競輪 は今」 に、場 外車券 売り場

は通 産大臣 の設置 許可ま でサテ ライト 日田の 場合三 年を要 した。 反対す るので あれば 、

日田 市とし て本来 、設置 許可が 出る前 に設置 権者で ある通 産大臣 に対し て明確 な反対

の意 思表示 をすべ きでは ないか と、日 田市が 別府競 輪場外 車券売 り場の 設置許 可まで 、

通産 大臣に 対して 明確な 反対の 意思表 示をし てなか った趣 旨の記 事を掲 載した わけで

ござ います 。しか し、日 田市は 、平成 八年九 月に別 府競輪 場外車 券売り 場サテ ライト

日田 の設置 が明ら かにな って以 来、通 産大臣 に対し てその 設置反 対の要 望書を 提出す

るな ど、通 産大臣 の設置 許可前 から明 確な反 対の意 思表示 をして いまし た。前 記記事

は、 事実に 反した 内容で したの で、訂 正する ととも に、日 田市に 御迷惑 をおか けした

こと をおわ びいた します 。以上 。（発 言する 者あり ）
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ｏ三 十番（ 伊藤敏 幸君） 今、 まさに あなた が読ん だのが 判決文 なのだ 。別府 市は、

平成 十二年 の十一 月号の 市報に 、「日 田市さ ん、あ なたた ちは何 をつま らんこ とを言

って おるの か、別 府市に 文句言 うこと は何も ないで はない か。場 外車券 場をつ くると

言っ たのは もっと 前の段 階から 。あな た方が 文句言 うのだ ったら 国に言 いなさ い、言

うべ きでは なかっ たのか 」と市 報にあ なたた ちは書 いた。 このこ とが、 日田市 の怒り

に触 れて、 別府市 は名誉 棄損で はない か、日 田市に 要らん ことを 言うこ とはな いでは

ない か。う ちは明 確に設 置反対 につい て国に 反対し てます よ、と いうこ とが争 いだっ

た。 そうし たら当 局は、 どうし て市報 なんか の訂正 記事が 裁判の あれに なるか 、負け

るわ けない ではな いかと 思って おった 。とこ ろが、 十九日 は、明 確にこ れが否 定され

た。 そして 、この 市報の 記事は 、重要 な過失 がある 。「重 過失」 と言っ て、そ こまで

言わ れてお る。

こ れにつ いて来 年の一 月の市 報に、 別府市 の市報 ですよ 、安倍 助役は 、今言 うよう

な最 後に、 「事実 に反す る内容 でした ので訂 正する ととも に、日 田市に 御迷惑 をおか

けし たこと をおわ びいた します 」とい う、こ の判決 で下さ れた謝 罪文、 訂正文 を出さ

なけ れば悪 いこと になっ た。そ のとお りでし ょう。

ｏ広 報広聴 課長（ 古圧 剛君） 議員 さん御 指摘の とおり でござ います 。

ｏ三 十番（ 伊藤敏 幸君） とこ ろが、 このサ テライ トの控 訴断念 につい て、安 倍助役

はこ う言っ ている 。これ は三日 の、こ れは市 長が何 で出な かった のかと 私は聞 きたい

のだ けれど も、大 概自信 持って 市長が 争って おった から、 市長が 出なく て安倍 助役ら

四人 が出席 、井上 市長が 公務の 都合で 欠席し た。記 事の掲 載、「 別府市 の重過 失と認

めた 判決に コメン トは差 し控え たいと しなが らも、 内部で の責任 追及に は至ら ないと 、

掲載 の判断 は正し かった とする 見方を 示した 」。ど うもよ くわか らんの だな。 裁判所

の判 決は、 重過失 が悪い と。別 府市の 記事は 、明ら かにわ ざとで も書い たみた いな、

日田 市に名 誉棄損 で、こ れは全 く別府 市の方 に問題 がある 。それ を検討 した結 果、あ

なた たちは 控訴も せんと 言った んだ。 控訴し ないと いうこ とは、 認めた という ことだ 。

その 言葉の 裏返し には、 この市 報に載 ったこ とは、 今でも 間違い ではな い。何 をあな

たは 言って おるの か。こ んなこ とを言 うから 、日田 の方は またか あっと 来るの だわ。

本来 なら、 こうい う判決 が出た 時点で 、もう 市長は 来年は 選挙だ 。そし て、日 田のサ

テラ イトの 進出は 予定ど おり。 こうい うコメ ントを 言わせ るその こと自 体が、 大変な

問題 ではな いか。 このこ とにつ いてや っぱり 控訴断 念して 、もう その判 決文に 従うと

いう 以上は 、やっ ぱり言 葉のと おりに まちと まちが これ以 上争う こと自 体大変 申しわ

けな いので 、サテ ライト の進出 そのも のを別 府市は 断念す るとい うこと が、市 長の一

番大 事な政 治判断 と私は 思うの であり ますが 、その 辺の答 弁をい ただき たい。

ｏ助 役（安 倍一郎 君） お答え をいた します 。

ま ず一点 、記事 の市報 の掲載 の件で ござい ますが 、これ は、日 田市と の間で 私ども
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が裁 判で争 いまし たのは 、明確 な意思 表示を 日田市 が国に 対して しなか ったと いうの

は、 市報に 載せた 私ども の考え 方は、 基本的 には三 カ年に 限りそ ういう ことが なかっ

たの だ、こ ういう ことで 市報に 掲載し た。そ このと ころが 、裁判 で争う 中でい わゆる

裁判 所が、 私ども 別府市 の主張 を取り 入れな かった 、これ が一点 であり ます。

そ れから もう一 つは、 名誉棄 損の考 え方で ありま すが、 地方公 共団体 に、法 人でご

ざい ますが 、私人 と同じ ように 名誉棄 損が、 この法 益が保 護され るのか 。これ につい

ては 、いろ いろ現 在議論 のある ところ であり まして 、その 点を私 どもは 、別府 市とし

てこ の裁判 で争っ たわけ です。 ただ結 果とし ては、 地裁の 判決は 、今言 いまし たよう

に、 判決が おりた わけで ありま して、 判決内 容は、 先ほど 課長が 言いま したと おり二

点で ありま す。そ こら辺 につき まして は、私 どもと してこ の裁判 内容に ついて は、そ

うい う内容 から見 て、市 として この裁 判を争 ってき て、こ の判決 自体に は不満 な点は

残る わけで ありま すが、 県内の 自治体 と法廷 の場で これ以 上争い を長引 かせる ことは

好ま しくな い、こ ういう 大乗的 な見地 からい わゆる 控訴を 断念し たとい うのが 事実で

あり ます。

そ れから 、この 裁判が あった ときの 市長の コメン トと、 それか ら今回 三日に 出した 、

市長 は公務 の都合 で出席 できま せんで したが 、この 出した コメン トも同 じ市長 コメン

トで ありま す。そ の中で いわゆ る弁護 士を含 めいろ いろと 検討す る中で 、今申 し上げ

まし たよう な理由 で、今 回、別 府市と しては 控訴を 断念す る、こ ういう ことに 至った

わけ であり ます。

そ れから 、この 裁判の 結果を 踏まえ て日田 サテラ イトの 発券に ついて のいわ ゆる市

長は 政治判 断をす べきで はない か、こ ういう 御質問 がござ いまし たが、 これに ついて

は、 三十番 議員さ んの六 月の第 二回定 例会の ときに もお答 えをさ せてい ただい ており

ます が、結 果から 言いま すと、 私ども 市の考 え方は 変更は ござい ません 。これ はどう

いう ことか と申し ますと 、この 市報裁 判は、 別府市 が当事 者であ ります 。そう いうこ

とで 地方公 共団体 間で法 廷の場 で争い たくな い、こ ういう ことを 申した わけで ありま

すが 、現在 、争わ れてお ります サテラ イトの 件につ きまし ては、 これは 日田市 と国と

のい わゆる 裁判で ありま す。そ ういう ことで 、御承 知のと おり来 年の一 月二十 八日に

同じ 大分地 裁でこ の判決 が行わ れるよ うにな ってお ります 。した がいま して、 六月の

第二 回定例 会のと きにも 申し上 げたの ですが 、そう いうよ うな国 と日田 市で裁 判が争

われ ている このよ うな状 況のも とで、 サテラ イト日 田の車 券発売 を別府 市の方 から断

念を いたし ますこ とは、 現在の 状況下 では無 理であ ります 。今後 、裁判 の動向 など、

こう いう情 勢の変 化等を 見きわ めなが ら適切 に市と しては 対応し てまい りたい 、こう

いう 同じ考 えであ ります 。

ｏ三 十番（ 伊藤敏 幸君） 状況 の変化 という のは、 行政が つくる のです よ。市 長の判

断が 状況の 変化に なるの ですよ 。今、 助役が くしく も言っ たけれ ども、 それは 一月二
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十八 日に大 分地裁 でおり る判決 は、こ の訂正 記事と は全く 違う。 そうで しょう が。通

産省 が許可 をした ことに ついて 、地方 公共団 体の意 見とか そうい ったも のは全 く無視

して 、そし て決め られる ことが 法律違 反では ないの かと、 こう強 い意思 を持っ て日田

市は 争える わけだ 。そう 上の上 級機関 に地方 公共団 体が、 言葉は 悪いか しらん けれど

も、 争いを 臨む、 挑む。 このこ と自体 もう大 変なも のなの だけれ ども、 通産省 は、別

府市 がさま ざまな 状況の 変化で もしサ テライ ト進出 を、業 者で設 置者で ある、 溝江建

設が 設置者 であっ たとし ても、 その設 置者同 様、も とにな ってい る別府 市の場 外車券

売り 場が、 もう進 出しな いと市 長が言 ったら 、それ は状況 の変化 であっ て、国 はその

設置 許可を 取り消 す、そ ういう 可能性 だって あると いうの が判断 に出て おるわ けだわ 。

だか ら、裁 判の行 方を待 ってと いうこ とでは なくて 、まさ に今度 の控訴 断念も 大きな

要因 の一つ は、市 長の市 長選挙 という ものが あるか ら、こ ういっ たもの を市長 選挙の

争点 にした くない 、それ も政治 判断だ ろうと 私は思 う。ま して、 この市 報の訂 正記事

それ よりも 、やっ ぱりま ちとま ちがま だ争う という ことは ここで は聞き たくな いわけ

だ。

一 番私が 訴えた いのは 、この 議会に おいて 、臨時 議会に おいて 日田市 に場外 車券場

を設 置する ことに ついて の議案 は否決 されて おる。 そのこ とをあ なたた ちは忘 れては

いか ん。議 会の同 意を得 て、そ して日 田市場 外車券 売り場 進出と いうな ら、私 はこん

なこ と言い ません よ。大 事なも のをあ なたた ちは忘 れては いけま せん。 それは 、市民

のま さに市 長が言 うとこ ろの市 民世論 。やは りこれ 以上も う争う な。向 こうの 日田の

市長 だって 議長だ って言 ってお るでは ないで すか。 本当に 市長が 、もう これ以 上自治

体同 士の争 いを長 引かせ たくな いとい うのだ ったら 、別府 市が進 出を断 念する という

こと が問題 の解決 の本質 です。 それは そうだ ろう。 私は、 何も日 田市の 立場で 物を言

うの ではな い。こ ういう 歴史的 経過を 踏まえ て、議 会の否 決もあ った、 そして 、なお

かつ 市長は 進出断 念をし ない。 このま ま年を 越して 。こう いうの は、や っぱり 健全な

市長 の政治 姿勢で はない 。今こ そ市長 は、明 確な判 断を、 政治判 断を下 すべき であろ

う、 私は思 うわけ であり ます。

そ れと同 時に、 これも 、これ は市長 、大変 なこと なのだ けれど も、私 は、前 回の議

会の 中で、 これも 市長の 政治姿 勢とち ょっと 絡むの だけれ ども、 この議 事録に 明確に

載っ ておる から私 は言わ せても らうの だけれ ども、 これは 、三十 三番議 員の質 問に答

えて 安倍助 役が、 市長の 奥様が 、たば この販 売権を 持って このパ チンコ 屋さん に卸し

てい るので はない かとい うふう なニュ アンス の質問 をした その答 えで安 倍助役 がこう

言っ た。「 議員の 御質問 の中に ありま したた ばこに 関する 問題に つきま しては 、これ

は全 く私人 の関係 である 、こう いうふ うに私 どもは 考える ところ であり ます」 。「私

人の 関係で あると 考える ところ であり ます」 という ことは 、これ はどう いうこ となの

です かと、 こう聞 き直し たい。 これは 重要な ポイン トを占 めてお る。誤 解され やすい 。
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誤解 されん ように 助役、 もう一 回ここ のとこ ろを言 ってく ださい 。わか りやす く言っ

たら 、全く それは 関係な いこと なのだ と言い たいの か、い や、そ れは過 去は過 去であ

った かもし れんけ れども 、私人 のとき のこと である から行 政は関 係あり ません と言っ

てお るのか 、どっ ちです か。

ｏ助 役（安 倍一郎 君） お答え をいた します 。

「 私人の 関係」 という ふうに 私がお 答えを 申し上 げまし たのは 、一つ は、そ のいわ

ゆる 取り引 きが始 まった のが、 いわゆ る市長 になっ てから ではな くて、 随分古 い時期

から のそう いう取 り引き である 、こう いうふ うにお 聞きを いたし ており ます。 それが

一点 であり ます。

そ れから もう一 点は、 「私人 の関係 」と申 しまし たのは 、これ は公の 問題で はなく

て、 私人の いわゆ る商取 り引き の関係 にある 、こう いうふ うに私 どもは 認識し ており

ます 。こう いう意 味で「 私人の 関係」 と申し 上げま した。

ｏ三 十番（ 伊藤敏 幸君） 助役 の今の 答弁は 、大き な無理 がある 。だか ら私が 一番最

初に 、市長 の政治 姿勢で 一番大 事なの は、身 辺をき れいに せねば いかん と言っ たでは

ない ですか 。市長 は、も のすご い実績 を持っ て今度 の選挙 戦に臨 もうと してお るわけ

です よ。そ うでし ょう。 その市 長が、 ひと昔 であろ うと、 そうい ったこ とが事 実とし

て、 それは 市長就 任の前 の話だ 、そん なので 済むの ですか 。まし てそれ が、日 田サテ

ライ トの設 置者で ある溝 江建設 が経営 するパ チンコ 屋では ないで すか。 それを 言われ

てお るので はない か。な ぜそれ をぴし っとせ んのか と。そ このと ころを ぴしゃ っとし

てお かんと 、日田 のサテ ライト 進出を 何でや めんの かとい ったら 、「そ ら見よ 」と、

そう 言わざ るを得 んでは ないか と。私 が言っ ておる のでは ない。 みんな 言って おる、

これ 。まし て一番 大事な 部分。 控訴は 断念し た。争 いは長 引かせ たくな い。こ れはい

いこ とだ。 それな らもう 、そこ まで言 うのだ ったら 、まさ にこの サテラ イト、 日田の

場外 車券売 り場の 設置そ のもの も諸般 の長引 く争い は、も うこれ 以上好 ましく ない。

議会 の議決 のやっ ぱり重 みを本 当の意 味でし んしゃ くし、 サテラ イトに ついて は断念

をい たしま すとい うこと が、す ごい市 長とし ての政 治決断 である し、大 きくや っぱり

三選 目に臨 む市長 の勝利 の原因 になる 。そう いうと ころが 、わか りやす く私は 言って

おる ところ なのだ が、わ からん のかな と思う のだけ れども 、御答 弁くだ さい。

ｏ助 役（安 倍一郎 君） お答え をいた します 。

市 が、当 事者の 分につ きまし ては、 先ほど 申し上 げまし たよう な理由 で、市 の判断

で控 訴断念 をいた しまし た。

発 券の件 につき まして は、こ れは議 員、先 ほど御 質問の 中でも 御指摘 があり ました

が、 これは 、この 市報裁 判とサ テライ トの設 置の裁 判、こ れは別 の裁判 だ、こ ういう

ふう に議員 もおっ しゃい ました が、私 どもも そう思 ってお りまし て、そ の意味 で一月

二十 八日に ある国 の裁判 結果等 を見な がら、 そうい う動向 を見な がら、 今後市 として
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適正 に処理 をした い、こ ういう ふうに 考えて おりま す。

さ らに、 もう一 つ議員 が御質 問の中 であり ました 、別府 市が判 断すれ ば国は 云々と

いう 、そう いうこ とがあ りまし たが、 私ども 、国の 方から そうい うお話 は一切 伺って

おり ません ので、 その点 につい て回答 させて いただ きます 。

ｏ市 長（井 上信幸 君） 誤解を ひとつ 解きた いと思 います 。あえ て三十 番議員 がおっ

しゃ ってい ただき まして 、この 一般質 問につ いて個 人のプ ライバ シーに 関する 質問に

つい ては、 余り答 弁すべ きでは ないと いう規 則がご ざいま すので 、私ど も今ま で控え

てお りまし た、ず っと。 まして 私が、 こうい うプラ イバシ ーに関 するこ とにつ いて答

弁す ること が適切 かどう かとい うこと も考え ながら 、ずっ とこの 八年間 控えて きまし

た。 これは また会 議規則 の六十 二条に も、ま た一般 事務の 中の地 方自治 法の第 二条二

項に も固有 事務、 団体委 任事務 、行政 事務の ほか、 機関委 任事務 にも及 んでい るのが

実態 である という ふうに 、それ ぞれの 条項に も書か れてお ります ので、 果たし てプラ

イベ ートな こと、 プライ バシー のこと が、こ ういう 場で議 論され ていい のかど うか。

この 辺の私 も判断 に迷う わけで ござい ます。 だから 、この 辺もひ とつ含 めて、 あえて

この 件につ いて弁 明をせ よとい うなら ば、こ の件だ けは弁 明をさ せてい ただき たいの

です が、た だ一言 言わせ ていた だくの は、事 実と全 く違う という ことで ござい ます。

この 辺をひ とつ御 理解を いただ きたい と思い ます。 いつ、 どこで そうい うふう に結び

つけ られた のか、 私も心 外でご ざいま す。こ ういう ことで ひとつ 御理解 をいた だきた

いと 思いま す。

ｏ三 十番（ 伊藤敏 幸君） 市長 あなた 、そん ならそ れで質 問した 人にぴ ちっと 言わな 、

そう いうこ とを。 私のと きには そうい うこと を言う ことな い。こ の十四 年の九 月の議

会で 、まさ に三十 三番議 員が、 今、私 が言っ たでは ないか 。この 質問、 議事録 にちゃ

んと 載って おる。 そのと きに、 何で市 長が今 言った ことを 言わん のです か、そ ういっ

たこ とを議 場でど うのこ うのと いって 。私は 、その ことに ついて 助役が 答えて おるか

ら、 これは どうい うこと ですか と今問 い直し たんで す。ま さに今 、市長 が言う のだっ

たら 、助役 がその ときに 、この 六月の ときに 、そう いうプ ライバ シーの こと、 プライ

ベー トなこ とを何 で議場 で言う のです か、答 える必 要はあ りませ んと、 明確に 言いな

さい 。何を 言って いるの か。今 ごろ、 あなた がそう いうこ とを言 うから だめな のだ。

私 が言い たいの は、市 長は公 人です から、 しかし 市長選 挙にな ったと きにさ まざま

な、 議員も 一緒で はない ですか 、身辺 をぴし っとし ておか んと、 どこか らいろ んな弾

が飛 んでく るかわ かりま せん。 これは もうま さに市 長は、 本当は 降下の 中を上 昇、勝

ち抜 いてき たのだ から、 そんな こと私 みたい な若い 者から 言われ んでも 一番わ かって

いる ことだ 。何が 後ろか ら来よ うと前 から来 ようと 横から 来よう と、斜 めから 来よう

と上 から来 ようと 、どん といら っしゃ いとい ってぴ しゃっ と構え ていく のが、 私は市

長で はない かなと 、この ように 思うの です。
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話 がまた 横に行 ってお るから 本題に 戻るけ れども 、この サテラ イトの ときに 私はこ

う言 った。 いいか い。も う来ん でおく れとい うとこ ろに何 で行く のか、 行かん でいい

では ないか 。来て おくれ といっ たとこ ろがあ るのに 、わざ わざ別 府市に 陳情ま で来て 、

ちゃ んと用 意をし て、別 府市の 場外車 券場、 売りま しょう 。また 、その 場外車 券場が

来る ことに 私たち も一生 懸命応 援しま しょう と言っ た、宮 崎の場 外車券 売り場 はどう

なっ たので すか。 答弁し てくだ さい。

ｏ競 輪事業 課長（ 岩本常 雄君） お答 えいた します 。

サ テライ トの設 置につ きまし ては、 設置者 が、設 置に向 けての 準備を 行い、 設置の

許可 申請を 行うも のです 。申請 時に施 行者を どこに するか を決め て申請 を行い ます。

こと しの九 月に設 置者よ り、許 可申請 の事前 準備の ために 別府市 に施行 者とし ての打

診が ありま した。 そのと きに、 別府市 といた しまし ては、 日田裁 判等い ろいろ な情勢

を考 慮した とき、 現段階 で判断 するこ とをも う少し 、早い のでは ないか という ことで

見合 わせる という 返事を いたし ました 。そう したと ころ設 置者は 、早急 にサテ ライト

につ いて建 設した いとい うこと で、で は、ほ かの施 行者の 方に伺 いを立 てても いいで

すか という ことで 、別府 として は、も ういた し方な い、も う少し 待って いただ けない

かと いうこ とだっ たので すけれ ども、 よその 施行者 に行っ たよう でござ いまし た。小

倉競 輪の方 にまず 最初に お話を 持って いき、 そこか ら武雄 競輪の 方に持 ってい き、最

終的 には武 雄競輪 が施行 者とし てサテ ライト 宮崎を するよ うにな りまし た。

ｏ三 十番（ 伊藤敏 幸君） そら 見なさ い。あ のとき に言っ たでは ないか 。「来 てくだ

さい 」とわ ざわざ 別府市 まで来 て、宮 崎市議 会の議 員さん や地元 の自治 会の皆 さん方

が挙 げて陳 情に来 て、こ れだけ 環境が 整って おる宮 崎に、 「ぜひ 別府の 場外車 券場を

出し てくだ さいよ 」と。 あなた たちも 、ああ 、あり がたい ことだ と。十 分に検 討して 、

当時 の大塚 助役や らあな たたち が会っ たのだ ろう。 それだ け気を 遣って してく れた。

つ い最近 の記事 ですよ 。宮崎 県と宮 崎市が 、競輪 場外車 券場工 事を許 可した 。何だ

と思 って私 は見て たまが った。 大分県 の業者 に建設 予定地 の造成 工事を 許可し た。こ

れは あなた 、今、 宇佐の サテラ イトを してお る業者 だわ。 そこに 別府市 の場外 車券場

が行 くのか と思っ たら、 武雄競 輪が行 くこと に決ま ったと いうの だ。許 可も出 た。来

んで いいで はない か、来 んでく れとい う日田 には、 まだ今 でも、 いいや 、考え は変わ

って おりま せん。 行きま す。ど うして そうい うこと をあな たなん かは言 うのか 。見よ 、

こう したか ら取ら れてし まって 。武雄 からか っさら われた のと一 緒では ないか 。どれ

だけ 日田の 場外車 券場が 、場外 車券売 り場と してこ の宮崎 と差異 が違う のです か。試

算を あなた たちが 出して もらっ たのを 見たけ れども 、どれ だけ違 うのか 。大変 なこと

では ないか 。日田 のサテ ライト にこだ わって おって 、一生 懸命環 境が整 ってお るとき

には よそか ら取ら れてし まって 。この 武雄は 、来年 の七月 にはサ テライ トとし て場外

車券 を売る ような 段取り になっ ておる のだ。 別府市 は、こ の日田 の問題 で何年 引きず
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って きてお るの。 それで もまだ あきら めん。 そうい うとこ ろが行 政とし ておか しいと

私は 言って おるの だ。い いや、 そんな ことは もうど うでも いいの だ。私 は一直 線に日

田サ テライ ト、既 成方針 として やると 今でも お考え ですか 、市長 。

ｏ助 役（安 倍一郎 君） お答え をいた します 。

先 ほど来 申し上 げてお ります ように 、国と 日田市 が現在 裁判を 行って いる中 でこれ

まで の関係 を無視 いたし まして 、その 途中で 別府市 がこの 発券を おりる 、こう いうよ

うな ことを 言うこ とは、 現在の 状況下 では困 難であ ります ので、 御理解 を賜り たいと

思い ます。

ｏ三 十番（ 伊藤敏 幸君） 今の が明確 な市長 のお考 えだろ うと、 市長は 答えん かった

けれ ども、 私とし てはそ ういう 判断を します 。

で は、次 に行き ます。 時間が ない。 消防に ついて 私は通 告をし ており ますか ら、残

る時 間をこ の問題 につい て質問 をして まいり たいと 思いま す。

去 る十二 月四日 にこの 調査会 があり ました 。先般 の十一 月十八 日のこ の火災 につい

ての 説明が 、消防 長以下 出席の もとに ありま した。 それと 、この 資料で すけれ ども、

消防 署から 出して いただ いた資 料、こ れ以外 にあな たたち は資料 が、公 に私た ちに説

明し た以外 の資料 がある のでは ないで すか。 これが 私は事 実と思 いたい けれど も、消

防署 の中に 当日出 されて ない資 料とい うのが あるの ではな いです か。

ｏ議 長（首 藤 正 君） やがて 正規の 時間が まいり ますの で、あ らかじ め時間 の延長

をい たしま す。

ｏ消 防署長 （首藤 正喜君 ） お 答えい たしま す。

調 査が一 通りと いうの でしょ うか、 ようや く集計 できた 段階で 内部資 料とし てつく

らせ ていた だいた ものが ござい ます。

ｏ三 十番（ 伊藤敏 幸君） 消防 署長さ んね、 私がな ぜこの 質問を 通告し たかと いいま

すと 、本来 、消防 行政を つかさ どる消 防署の 全職員 が、一 つ一つ の事柄 につい て、み

んな がやっ ぱり事 実を共 有する という ことが 、私は 一番大 事だろ うと思 うので すよ。

まさ に草牧 誉樹君 が殉職 をし、 そして 貴重な 消防人 命救助 のため に頑張 った職 員が、

いま だ重症 で入院 してい る人も おる。 こうい うゆゆ しき事 態が発 生した 中で、 消防署

の当 日出動 しなか った全 職員の 皆さん 方は、 いまだ 事実に ついて 明らか にされ てない

部分 がある のです よ。こ の議場 で私は 、あな たたち を責め る気は 毛頭あ りませ んけれ

ども 、亡く なった 草牧君 が、ど んな思 いであ の中に 入り、 命がけ で、ま さに命 を落と

して 消防魂 、自分 の使命 を全う したか 。この ことを 本当に あなた 方がむ だにせ んため

にも 、すべ てを明 らかに してい く必要 がある のでは ないか 。そう いう意 味から も、私

はこ の議場 に席を 置く、 消防に ついて は無知 な者か もしれ ません けれど も、別 府市消

防署 の職員 の皆さ ん方が 、きょ う今日 までい まだ疑 惑に、 まだ知 りたい と思っ ている

こと がたく さんあ るので すよ。 消防署 長は、 まさに 生え抜 きの消 防の道 を本当 にまじ
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めに やって きた方 ですよ 。その 上が消 防長。 あなた も、き ょうは 私は明 確なこ とは言

いま せんけ れども 、本当 に不謹 慎な部 分の話 がどん どん来 ておる 。とん でもな いこと

では ないか 。この 議場で 私は言 いませ んけれ ども、 そうい うやっ ぱり事 柄を明 確にし

てい くこと が、殉 職した 消防の 職員の ために も当た り前で はない かと思 うので すよ。

一個 一個の ことに 本当に 私はき ょう、 余り聞 きたく ない。 せめて 内部の 人が、 職員が 、

消防 長、消 防署長 に宛て た質問 書とか ちゃん とある ではな いです か。こ ういう ときに

何で こうい うこと があっ たのか 、なぜ こんな ことが 、初歩 的なこ とがで きなか ったの

か。 草牧君 は、消 防署採 用何年 ですか 、そこ だけち ょっと 教えて くださ い。

ｏ消 防署長 （首藤 正喜君 ） 十 三年度 に採用 された もので す。

ｏ三 十番（ 伊藤敏 幸君） そう でしょ うが。 平成十 三年度 に採用 された 本当に 新進気

鋭の 若き消 防士で すよ。 あなた 方の物 の考え 方と私 の物の 考え方 が違う かもし れんけ

れど も、同 じ消防 の現場 の人た ちが、 なぜ消 防職員 で採用 されて まだ間 がない 職員が

死な なけれ ばなら なかっ たのか という ことが 一番の 知りた いとこ ろなの ですよ 。まさ

にさ っき十 二番議 員が言 ったけ れども 、通信 司令の 司令室 におっ た人が 何で行 かなけ

れば 悪かっ たのか 。いや 、それ はその ときの 当直の 都合で 、たま たま都 合が悪 い。何

か体 の調子 が悪か ったの だろう と私は 聞いて おるけ れども 、しか し、あ たら、 この人

が本 当の意 味の体 制の中 で完璧 な消防 業務と いうも のを兼 ね備え ておっ たら、 通信の

担当 が行く 必要は ないで はない ですか 。その 通信の 担当の 者が行 かざる を得な い体制

も大 きな影 響があ る、問 題があ る。そ れが、 私が一 番心配 する行 政の大 義名分 である 、

機構 改革と か行政 改革の 名のも とに現 場の第 一線の 消防力 が弱め られた とすれ ば、重

大な 問題で はない ですか 。そん なこと はない のです か。職 員の皆 さん方 は、今 の三部

体制 がいい のか、 三部体 制で無 理はな かった のか、 なぜそ ういう 体制に なった のか、

なぜ 草牧君 が現場 に行か ざるを 得なか ったの か。そ んな基 本的な 部分を あなた 方は、

この 事故を 教訓に 何らま だ検証 もして ないで はない ですか 。消防 士だか ら現場 に行く

のは 当たり 前、そ んな簡 単なも のです か。消 防士だ から現 場に行 って救 命する のは当

たり 前とい うのは 、経験 豊かな 人たち が明確 な指揮 のもと に、そ してあ たら平 成十三

年度 に採用 された 職員を 、おれ に続け と言っ て入っ ていく のが、 消防の 基本中 の基本

では ないの かとい う内部 の声が あるの ですよ 。だか ら、私 が今言 ってお る。私 は素人

かも しれん けれど も、一 つ一つ の通報 から現 場到着 、現場 に着い てそれ からの 消火活

動、 鎮火ま で、そ して帰 所する までの 明確な 指揮系 統に及 ぶ、こ れにつ いては 、先ほ

ど十 二番が おっし ゃった けれど も、ま さにそ のとお りだ。 そうい ったも のが明 確に今

問わ れてお るので はない のです かと、 消防署 の中に 。

あ る人は こう言 いまし た。「 今に大 変なこ とにな るぞ」 という ことを おっし ゃる方

もお りまし た。一 番大事 なのは 、亡く なった 草牧君 の御両 親、本 当の事 実を知 りたい

と言 ってい るので すよ。 私もお 葬式の お参り をさせ ていた だきま した。 草牧君 が、な
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ぜ消 防署の 職員に なった のかと いう、 涙なが らの弔 辞を聞 かせて いただ きまし た。す

ごい 人なの です。 だから こそ、 ああい う人が 殉職す るとい うこと が、も うたま らんわ

けよ 。この 議会で も八人 に及ぶ 議員が 質問の 通告を してお ります けれど も、事 はそう

いう 意味の 重大さ がある のです よとい うこと を知っ てもら いたい な。

消 防力と いうの は、一 体何な のかと いうこ とです よ。く しくも 消防長 、あな たがお

っし ゃった けれど も、消 防力を 高める 。消防 力とい うのは 、すべ ての部 分でい ざとな

った ときに 、こう いうも のが消 防の体 制から 問われ ること のない ように 、そし て日ご

ろの 訓練と 同時に 消防職 員の指 揮が即 できる ように 、一人 一人の 消防署 の職員 の皆さ

ん方 が使命 感に燃 えて、 不平不 満がそ こに横 たわる ことな く、い ざとな ったと きのや

っぱ り指導 体制に 影響の ないよ うにす るべき だろう と思う のです 。

そ れとも う一点 。あの ときに 消防署 長が、 調査会 のとき にこん なふう におっ しゃい

まし た。隊 は、本 隊から 朝日隊 からい ろいろ 着いた 。指揮 系統、 命令系 統、両 方から

無線 でこう 言って きてあ った。 だれが 指揮し たのか わから んけれ ども、 放水中 に水が

とま った。 どうし て水が とまっ たのか わから ん。消 防署で 聞くと 、その もとま でとま

って おると 、ポン プのも とまで 。考え られん とあな たはお っしゃ ってお る、わ からん 。

それ はわか らんこ とがた った一 つ。万 が一の 場合で も何で こうい うこと になっ たのか

とい うこと があっ てはな らんわ けでし ょうが 。なぜ それが 平然と 「わか りませ ん」。

何で こうな ったか という ことは 、そこ に大き な問題 あり。 指揮系 統しか り。

そ れとも う一つ 。私が 、さっ き議会 に適切 な資料 を出し てない でしょ うとい うとき

に、 私の手 元に資 料があ るのだ けれど も、火 災が、 告知が あった のが十 一時四 十八分 。

そし て、十 一時五 十五分 に着い てーー 私の持 ってお る資料 ですよ 、これ はあな たが書

いた のだろ うと思 うのだ けれど もーー 十一時 五十七 分に、 現場に 着いて から三 分後に

煙が 出てお った部 分につ いて確 認して 、そし て火災 という ことを 無線通 報した 。その

とき に小隊 長とい うか、 調査活 動で行 ったそ のトッ プの人 は、フ ラッシ ュオー バーを

予感 してド アを閉 じた、 こう書 いてお る。も うその 時点で フラッ シュオ ーバー という

のを 予感し ておる 。で、 ドアを 閉じた 。これ はいい 、プロ だから 当然だ 。とこ ろが、

その ときに フラッ シュオ ーバー の予感 をした から、 草牧君 に「呼 吸器を 着けろ 」と指

令し ておる のだな 。あの ときに 、調査 会のと きに消 防署長 はこう 言った 。呼吸 器を着

けて 中に入 った。 警報ブ ザーが 鳴った という わけだ 。警報 ブザー という のは、 酸素が

残量 少なく なりま したよ と、こ ういう ために 知らせ ると、 あなた はおっ しゃっ た。通

常、 酸素の 一本の 、時間 的には あれは 二十分 と言っ たのか な、ち ょっと ここが 間違っ

たら 悪いか ら…… （発言 する者 あり） 、二十 分でい いのか な。ま た間違 ったら 言って

くだ さい。 そのと きに一 番私が 疑問に 思った のは、 この草 牧君、 亡くな った草 牧君が 、

呼吸 器を着 けて上 司、隊 長の命 令で「 中に入 れ」、 「行け 」と、 こうい って中 に入っ

た。 この時 間が… …、こ こは大 事なと ころだ から間 違った ら悪い 。六分 、十二 時六分

−５９−



だな 、中に 入らせ たのが 。とこ ろが、 十二時 六分に 入らせ たのは いいの だけれ ども、

すぐ 警報ベ ルが鳴 ったの だ、と 書いて いる、 ここに 。調査 会に出 されて ない資 料の中

に。 二十分 もある 例えば 酸素ボ ンベが 、入っ た途端 に鳴っ ておる のよ。 消防の 人に聞

くと 、ちゃ んとチ ェック してお るので はない かと、 酸素の 残量確 認とい うのを 。そし

て、 いつも 点検を して、 いざと なった ときに 持って いくの だろう 。その 辺の、 何で二

十分 の例え ば許容 量があ るもの が、入 った途 端に警 報ベル が鳴ら なけれ ばいか んのか 。

あの ときの 説明は 、何か 煙で真 っ黒で すよ。 あの酸 素ボン ベがな かった ら命に かかわ

る。 それが すぐ鳴 ったと いう。

と ころが 、ここ にあな た、内 部で書 いてお るのは 、草牧 君はも う出た ものと 思った

と。 「出ろ 」。草 牧君の 警報ベ ルが鳴 ってお るから 、「外 に出ろ 」と、 こう言 ったと

書い ておる けれど も、本 人は出 ておら んかっ た。そ のとき に外に 出てお ったら 、そん

なこ とはな い。警 報ベル が鳴っ たのは 、草牧 君のボ ンベだ ったの だ、そ う書い ておる 。

そし て、「 出ろ」 。「警 報ベル が鳴っ ておる から出 ろ」と 、こう 言った 上司は 、出た

かど うかは 確認が できな かった と。で きんは ずだ、 中に残 ってお って、 二回目 のフラ

ッシ ュオー バーに 遭って おるの と違う か。そ ういっ たこと が、こ の前の 四日の 調査会

の中 にあな たたち から教 えても らって おらん 。事実 はどう だった のかと 、こう 、消防

署の 職員の 皆さん も聞い ておる わけだ から、 もうこ の段に なって 事実を 事実と して掌

握し ながら 、本当 の意味 の公表 をして いかん と、い まだい つある かも知 れない 火災の

ため に、使 命感に 燃える 別府市 の消防 の職員 の皆さ ん方の 疑問や 、それ から今 度の南

立石 の事故 の火災 の教訓 を本当 に生か すため の訓練 やそう いった ものが 、何も 行われ

てな いでは ないで すか。 その辺 のとこ ろをど う考え ておる のです か。

ｏ消 防署長 （首藤 正喜君 ） お 答えい たしま す。

指 揮・命 令系統 につき まして は、当 直責任 者とい う形の 者がお りまし て、あ らゆる

災害 におい て出動 した場 合、そ の者が 最高責 任者と なり最 終的な 指揮を とるこ ととい

たし ており ます。

そ れから 、空気 ボンベ の点検 の件で ござい ますが 、当日 、残量 百キロ という 形の点

検を なされ たとい う報告 を受け ていま す。百 キロの 場合は 、二十 分間使 用でき ること

とな ってお ります 。ただ し、草 牧消防 士が使 いまし た呼吸 器には 、警報 ベルの 鳴る設

定値 がある わけで すが、 残量六 十キロ で設定 してい たらし いので すね。 という ことに

なり ますと 、二十 分使え るもの が、い わば正 規な、 タンク がゼロ になる までに は二十

分使 えます 。ただ し、安 全域と いう問 題で計 算いた します と、八 分の活 動。あ との残

りの 十二分 分は、 いわば 避難を しなさ いよと いう形 の警報 ベルを 鳴らし ての明 示であ

ると いうよ うな形 です。

そ れから 、先ほ どの資 料の件 でござ います が、各 隊から の上が ってま いりま した活

動を 大方の 時間の 中に置 きかえ て見て くれと いう形 で置き かえて 見たも のなの です。
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私ど も、現 場到着 までの 時間に ついて は、正 確に無 線交信 を入れ ますの で記録 はとれ

ます けれど も、そ れから 後の活 動につ いては 、大方 ここか らここ までの 移動は どのく

らい かかっ たであ ろう、 あろう 、あろ うとい う形の 累計に なって まいり ますの で、例

えば 前の活 動、後 ろの活 動、こ れらも 当然差 異が出 るもの と思っ ていま す。た だ問題

が、 「大方 」とい う形の ものを 「分」 という 形であ らわさ ないと わかり にくい と、こ

う思 いまし て、内 部資料 的には そうい う形の 分刻み での「 ごろ」 という 形の表 示はし

なか ったの ですけ れども 、そう いう形 の資料 をつく って検 討資料 にしよ うとい うよう

な形 でござ います 。

ｏ三 十番（ 伊藤敏 幸君） 消防 署長、 今の答 弁でも そうで しょう 。ボン ベ一個 とって

もそ うでは ないで すか。 基本的 にそう いった ものが 、ぴし っとい ざとい うとき に一般

的に いう部 分の酸 素は入 ってお かんと いかん わけ。 そして 、担が せるそ の指揮 をする

人が 、ボン ベの残 量を確 認せね ばいか ん。そ こなの だ、問 題は。 それと 同時に 、「フ

ラッ シュオ ーバー の危険 がある から、 ボンベ とって こい」 。三人 体制な のだか ら、そ

れな ら若い 者に「 自分の 物も一 緒に持 ってこ いよ」 と言う ぐらい のこれ が基本 ではな

いで すか。 「おま えのボ ンベ、 はい、 次」。 平成十 三年、 まだ一 年。そ れなの に酸素

の残 量も確 認をし てない のでは ないか と、こ う心配 する職 員の皆 さんも おる中 で、通

常二 十分の ボンベ が当た り前と いうの に、今 あなた がおっ しゃる ような 六〇％ とかい

った ら、入 ってす ぐ鳴る のは当 たり前 ではな いか。 そうい ったこ とがあ っては ならん

わけ でしょ うが、 本当は 。消防 署の中 の職員 が言っ ておる のも、 そう言 ってお るわけ

よ、 そんな ことは 考えら れんと 。通常 きちっ と一〇 〇％入 ってお って、 二十分 なら二

十分 のその 消火活 動に耐 え得る だけの 命の源 ですよ 、酸素 という のは。 入った 途端に

鳴る なんか いうこ とが考 えられ ますか 。

私 は、草 牧君の 殉職を 、どん なこと があっ ても無 にして はいか んと思 って、 いろん

なこ とを調 査させ ていた だきま した。 時間が ないけ れども 、本当 に消防 本部葬 を二十

日に やるけ れども 、それ までに 遺族の 方々や 、そし て仲間 の消防 の皆さ ん方す べてが 、

二度 とこの ような ことを 起こさ ないた めにも 、事実 に基づ く報告 と、そ して同 じ気持

ちで 市民の 命、財 産、火 災から 守る本 来の消 防行政 に一日 も早く 戻れる ような これか

らの 答弁を ぜひ期 待をし たいと 思いま す。

ｏ十 一番（ 高橋美 智子君 ） 質 問通告 の順に 従って 、質問 してま いりま す。

一 番最初 に、サ テライ ト日田 問題に ついて です。

先 ほど伊 藤議員 が、随 分いろ いろな お話を されま した。 私もほ ぼ同じ ような 意見で

ござ います が、こ の中で 特に訂 正記事 につい てです が、こ れは明 らかに 別府市 が間違

いだ ったと いう訂 正記事 を書く わけで すけれ ども、 この問 題の発 端は、 公的な 発行物

に対 して、 私は随 分配慮 が欠け たもの だと思 います けれど も、こ れはだ れが考 え書い

たの か。だ れがチ ェック をし、 最終的 に認め たのか 。これ につい て責任 はだれ が負う
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べき なのか 。この 責任を 明らか にしな いでそ のまま 過ごそ うとし ている 。これ は、日

田市 だけに 対して のこと ではな くて、 別府市 民に対 しても 私は謝 罪すべ きだと 、そう

いう ふうに 思って います 。この ことに ついて どう考 えてい るかと いうこ とをま ずお聞

きし たいと 思いま す。

ｏ広 報広聴 課長（ 古圧 剛君） お答 えいた します 。

市 報の原 稿につ きまし ては、 この件 につき まして は、別 府市と しての 考え方 を書い

たと 私ども は理解 してお ります 。

そ れから 、日田 市の訂 正文と ともに 市民に 対する 訂正と いいま すか、 そうい うもの

につ きまし ては、 これま で市報 は、県 下のコ ンクー ルの中 でもあ る程度 評価を いただ

いて おりま すので 、とは 申しま しても 、今回 の市報 掲載に ついて このよ うな判 決の内

容が おりた わけで ござい ますの で、こ れを一 つの契 機とい たしま して、 よりよ い市報

をつ くって まいり たいと 思って おりま す。

訂 正文を 掲載す るとい うこと で、市 民の方 は、あ る程度 経過は 理解し ており ますの

で、 わかっ ていた だける のでは ないか と思っ ており ます。 （発言 する者 あり）

ｏ議 長（首 藤 正 君） 執行部 に申し 上げま すけれ ども、 議員さ んの質 問をよ く聞い

て、 答弁を してく ださい 。

ｏ市 長公室 長（林 慎一 君） お答え いたし ます。

市 報につ きまし ては、 担当課 から原 稿なり いろん な資料 をいた だく中 で、市 報担当

が記 載をし 掲載し ている ような 状況で ござい ます。 この市 報につ きまし ても、 同じよ

うな 考え方 の中で 、特に 競輪事 業につ いて市 民に周 知して いただ くため に、競 輪事業

課か ら基本 的な文 をいた だいた 中で、 市報担 当者と 基本的 には詰 める中 でやっ ており

ます 。

責 任につ きまし ては、 これは 私、担 当部長 でござ います ので、 私も責 任があ るもの

とい うふう に理解 してお ります 。

ｏ十 一番（ 高橋美 智子君 ） 部 長と課 長がこ ういう 発言を 、内容 に対し てこう いう配

慮に 欠けた ような ことを 本当に 言える かどう かとい うのは 、皆さ んわか ってい ると思

うの です。 だれが これを 言った かとい うのは 。もう 多分言 わなく ても、 みんな はわか

って いると 思いま す。で すから 、こう いうこ とをい つもい いかげ んにし てきた 別府市

が、 また同 じこと をする のでは ないか と、私 はそう いうこ とを心 配して いるわ けです 。

そし て、例 えば先 ほど言 ったよ うに、 前のと きに建 設業者 に対し ての、 溝江建 設との

関係 、これ につい ては何 か市長 が先ほ ど訂正 という か、間 違いだ という ような ことを

言わ れまし たけれ ども、 もう一 度お聞 きしま すけれ ども、 市長は 、業者 との関 係が本

当に ないの か。知 人では ないの か。そ れをお 聞きし ます。

ｏ市 長公室 長（林 慎一 君） 前段の 部分に ついて 答弁さ せてい ただき ますけ れども 、

今回 の問題 につき まして は、結 果とし て非常 に当市 にとり まして 残念な 結果と いうよ
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うな 考え方 の中で 判決が おりた わけで ござい ます。 そうい った中 で、我 々も設 置許可

から 三年と いう考 え方の 中で基 本的に は文書 を書か せてい ただき ました けれど も、そ

れが 認めら れなか ったと いうこ とが、 今回判 決で出 たわけ でござ います 。そう いった

いろ んなこ とを考 えたわ けでご ざいま すが、 当初、 控訴に ついて も検討 いたし たわけ

でご ざいま すけれ ども、 最終的 には、 先ほど 助役さ んから もお話 がござ いまし たよう

に、 県内の 自治体 との争 いをこ れ以上 長引か せるべ きでは ないと いう判 断に立 った中

で、 この判 決を受 け入れ るとい うふう になっ たわけ でござ います ので、 御承知 いただ

きた いと思 います 。

ｏ市 長（井 上信幸 君） 先ほど も申し 上げま したが 、この 一般質 問上で 個人の プライ

バシ ーに関 する質 問につ いては 答弁す べきで はない という 基本的 な会議 規則が ござい

ます 。それ で今ま で私は 、私の ことだ けのみ ならず 、ほか の方の 他のこ とにつ いても

プラ イバシ ーを侵 害する ような ことも 多々あ りまし たけれ ども、 私は、 あえて ここで

答弁 しなか ったわ けでご ざいま す。今 の御指 摘の点 につい ては、 一口に 言って 一切あ

りま せん。 それは 、ベイ ビィラ ックと いう会 社と十 二、三 年前か らのお 取り引 きだと 、

これ は定か ではあ りませ ん。そ のお取 り引き であり まして 、逆に 溝江建 設なる ものと

は、 一切そ の時点 では私 は知り ません 。こう いうこ とを言 うと何 かまた 誤解さ れそう

でご ざいま すが、 正直に 言えば 言った でまた 誤解さ れる、 こうい うこと でござ います 。

それ と、日 田市と のそう いうい ろんな 問題点 の中で 、逆に 溝江建 設に直 接行っ てお会

いに なった 議員さ んもお られる ようで ござい ますね 。私は 、一切 お会い しなか ったの

です が、何 回かお 会いし ている 方がい らっし ゃるよ うでご ざいま す。こ れも議 員さん

方に いずれ 報告す る時期 が来れ ばしま すけれ ども、 私は一 切そん なこと で会っ てない

のに 、福岡 に出向 いて直 接お会 いされ たとい う、こ ういう 議員さ んもい らっし ゃると

いう ことを お聞き してお ります 。

で すから 、ここ ではそ ういう プライ ベート に関す る問題 につい ては、 私は差 し控え

させ ていた だきた い。い わばも う一度 言わせ ていた だきま すけれ ども、 そうい う点に

つい ては、 風聞と か風評 とかし ま憶測 とかデ マ、中 傷とか いいま すけれ ども、 一切な

いと いうこ とをは っきり とお伝 えして おきた いと思 います 。

ｏ十 一番（ 高橋美 智子君 ） で は、は っきり ないと いうこ とを、 そうい うふう に市長

が言 われま したの で、そ れはそ れとし てそう であろ うかと 思いま す。し かし、 先ほど

の、 この責 任につ いては 、だれ が責任 なので すか、 だれが 責任を とるわ けです か、こ

れに 対して 。もう 一度そ れを答 えてく ださい 。

ｏ市 長公室 長（林 慎一 君） お答え いたし ます。

裁 判には 、当然 のこと ながら 双方の 立場に よる主 張とい うのが ござい ます。 今回の

場合 は、残 念なが ら我々 の考え 方につ いて御 理解が いただ けなか った部 分がご ざいま

す。 したが いまし て、こ の関係 につい ては即 控訴と いう考 え方も あった わけで ござい
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ます けれど も、先 ほど答 弁させ ていた だきま したよ うに、 この問 題につ いては 、これ

以上 長引か せるの はいか がなも のかと いう判 断の中 で控訴 を断念 したよ うな状 況でご

ざい ますの で、そ の点、 この問 題につ いての 責任と いうも のにつ いては 、我々 は、我

々の 関係で そうい う記事 を載せ させて いただ きまし たけれ ども、 そうい うこと も御理

解を いただ いた中 でお願 いいた したい と思い ます。

ｏ十 一番（ 高橋美 智子君 ） 今 、室長 は二回 これを 言いま したね 。とい うこと は、大

分の 地裁が 、判断 が間違 いとい うこと ですか 。自分 たちが 、別府 の言い 分は正 しいの

だと 、まだ そうい うふう におっ しゃる わけで すか。 そうい うこと ではな いです か。私

たち は、別 府市の ことを 認めら れない から残 念だと 、そう いうこ とをお っしゃ ってい

る。 （発言 する者 あり） まだで すよ。 これは 、間違 いであ ったと いうこ とを謝 罪した

ので はない のです か。認 めたの でしょ う。認 めたの だから 、「す みませ ん」と 言うの

が本 当では ないの ですか 。まだ こうい う言い わけを して、 何回も 言いわ けをす る。大

分地 裁の方 は、あ なたた ちは間 違って いるの だ、そ ういう ことを おっし ゃりた いので

すか 。もし それな らば、 別府市 が正し いこと をして 、大分 地裁が 間違い の判断 を犯し

たな らば、 それに ついて 別府市 の不利 益にな るよう だった ら、あ なたた ちは本 当に控

訴す べきで しょう 。おか しいで はない ですか 。

ｏ市 長公室 長（林 慎一 君） お答え いたし ます。

私 がお話 しして いるの は、裁 判の過 程の中 で我々 も我々 として の主義 主張を させて

いた だきま した。 その結 果が、 このよ うな判 決にな ったわ けでご ざいま すけれ ども、

その 結果、 控訴を するか しない かの大 きな判 断の中 には、 実際的 に我々 は裁判 の結果

に対 しては 、粛々 とそれ に対し て対応 させて いただ きます けれど も、記 事その ものに

つい ての責 任につ いては 、そこ まで判 断をす るとい う考え 方では なくて 、控訴 の断念

につ いては 、総合 的な考 え方の 中でさ せてい ただい たとい うふう に理解 してい ただき

たい と思い ます。

ｏ十 一番（ 高橋美 智子君 ） こ れは間 違った 、間違 ったと いうこ とは、 記事が 間違っ

たの ですか 。記事 が間違 った、 書いた 中身が 、書き 方が間 違った 。配慮 が足り なかっ

たか ら、こ ういう 間違い で裁判 に負け たのだ 、そう いうこ とを言 ってい るので すか。

私は 、明ら かにこ の負け たとい う地裁 の判決 をやは りきち んと受 けとめ て、こ れは確

かに そうい う配慮 という か、書 き方が 足りな かった からこ ういう ことで 誤解を 招いた

かも しれな いとい う説明 がある ならば 、それ はやむ を得な いかな という 感じは いたし

ます 。しか し、後 から言 ったこ と、助 役が言 ったこ とは何 なので すかね 。自分 たちは

間違 ってな いと。 しかも 、この 議会で 議決し ている のです よね。 それな のに自 分たち

は進 出をす るのだ 、まだ あきら めてな いのだ という ことを はっき りと言 ってい るわけ

です ね。こ れは一 体何な のです か。そ こをち ょっと 説明し てくだ さい。

ｏ助 役（安 倍一郎 君） お答え をいた します 。
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こ の裁判 結果に つきま しては 、裁判 が間違 ってい るとか 、その 判決が 間違っ ている

とか 何とか という ことを 市とし て言っ ている わけで はない のです 。市の 主張が 、この

裁判 の中で 争った のです が、取 り上げ ていた だけな かった 。そう いう意 味で私 どもは 、

「市 として 不満で ありま す」、 こうい う言い 方をコ メント 等でも させて いただ いてお

ると ころで す。不 満では ありま すが、 やはり これは 県内の 自治体 と法廷 の場で これ以

上い わゆる 争いを 長引か せたく ない、 こうい う大乗 的な見 地から 市とし ては控 訴を断

念し た、こ ういう ことで ありま す。

そ れから もう一 点。今 回の裁 判につ きまし ては、 地方公 共団体 、これ は当然 のこと

なが ら公共 団体と しての 別府市 が訴え られた もので ありま して、 職員が 訴えら れたも

ので はない わけで ありま す。こ れは当 然のこ とであ ります 。そう いうこ とから 、いわ

ゆる 市の事 務事業 の執行 に関連 して発 生した この裁 判の結 果によ って職 員の責 任を問

うと いうこ とは、 一つは 事務事 業の効 率的な 運用に 今後支 障を来 す、こ れが一 点であ

りま す。そ れから 二点目 は、こ ういう 勤労者 保護、 それか ら職員 の士気 に関す ること 、

こう いった 点から 問題が ありま すので 、市と しては 、職員 の処分 につい ては考 えてお

りま せん。 こうい うこと を申し 上げて おりま す。

そ れから 、市と しての この責 任につ きまし ては、 先ほど 来室長 からも 申し上 げてお

りま すよう に、こ の判決 に従い まして 、一月 号の市 報、こ れにい わゆる 訂正文 を掲載

する 、そう いうこ とで粛 々と私 どもは 履行し てまい りたい 、こう いうふ うに考 えてお

りま す。

ま た、今 後この 判決の 結果に ついて は、私 ども十 分にこ れを学 びまし て、以 後こう

いう 市報の 掲載等 を行っ ていき たい、 こうい うふう に考え ており ます。

ｏ十 一番（ 高橋美 智子君 ） こ れは、 別府市 の名誉 にかか わるこ とだと 思いま す。あ

なた たちが 、自分 たちの 勝手で 責任を とると か、課 の責任 ではな いとか いう問 題では

私は ないと 思うの ですよ 。これ は、別 府市民 に迷惑 をかけ ている 、そう いうこ となの

です よ。た だ自分 たちが 、そこ で、そ の場で 、こう いうこ とは責 任をと らんで いいの

だと か、そ ういう ことを 何か便 宜上に 言って いるみ たいで すけれ ども、 責任は やはり

私は 市長に あると 思いま す。で すから 、この ことに ついて それを うやむ やにす るとこ

ろが 、私は やはり おかし いと言 ってい るので す。だ から、 これに ついて は地裁 の判決

をち ゃんと 認める べきコ メント をしな ければ いけな い、そ ういう ふうに 思って います 。

です から、 そうい うよう な助役 がいろ いろ後 をつけ たよう な言い 方をし たこと は、明

らか に間違 いであ る。別 府市民 にとっ てのイ メージ をまだ 悪くす るとい うふう に思い

ます 。

そ れから ……（ 発言す る者あ り）、 市長、 言いた いこと がある なら言 ってく ださい 。

（発 言する 者あり ）

ｏ議 長（首 藤 正 君） 十一番 議員さ ん、続 けてく ださい 。
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ｏ十 一番（ 高橋美 智子君 ） だ から、 あなた たちは 本当に 市民の ことを 思って 言って

はい ないの ですね 。自分 たちの ことば かり思 って言 ってい るので はない か。あ る人を

守る という ような 方便を とりな がら、 本当に 市民は どうい う感情 をもっ てこれ につい

て受 け、マ イナス になっ ている かとい うこと を考え ていら っしゃ らない 、そう いうふ

うに 思いま す。

そ れから 、日田 市と国 の裁判 が今あ ってい ますね 。自転 車競技 法には 、設置 される

自治 体の保 護規定 がない という 国側の 判決が 十月一 日です か、第 九回公 判であ りまし

たで すね。 そのと きに一 番問題 になっ たのは 、この 保護規 定。原 告適格 がない という

主張 ですね 。これ が、今 私たち の別府 市のこ の訂正 記事に よって 日田市 の原告 適格を

認め たので すよ。 こうい うとこ ろは、 私は大 変意味 がある 判決だ と思っ ている わけで

す。 という のは、 この原 告適格 という ことは 、地方 公共団 体が社 会的活 動を行 うこと

は、 社会的 評価が 基礎に なって いる点 で、私 法人の 場合と 同様に 扱うと いう結 果を地

裁が 出して いるの ですね 。です から、 国の判 決がこ れをも しも認 めるな らば、 地方分

権と いうか 、そう いうこ とがき ちんと うたえ る、そ ういう ことで これか ら国の いろん

な人 たち、 また地 方の裁 判でも これは 注目を してい るわけ ですよ ね。

そ れで、 先ほど 伊藤議 員が言 われた ように 、市長 が本当 にこれ につい て日田 市と別

府市 がこれ 以上争 う、そ ういう ような ことは やめて ほしい 、やめ たいと いうな らば、

この 判決の 一月二 十八日 の結果 が出る 前に、 むしろ このこ とにつ いて地 方自治 法につ

いて を認め てもら う、そ ういう ような 動きを される のがい いので はない か。こ れは日

田市 の地方 自治権 を認め ないと いうこ とは、 別府市 のこれ からい ろいろ 飛び火 してく

るい ろんな 問題、 別府市 にかか っても この地 方自治 権に認 められ ないと いうこ とにな

るわ けです から、 そうい う点に おいて も別府 市は、 やはり 地方自 治権を 持つ、 これを

認め るなら ば、市 長が建 設業者 と知り 合いで はない と言っ ていま したけ れども 、これ

を話 し合い で何と か断念 できる ような 話をす るなら ば、私 は、本 当に地 方分権 の法と

して の、言 わば日 本の国 内で今 裁判闘 争をい ろいろ されて います けれど も、こ れは本

当に 第一審 の一番 最初の 地方分 権を認 める判 決にな るので はない か、そ して、 それを

市長 がみず から回 避した 、そう いう知 恵が生 まれた 市長で ある、 そうい うこと が評価

され るので はない か、そ ういう ふうに 思うの ですけ れども 、これ につい てはい かがで

すか 。

ｏ観 光経済 部長（ 池部 光君） お答 えいた します 。

今 、国と 日田市 と現在 裁判中 でござ います 。先ほ ど議員 さんが おっし ゃった ように 、

一月 二十八 日に判 決があ るわけ でござ います ので、 その辺 の原告 適格等 につき まして

のコ メント といい ますか 、御答 弁は差 し控え させて いただ きたい 。

ｏ十 一番（ 高橋美 智子君 ） 地 方自治 権で、 あなた たちが するこ れから の行政 のこと

なの ですよ 。国が するわ けでは ない。 別府市 の行政 として どうす るべき かとい うこと
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を問 われる わけで すよ。 ですか ら、国 と今、 日田市 はその 争いを してい るわけ ですか

ら、 別府市 はそう いう解 決を望 まない で、別 府市独 自の解 決を市 長のサ イドで できな

いか 。それ は今言 ったよ うに、 業者と の話し 合いが できて 断念で きない か、そ ういう

こと ができ ません かとい うこと をもう 一度市 長に聞 きます 。

ｏ助 役（安 倍一郎 君） お答え をさせ ていた だきま す。

地 方自治 権とい う今お 話があ って、 ちょっ と私が 意味を 取り違 えてい るかも わかり

ませ んが、 この問 題は、 今、現 実に国 と日田 市で争 われて いる内 容その ものだ と思い

ます 。だか ら、そ のこと につい ては、 やっぱ り私ど もは、 別府市 といた しまし ては、

一月 二十八 日の判 決を見 守るべ きだ、 こうい うふう に考え ている ところ でござ います 。

それ から、 今の議 員さん の御意 見につ きまし ては、 一つの 御意見 として 承って おきた

い、 こうい うふう に思い ます。

ｏ十 一番（ 高橋美 智子君 ） 私 は、そ のこと はもう わかり きった ことな のです 、今助

役が 言った ことは 。だか ら、そ の一月 二十八 日に判 決が出 る前に 、市長 ができ ること

が、 判断が あるで はない か、そ のこと をする ことが 、本当 に全国 に向け たＰＲ 、別府

市が こうい うふう なこと をし、 市長み ずから がこう いう形 で働い て、こ ういう いい方

向を 生み出 したと 、そう いうこ とが本 当に別 府市を 高める のでは ないか 。そし てまた 、

市長 も名解 決にな ると、 私はそ れを申 し上げ たいわ けです 。笑っ ていら っしゃ います

けれ ども、 地方自 治の今 、世の 中はい ろいろ 変わっ てきて いるの ですよ 。私も これ、

日田 訴訟に ついて 随分勉 強しま した。 そして 、自治 権の尊 重が一 番大事 だとい うふう

に私 は思い ました 。です から、 この自 治権を 尊重す るなら ば、日 田の自 治権を 尊重す

る判 決が出 るか出 ないか わかり ません けれど も、し かし、 別府市 が本当 に自治 権を認

める とする ならば 、その 前に本 当にそ ういう 争いを しない 方法を 考える 知恵も 市長と

して 必要で はない か、そ ういう ことを 私は申 し上げ ておき ます。

そ れでは 、余り わかっ ていら っしゃ らない ような ので… …（笑 声）次 に、文 化財に

つい て聞き ます。

別 府市の 文化財 につい て、一 番の方 は飛ば します 。東別 府駅舎 につい て新聞 とかマ

スコ ミなど でしか はっき りした ことが わから ないの ですが 、また 、これ につい て陳情

が出 ていま す。ま ちづく りの方 たちか らの陳 情を受 けてい るよう ですけ れども 、これ

が今 、別府 市はど のよう な方向 で進も うとし ている のか、 今どう いうふ うにな ってい

るの か、そ ういう 経過を 教えて くださ い。

ｏ生 涯学習 課長（ 弥田弘 幸君） お答 えいた します 。

経 過につ いてち ょっと 御説明 申し上 げます が、こ としの 七月下 旬にＪ Ｒの方 から、

東別 府駅の 建てか えにつ いて通 知があ りまし て、我 々も初 めて計 画を知 ったと ころで

ござ います 。生涯 学習課 では、 東別府 駅は近 代化遺 産であ り、現 在も使 用され ている

施設 で、文 化財と しての 価値が あると ころか ら、別 府市文 化財調 査員に 現地視 察をい
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ただ きまし て、意 見を受 けまし てから 、八月 三十日 付ＪＲ に保存 につい ての要 望書を

提出 したと ころで ござい ます。 ＪＲか らは九 月十九 日付で 回答書 をいた だきま したが 、

内容 は、相 当の助 成等が 見込め なけれ ば、建 てかえ ること を前提 に進め ていく という

内容 でござ いまし た。十 月十八 日、別 府市文 化財調 査員会 議を開 きまし て、Ｊ Ｒから

の回 答書の 内容を 説明し 、今後 の取り 組みを 協議し たとこ ろでご ざいま す。県 下に存

在す る駅舎 におい て、東 別府駅 は、最 も当時 のおも かげを 残して いる駅 舎で、 特に現

在も 使用さ れてい る施設 であり 、保存 が望ま れてい る施設 で、市 にとり まして も重要

なも のとの 認識か ら、市 指定の 有形文 化財に 指定し 、助成 も視野 に入れ て修復 保存の

方向 で現在 検討し ている ところ でござ います 。

ｏ十 一番（ 高橋美 智子君 ） 何 か今度 は教育 委員会 も早く 取り組 んで、 浜田温 泉の一

つの ああい う教訓 があっ たから かなと いうふ うに思 います けれど も、こ れはそ れとし

て本 当に一 生懸命 頑張っ て取り 組まれ たとい うこと を評価 いたし ますが 、この 指定、

ＪＲ は個人 的なも のです よね、 ＪＲの 法人と いいま すか、 それの もので ある。 だから 、

例え ば浜田 温泉の 場合は 市のも のであ るわけ ですか ら、そ れの違 いがあ るにも かかわ

らず 、こう いう早 く取り 組んだ という ことで すね。 そして 、これ は、そ の前提 になる

もの が大分 県の近 代化遺 産の総 合調査 をする ことに よって 認めら れたと いう平 成六年

度の 、そう いう一 つの調 査があ るため に、こ ういう ことも きちん と教育 委員会 が言わ

れた のでは ないか と思い ます。

そ れで、 今聞き ますと 、ちょ っとわ からな いので すが、 現状保 存とか 修復保 全です

か、 するこ とを方 向とし て考え 、そし て、そ れにつ いてＪ Ｒも同 意をし たいと いうよ

うな ことで 取り組 んでい る、そ ういう ことで ござい ますか 。

ｏ生 涯学習 課長（ 弥田弘 幸君） お答 えいた します 。

現 在のＪ Ｒの東 別府駅 舎は、 明治四 十四年 に建設 された もので ござい まして 、すで

に雨 漏り等 のため に屋根 地も傷 んでお るとい うよう なこと を聞い ており ます。 それと 、

内外 装も傷 んでい るとい うよう なとこ ろから 、修復 しなけ れば残 すこと ができ ないと

いう ような ＪＲの 意向で ござい ます。 そうい うとこ ろから うちの 方は、 先ほど も言い

まし たけれ ども、 文化財 調査員 の会議 に諮り まして 、こう いう話 が来て いると いうよ

うな ところ から、 文化財 調査員 の方も 、これ は残す 方向で という ような 示唆も いただ

いて おりま すので 、その ような 形で取 り組ん でおる という ような ところ でござ います 。

ｏ十 一番（ 高橋美 智子君 ） そ うした ら、こ れは、 別府市 の指定 文化財 にきち んとし

て、 そして 助成も 考えて したい という ことを 考えて おられ るのだ と思い ますの で、こ

れに ついて は別に 異論が あるわ けでは ありま せん。 私は、 この東 別府の 駅舎を 見まし

て、 その当 時、大 変寄附 された 人たち がたく さんい て、そ の石像 が建っ ており ますね 。

すご いなと 思った のです 。こう いうふ うに昔 の人た ちはや っぱり 偉いな と思い ました

ね。 これだ けの寄 附をさ れて、 地域の 人たち の思い がいっ ぱい生 かされ た駅舎 という
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か、 その価 値を認 めない 人は古 いとい うふう に思わ れるか もしれ ません けれど も、や

はり そうい う文化 財の認 識を教 育委員 会が価 値づけ といい ますか 、それ をきち んとし

てい ただい たこと が、や っぱり よかっ たなと いうふ うに思 ってお ります 。それ でした

ら、 ぜひこ の保存 ・修復 に向け ての皆 さんの 要望に 沿うよ うに努 力して いただ きたい

とい うふう にお願 いいた してお きます 。

で は、次 にまい ります 。次は 介護保 険事業 計画の 改定に ついて 。

よ ろしい ですか ね。す みませ ん、ど うも。 この介 護保険 が今、 一期が 終わり まして

二次 計画を 大詰め の段階 だと思 います 。総括 をされ て次の 計画に 進まれ ている と思い

ます 。私は ちょっ と検討 委員会 の資料 を見せ ていた だきま したけ れども 、現状 の認識

がほ とんど 変わっ ていな いとい うか、 出てい ないと いうふ うに思 いまし た。そ れから 、

大ざ っぱに いえば 、今ま での一 期事業 内容、 サービ スはほ とんど 変えな いで現 状のま

ま、 ただ、 内容の 質につ いて考 えてい くとい うよう な、そ ういう ことで はない かとい

うふ うに思 います 。介護 保険が 始まり まして 、本当 に担当 課は大 変だっ たと思 います 。

新し い制度 の導入 とか大 幅な改 革の中 で何と か事務 事業を こなし ていく のが精 いっぱ

いだ ったと 、そう いうふ うに思 います 。しか し、こ れは地 方分権 の試金 石と言 われた

よう に、市 町村で の格差 がすご い。本 当にや ってい るとこ ろはす ごいこ とをや ってい

ます 。そし て、別 府市は といっ たら、 私は少 しやは りおく れてい るので はない かな、

でも 頑張っ ている なとい うふう に思っ ていま す。特 に私は 、一期 の実施 の反省 から、

二期 計画の 中にぜ ひ議論 をして いただ きたい 。あと 一回し か検討 委員会 がない という

ふう にお聞 きいた しまし たので 、ぜひ このこ とにつ いての 御議論 をして いただ きたい

とい うふう に思っ て、提 案して おきま す。

施 設につ いてで すけれ ども、 介護保 険の目 的は、 介護を 社会全 体で支 える仕 組みで

あり 、在宅 介護を 推進し ている はずで 本当は あった と思う のです 。介護 度が、 軽い間

は家 族で介 護して 、重症 化すれ ば施設 入所を 希望す るケー スがま たたく さん相 次いで 、

待機 者が相 当数が ありま す。そ れで、 基本的 には在 宅介護 よりも 施設介 護の方 が、費

用面 でも恵 まれて いる点 が、特 にこう いう現 実を皆 さんが 入れた 方が得 だとい うふう

に思 われて いるこ とがあ ると思 うので す。そ れで、 在宅サ ービス がそれ に追い つくか

どう かわか りませ んけれ ども、 それに 見合う ように 在宅サ ービス をしっ かりと やって

いか なけれ ば、こ の改正 はでき ないと 思うの です。 この在 宅サー ビスの 充実を 二期計

画に どうい うふう に生か してい こうと してい るのか 、その 点につ いてお 答えく ださい 。

ｏ介 護保険 課長（ 杉田 浩君） 介護 保険制 度が、 十二年 より発 足し早 三年目 を迎え

まし て、お おむね 順調に 推移し ている と安堵 してい るわけ でござ います 。そう いう中 、

今回 、次期 第二次 の基本 計画に 取りか かって いる現 状でご ざいま すが、 御指摘 の件に

つい てお答 えいた します 。

介 護保険 は、被 保険者 が要介 護状態 となっ た場合 におい ても、 可能な 限りそ の居宅
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及び 地域に おいて 、みず からが 選択し た介護 サービ スを受 けなが ら、自 立した 日常生

活を 営むこ とがで きるよ うに配 慮され た制度 でござ います 。しか しなが ら、介 護保険

が始 まって 三年目 を迎え ている のにも かかわ らず、 施設サ ービス 志向が 高いわ けです

が、 その要 因とい たしま して、 介護保 険の誕 生によ り家族 介護が 軽減さ れてい るのに

対し て、そ の軽減 された 介護で さえも 現実に は家族 が担う ことが 困難と 考えら れてい

たり 、施設 サービ スの方 が、サ ービス 量から 見ると 負担額 が低い とか、 介護保 険にお

ける 在宅サ ービス の多種 多様性 が浸透 されて いない などが 考えら れるわ けです が、こ

れら の問題 点は、 今後、 介護報 酬の見 直しや 在宅サ ービス の状況 提供、 居宅で サービ

スを 受ける ための 住環境 の整備 等、利 用者と 保険者 とが一 体とな って具 体的な 取り組

みを 掲げて 、少し でも介 護保険 の目的 である 在宅重 視に向 けて努 力する ことが 大事で

ある と考え ており ます。 したが いまし て、施 設につ きまし ては、 在宅重 視とい う法の

趣旨 からも 、今後 、国の さんし ゃく基 準も大 きく伸 びるも のでは ありま せんし 、別府

市に おきま しても 、次期 事業計 画は微 増にと どまっ ている 現状で ござい ます。

そ のよう な中、 在宅重 視の観 点から 、在宅 サービ スの充 実を図 るには 、まず 家族が

要介 護者を 見てい くため の意識 の啓発 。例え ば家庭 や地域 で介護 してい く力を 養うた

め、 保健や 福祉と の連携 を深め 、それ らを総 合的・ 一体的 に介護 サービ スに掲 げてい

くこ との体 制づく りが必 要だと 考えて おりま す。

ま た、在 宅サー ビスの 充実と ともに 、質の 向上の ために は、在 宅サー ビスを 提供す

る事 業者及 び在宅 介護計 画を作 成する ケアマ ネージ ャーの 資質の 向上に 向けて 取り組

んで いきた いと考 えてお ります 。

ｏ十 一番（ 高橋美 智子君 ） 課 長、そ のとお りなの ですけ れども 、具体 的にど ういう

こと をする のかと いうの を言っ てほし かった のです けれど も。特 に特別 養護老 人ホー

ムの 待機者 なんか は大変 多いで すね。 まだこ れ、解 消され てない のです けれど も、私

たち は、こ の介護 の社会 化を進 める一 万人市 民委員 会大分 という 、こう いう冊 子でつ

くっ たので すけれ ども、 これは 、大分 県下の 特養を 全部聞 き取り 調査を して、 大分県

下の 全部特 養の状 態を調 べまし た。た ぶん担 当課も こうい う施設 のこと につい て調べ

ると 、本当 はたっ た一つ のとこ ろでも 大変だ と思う のです よ。そ れはた ぶん行 ったら

おわ かりに なると 思いま す。私 たちは 、そう いう一 つの会 でして いまし て、い ろんな

人た ちから も支援 をされ て、そ ういう 会が調 査をさ せてい ただい たとき に、ほ とんど

大分 県下は やっぱ り随分 変わっ たなと いうこ とを感 じるの です。 特養の 施設は 、本当

に開 放され てきま した。 そして 、割と 調査の いろん なこと もきち んと正 確に出 してい

ただ きまし た。そ れは別 府市に も言え ること です。 しかし 、別府 市はや っぱり 何カ所

かは 大変ま だ閉鎖 的とい うか問 題があ ると私 は考え ていま す。そ ういう 点から もちょ

っと ここで 御報告 します けれど も、こ の調査 の中で 別府市 の特養 の待機 者をち ょっと

数だ け言い ます。 百四十 名、そ れから 二百名 、百三 名、そ れから 三百二 十六名 、百五
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十一 名、百 五十四 名。こ れは六 施設の ことで す。全 部で合 計しま したら 千七十 四人が

待機 者です 。そし て、ダ ブりも これは あると 思うの で、実 数は半 分以下 ではな いかと

思っ ていま すが、 四百か ら四百 五十ぐ らいが 大体待 機をし ている のでは ないか と思い

ます 。

そ れで、 この待 機者が 減らな いとい う現実 がある わけで すけれ ども、 これに ついて

対処 をどの ように 考えて いるの かを教 えてく ださい 。

ｏ介 護保険 課長（ 杉田 浩君） お答 えいた します 。

待 機者の 件でご ざいま すが、 私たち のとこ ろにお きまし て、本 年六月 の調査 におい

て特 別養護 老人ホ ームへ の入所 待機者 は、四 百名を 少し超 えたぐ らいと 推計し ており

ます 。この 対策で ござい ますが 、本年 八月に 厚生労 働省よ り、必 要性の 高いも のの優

先的 な入所 に努め るよう 義務づ けるこ とにつ きまし て、具 体的な 指針を 作成す ること

が適 当であ るとの 判断が 、地方 自治法 第二百 四十五 条の四 の規定 に基づ く技術 的助言

とし て発布 されま した。 これを 受けま して、 本年十 一月六 日に大 分県と 大分県 老人福

祉施 設協議 会から 、特別 養護老 人ホー ム入所 指針が 示され 、介護 の必要 の程度 及び家

族等 の状況 を勘案 した入 所検討 委員会 を設置 し、入 所決定 過程の 透明性 ・公平 性を確

保す るよう に、各 施設に 対して 通知さ れたと ころで ござい ます。 これに より、 今後、

各施 設につ きまし ては、 入所基 準を定 めた上 で適正 な入所 決定が 行われ るもの と考え

てお ります 。

一 方、市 といた しまし ては、 第二期 事業計 画の策 定に当 たりま して、 介護の 基本理

念で ある在 宅サー ビスの 基盤と のバラ ンスに 配慮し た施設 サービ ス基盤 の拡充 に努め

てま いりた いと考 えてお ります 。

ｏ十 一番（ 高橋美 智子君 ） そ れはマ ニュア ルどお りなの ですよ ね、課 長がお っしゃ

って いるの は。だ から別 府市は どうす るかと いう方 法です ね。待 機者を 減らす 方法で

すよ ね。そ れをや っぱり 別府で 考えな ければ いけな い。施 設に丸 投げし たら、 本当に

透明 性とか 言葉で 言って も本当 に解決 できな いので すよ。 これは 、今ま ででき ないか

らこ ういう ふうに ずっと 解消し ないま ま残っ ている わけで すよ。 そうい うこと だと思

いま す。

そ れで、 この特 養ホー ムです ね。実 際に全 国の自 治体で 先着順 でした ですね 。それ

を必 要度順 に改め る動き が広ま ってい るわけ ですね 。これ は実際 に神戸 市が待 機者が

半分 以下に なった という 実績が 上がっ ていま す。こ れにつ いては 、神戸 市では 介護保

険の 導入さ れた二 〇〇〇 年ーー 別府市 も同じ ように ーー特 養への 申し込 みが増 加した

わけ です。 結局、 入所で きない のでは という ような ことで 心配を されて 、申し 込みが

あっ たのが 、その 当時千 五百人 だった 入所待 機者が 、十二 月には 四千二 百人も なった

そう です。 それで 、これ につい てこう いうよ うなこ とをす ると、 やはり いつま でたっ

ても 解消で きない という ことで 、特養 の中身 をいろ いろと 改善し たこと もあり ますけ

−７１−



れど も、特 に担当 者は、 先着順 という と、別 府市も 問題が ありま すよね 、いろ いろ問

題が あると 思いま す。そ れで、 この順 番どり のため に元気 な間に 申し込 んでお って、

複数 の特養 に並行 して応 募する 人が多 いので 、だん だんふ えてい くわけ ですね 。だか

ら、 これで やった ら、み んなは 心配す るばか りなの です。 それで 、この ままで は本当

に必 要とす る人の 順番が 回って こない という 危機感 を深め て、福 祉施設 の団体 と協議

をし て、必 要度順 に改め た基準 をスタ ートさ せてい るわけ です。 この新 基準は 、介護

度と 在宅サ ービス の利用 率を点 数換算 し、点 数が高 い人か ら入所 できる 仕組み 。もう

詳し くは言 いませ ん、こ れはま た資料 が要っ たら言 ってく ださい 。そし て、導 入後に

この 待機者 は半分 になっ ている のです ね、半 数にな ってい る。そ して、 一番こ れが大

きく 働いた のでは ないか という ことは 、担当 者、ケ アマネ ージャ ーが、 必要な ときに

申し 込めば 大丈夫 という ことで 、そん なに心 配しな いでい いよ、 入れる よとい うこと

をち ゃんと 言って 説明を して、 先延ば しをし ないと いうよ うなこ とをし たそう です。

それ が、大 変功を 奏した という ことで ありま す。

特 に私は 、大阪 が導入 しかけ ている ので、 これは 別府市 に当て はまる なと思 ったの

は、 六十五 歳以上 の世帯 の三五 ％がひ とり暮 らしと いう、 大阪市 もこの 先着順 をやっ

ぱり 見直し ている のです 。特に 別府市 は多い ですよ ね、ひ とり暮 らしと か、そ れから

老人 二人世 帯です ね。こ ういう のが別 府市の 特徴だ ろうと 思いま すので 、そう いう解

消を するた めにも 、やは り私は このや り方を 学ぶべ きでは ないか なとい うこと を御提

案を してお きます 。でも 、これ は先ほ ど課長 がおっ しゃっ たよう に、特 養の待 機者が

多い という のは、 あくま で在宅 サービ スが質 ・量と もに不 足して いるか らです ね。こ

うい う自宅 でも安 心して 介護で きる体 制をつ くると いうこ とがま ず一番 だろう と思い

ます ので、 そうい うこと に御尽 力をお 願いし たいと 思いま す。

別 府市の 場合、 この施 設の待 機者が 四百人 とさっ きおっ しゃっ たので 考えて みます

と、 私は、 神戸方 式でい くなら ば二百 人ぐら い、半 数でで きると いうふ うに思 ってい

ます が、そ の中の 二百人 のうち の百人 、九十 七床は 、別府 市でや ってな いこと があり

ます よね、 四億五 千万近 くの黒 字を出 してい ますよ ね。グ ループ ホーム のこと をやっ

てな いと思 います 。グル ープホ ームは 、県も 計画に 乗り、 実際に やって ほしい という

オー ケーが 出てい るのだ けれど も、別 府市は やって なくて 、四億 五千万 円の黒 を持っ

てい る、そ ういう ことで すから 、私は 、ぜひ この九 十七床 の枠が あるの をやは り早急

に別 府市は 取り組 むべき だ、そ ういう ふうに 思って います けれど も、こ れにつ いては

どう ですか 。

ｏ介 護保険 課長（ 杉田 浩君） お答 えいた します 。

そ れと、 先ほど の優先 入所の 件も、 せっか くいい 制度が できま したの で、私 たちも

皆さ んにそ こら辺 の御説 明はし ていき たいと 考えて おりま す。

そ れから 、グル ープホ ームの 件でご ざいま すが、 痴呆性 高齢者 の対策 といた しまし
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て、 介護保 険制度 創設期 より痴 呆対応 型共同 生活介 護であ るグル ープホ ームの 重要性

が、 以前よ り叫ば れてお りまし た。別 府市に おきま しては 、平成 十三年 度まで には一

事業 所の定 員九名 であり 、当初 計画を 大幅に 下回っ ていた 状況で ござい ますが 、本年

十月 に新た に一事 業所が 開設し 、また 年度末 にはも う一つ の事業 所が開 設予定 となっ

てお ります 。平成 十五年 度以降 につき まして も、す でに複 数の開 所希望 事業者 が、大

分県 に事業 所指定 の申請 をして おり、 現時点 におき まして 、開設 予定が すでに 計画人

数に 達して いる状 況でご ざいま す。

ｏ十 一番（ 高橋美 智子君 ） そ れで、 ぜひで すね。 県は、 何か一 つはい い方向 を示し

ても 、いろ いろな ことが 、すっ と言う ほど簡 単には してな いよう なとこ ろもあ るよう

です ので、 別府市 が、や っぱり 頑張っ てこれ を早く 実現を してい ただき たい、 そうい

うふ うにお 願いを してお きます 。

そ して、 その後 にこれ 、質の 向上な どとか 、別府 市は介 護保険 が主に なって います

が、 本当は 違うの ですよ ね。機 構改革 の上で は高齢 者福祉 があっ て、そ して一 つに介

護保 険があ って、 そして 地域福 祉があ る、そ ういう ふうな 機構で ないと おかし いと思

って いるの です。 それな のにい つまで も、今 、別府 市は一 生懸命 介護保 険ばか り言っ

て、 私たち も言っ ていま すけれ ども、 本来は 高齢者 福祉は どうい うふう な地域 福祉計

画を つくる かとい うこと を一本 化して やらな いとい けない のだけ れども 、今は 介護保

険の 計画し か出て いませ ん。で すから 、また 三月議 会でも お聞き します けれど も、高

齢者 福祉そ れから ゴール ドプラ ンです ね、そ れから 地域福 祉計画 、これ を一体 化した

もの を考え ていた だきた いとい うこと をひと つお願 いした い。

そ れから 、質の ことも 実際に 施設と かいろ いろ行 ったら わかる と思い ますけ れども 、

なか なか簡 単には それは わから ないで すね。 でも、 いろん な調査 をしな いとわ からな

い。 だから 、そう いうこ とをや はりも う別府 市がそ ろそろ 考えて 、第三 者機関 でもや

はり いろん なこと を考え ながら してい くよう な方向 をお願 いした いとい うこと をお願

いし て、こ の介護 保険に ついて は、も う質問 を終わ ります 。

そ して、 あと残 された 時間は ちょっ としか ありま せんの で、最 後に、 「別府 市の声

を公 平・公 正に扱 うため に」と いう質 問を出 してお ります 。先ほ ど、市 長の政 治姿勢

とい うこと で随分 いろん な方か らお話 が出ま した。 私も、 本当に 市民の 声をみ んなに

公平 に聞い ている のかな という ことを 、今の 市長が やって いるの かなと いうと 、何か

どう も二階 のあの 部屋は 、ちょ っと「 伏魔殿 」と言 ったら 悪いけ れども 、何か 閉鎖的

であ る。そ して、 なかな か言い わけを して入 れてく れない 。そう いうよ うな話 を聞き

まし た。そ れで私 は、実 際にど ういう ぐあい に、私 ももう 八年近 く議員 をして いて市

長室 に入っ たのは 、団体 の方と の陳情 のとき に三回 ぐらい しか入 ってお りませ んけれ

ども 、本当 に入る のが難 しいの だなと いうこ とを感 じたの ですけ れども 、それ で、こ

の別 府市の 例えば 市民の いろん な人た ちの陳 情が上 がって 、そし てどう いうふ うに事
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務処 理をし て市長 まで行 って、 そして どうい うふう に解決 をして いるの かを、 簡単に

お話 をして くださ い。

ｏ広 報広聴 課長（ 古圧 剛君） お答 えいた します 。

要 望等の 対応に つきま しては 、本来 なら市 長が直 接対応 するの がいい のかと 思いま

すが 、市長 は、公 務で不 在の場 合とそ れから 外に出 ている 場合も ござい ます。 そうい

うこ とでお おむね 対応に つきま しては 、助役 以下担 当部課 長の職 員で対 応して おりま

す。 しかし ながら 、助役 以下担 当職員 で対応 した場 合でも 、その 都度上 司に報 告して

判断 を仰ぐ ように いたし ており ます。

ｏ十 一番（ 高橋美 智子君 ） 大 概、陳 情とか 要望と かいう のは、 文書を 書いて いろい

ろな 署名を して、 そして 皆さん の意見 を持っ てきて いる。 だから 、本当 は市長 が一番

会っ てほし いわけ です。 市長に 会って 話をし ていた だきた いとい うか、 回答を 求めた

いと いうの が、み んなの 意見で あろう と思う のです 。

と ころが 、各課 に半分 以上は 回して います よね、 半分ぐ らいは 回して います ね。そ

れで 、実際 にそう いう要 望がど れぐら いあっ たのか と聞い たら、 こんな 数では ないと

私は 思うの ですけ れども 、十一 年度に 五十二 件ほど あった 。それ から十 二年は 六十一

件、 それか ら十三 年度は 二十八 件、十 四年度 は三十 八件で すね。 これは 、実際 に十何

件か しか市 長は会 ってな いと、 そうい うこと になっ ている のです けれど も、私 は、そ

の陳 情書を 出して 市長に 何度も 何度も そうい う要望 をしな がら全 然会え なかっ た人た

ちの ことを 知って いるも のです から、 本当に こうい う処理 がされ ている のか。 また、

私た ちも課 へかな りの署 名を毎 年毎年 持って いくに もかか わらず 、ある 課にど こかに

ぽん と置か れてい るのか わから ないの ですけ れども 、その 回答も はっき り出し てない 。

そう いうよ うな事 務的な 処理を きちん とされ てない 嫌いが あると 思うの ですが 、これ

につ いては どうで すか。

ｏ広 報広聴 課長（ 古圧 剛君） お答 えいた します 。

ち なみに これは 市長が 直接会 ったと いう件 数では なくて 、要望 の件数 という ふうに

私は 出した つもり でござ います 。今年 度、十 四年度 の中で 、この 中で市 長が会 われた

のは 、私が 記憶し ている 限りで は五件 ぐらい ではな いかと 思いま す。ち ょうど これは

市長 の公務 の都合 で時間 がとれ たとい うこと で会っ ていた だいた という ことだ と思い

ます 。

そ れで、 例えば 市長が 会われ る場合 でも、 その都 度、担 当部課 長の見 解とい うもの

を求 めてお ります ので、 要望に 対して 、会わ なかっ たから 無視さ れたと いいま すか、

要望 が通ら なかっ た、そ れから 、会っ たから 要望が 通った という ような 扱いは してな

いつ もりで ござい ます。

ｏ市 長公室 長（林 慎一 君） お答え いたし ます。

先 ほど、 「伏魔 殿」と いうよ うなち ょっと 言葉が 出たわ けでご ざいま すけれ ども、
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非常 に何か 我々と しては 、何か 魔物が いると ころと いうふ うに見 られて いるの かなと

いう ことで 、この 言葉に ついて は非常 に心外 である という ふうに 思って おりま す。

陳 情・要 望につ きまし ては、 極力日 程を調 整する 中で対 応いた してお るわけ でござ

いま すが、 御存じ のよう に、市 長は、 土曜日 ・日曜 日、そ れから 勤務時 間の内 外を問

わず 非常に 多忙な ような 状況の 中で、 休みも とれな いよう な状況 でござ います 。そう

いっ た中で 極力調 整をさ せてお 会いさ せてい ただい ておる わけで ござい ますけ れども 、

また 、陳情 ・要望 をされ る方の 中には 、逆に マスコ ミさん の方に 先に流 して、 もうこ

の日 程でと いうこ とでお 話に来 る方も いらっ しゃい ますし 、また 、全然 何もア ポもな

しに 私ども の方に 参る場 合もご ざいま す。こ ういっ たこと もござ います けれど も、今

後と も、先 ほど課 長から も話さ せてい ただき ました けれど も、市 長が公 務多忙 という

こと で助役 以下で 対応す る場合 がござ います けれど も、こ れにつ きまし ても、 すべて

上司 に報告 する中 で対応 させて いただ いてお ります 。

そ れから 、先ほ ど言わ れまし た担当 課で受 け付け る分と いうの がござ います 。これ

につ いては 、さき の議会 におい て高橋 議員さ んの方 からも その点 につい て御指 摘も受

けて おりま す。そ れで、 我々と しても 担当課 の方に そうい う陳情 ・要望 の取り 扱いに

つい て一度 文書で 出した わけで ござい ますが 、その 点につ いては 、まだ 徹底し てない

分が ござい ますの で、こ の点の 事務取 り扱い につい て再度 、文書 を出す 中で調 整をさ

せて いただ きたい という ふうに 思って おりま す。

ｏ市 長（井 上信幸 君） いろい ろ御指 摘をい ただき ました が、私 も八十 に及ぶ 課の決

裁を しなけ ればい けませ ん。そ れぞれ の部長 の御意 見、助 役、三 役の御 意見そ れから

課長 の御意 見、そ ういう ものを 承りな がら毎 日決裁 をして おりま す。ま た、外 部との

いろ んな行 事、土 曜日も 日曜日 もなく 海外か らのお 客様、 また県 外から のお客 様、市

外か らのい ろんな 会合、 これに 出てく れ、出 てくれ と。や はりそ こにも 出て私 どもは

極力 、市民 として 、ひと り市長 として その対 応をさ せてい ただい ており ます。 別に私

は、 遊んで いて皆 様方に お会い せんと いうわ けでは ござい ません 。この 辺はひ とつ十

分に 御理解 をいた だかな ければ ならん と思い ます。

そ れと、 やはり その時 間帯が ちょう ど重な る場合 がござ います 。その 重なる ときに

私が 行けな いとき には、 どうし ても助 役ある いは部 長に行 ってい ただか なけれ ばなら

んこ ともあ るし、 私が不 在のと きには 、その 留守番 役とし て応対 をして もらわ なけれ

ばな らんこ とがあ ると思 います 。こう いうこ とでい ろいろ ござい ますが 、ちょ っとど

うい う意味 で言わ れたか 知りま せんが 、市長 室は蛇 が出た り魔物 が出る ところ ではご

ざい ません 。ひと つ私か らでは なくて 、あな たの方 から、 もしよ かった ら御訂 正をい

ただ きたい と思い ます。

ｏ十 一番（ 高橋美 智子君 ） そ れでは 、さっ きの「 伏魔殿 」とい うこと は、訂 正をさ

せて いただ きます 。しか し私は 、入り にくい ところ である という ことは 事実だ と、そ
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うい うこと だけは 申し上 げてお きたい と思い ます。

そ れで、 さっき 言った 、市長 が遊ん でいる など、 一つも 私は言 ってお りませ ん。市

長は 本当に 忙しい という ことは 、もう 十分わ かって おりま す。で すから 、その 整理を

する のが秘 書広報 課では ないか 、そう いうふ うに思 ってい ます。 ですか ら、そ ういう

文書 をきち んと、 どうい うふう に処理 をする かとい うこと をやは りきち んとさ れない

とい けない のでは ないか 。例え ば、た だ電話 一本で 市長に 会う。 もちろ んいろ んな方

がお られる と思う から、 それは 一つの 礼儀上 、いろ んな方 の順番 はある と思い ます。

しか し、万 近くの 署名を 持って いって 全然会 わない とか、 そうい うよう なこと の不平

等さ はやめ ていた だきた い、そ ういう ふうに 思いま す。そ して、 できま したら 、そう

いう また誤 解を与 えるよ うなそ の入り 口の部 門での 対応に ついて も、や はり私 は、こ

れか らきち んと、 私たち が例え ばこう いう署 名のあ れを、 どうい うよう な署名 を得て

いる のです かとい ったら 、こう いう部 分が、 どれが 出てい ますと か、さ っと出 るぐら

いき ちんと してい ただき たい。 そして 今私も 、請願 書やい ろんな ガイド ブック とか見

てみ たら、 市町村 でみん なまち まちな のです ね、や り方は 。整理 の仕方 が。だ けれど

も、 やはり きちん と、そ の出た ものに ついて は、き ちんと した回 答をし て文書 処理を

して いるの です。 ですか ら、そ ういう ことが 、別府 市は全 然して ないと いうこ とでは

ない ですけ れども 、やは りこれ はきち んとさ れて、 どれぐ らいの ものが どうい うふう

に市 長とお 会いに なって 、こう いう問 題があ るのだ という ことも 、私た ちが知 る必要

があ ると思 います 。です から、 そうい う点の 配慮を してい ただき たい。

例 えば、 私たち が会え ないの に、市 長は今 たくさ んの人 が会っ ている という ことを

私は 聞くの です。 今は特 に改選 期であ るので 、いろ んな要 望があ るのか もしれ ません

けれ ども、 何かた くさん の方が 会って いると いうふ うに私 は聞い ていま す。そ れなら 、

たく さんの 方を、 署名と かそう いうき ちんと した手 続きを 踏まな いで、 そうい うのを

市長 がどん どん会 うとい うこと は、市 長も大 変では ないで すか。 そうい う点の 配慮は 、

やっ ぱり市 長部局 できち んとし なけれ ばいけ ないし 、そし て、「 何でこ ういう 人たち

がこ ういう ところ に行っ ている のかな 」とい うふう に思う ことも あるし 、また フリー

パス でぱっ と行っ ている 人もあ るし、 そこら 辺をや っぱり 、そう いう疑 問を抱 かれる

よう なこと がない ように きちん とやっ ていた だきた い、そ ういう ふうに 思って います

けれ ども、 それに ついて はどう ですか 。

ｏ市 長（井 上信幸 君） あなた の御忠 告は御 忠告と して聞 かさせ ていた だきま す。

ま た、ち ょっと 誤解が あるよ うでご ざいま すが、 いろん な点に ついて 私ども が出向

いて 聞く場 合、そ してま た各御 町内、 校区行 ってに 我々を 囲んで いただ く場合 、また

私ど もが市 政報告 をする 場合、 いろい ろあり ます。 また急 遽の場 合は、 議員さ ん方の

御要 望があ れば、 その都 度議員 さん方 は最優 先でお 会いし ている つもり でござ います

から 、その 辺も誤 解のな いよう にいた してお いてく ださい 。
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ｏ十 一番（ 高橋美 智子君 ） 本 当に誤 解がな いよう にひと つ、で は、そ ちらで ちゃん

とや ってく ださい 。それ をひと つお願 いして 、終わ ります 。

ｏ議 長（首 藤 正 君） 休憩い たしま す。

午後 五時 零分 休憩

午後 五時 十五分 再開

ｏ議 長（首 藤 正 君） 再開い たしま す。

ｏ五 番（松 川峰生 君） 最後に なりま した。 よろし くお願 いしま す。そ れでは 、通告

の順 に従っ て質問 をさせ ていた だきた いと思 います 。

ま ず、今 、市内 に私も 車で走 ってお ります 。恐ら く執行 部の方 あるい は先輩 議員の

皆さ ん、あ るいは 同僚議 員の皆 さんも お気づ きのこ とと思 います が、タ クシー あるい

は公 用車で ライト の点滅 をいた してお ります 。これ は、事 故防止 という ことで 平成十

一年 から始 めてお ります 。特に 夕暮れ の早目 のヘッ ドライ ト点滅 運動、 （「点 灯だ」

と呼 ぶ者あ り）あ 、すみ ません 、点灯 運動を 行って おりま す。失 礼いた しまし た。こ

のこ とにつ きまし て、こ れから 公用車 につい てもぜ ひとも この点 灯運動 を、今 は夕暮

れど きにや ってい るよう ですが 、これ も朝、 業務期 間中に やった らどう かとい うこと

で、 今回、 一般質 問の提 言をさ せてい ただき ました 。

先 般、某 タクシ ー会社 にお尋 ねに行 きまし た。そ の間、 平成八 年から 十年の 間は、

死亡 者が、 五時か ら七時 の間で 二十四 名、そ の中で 高年齢 者が十 八人。 点灯を 始めた

平成 十一年 から十 三年度 までは 、十六 名全体 で亡く なって いる。 大きく やはり 減少し

てい ます。 大変効 果があ ってい るので はない かな。 大分県 の早目 のヘッ ドライ トの点

灯運 動は、 死者の 減少に 大きく 寄与し ている 。この 会社で は、こ としの 七月以 降、こ

の運 動を実 施して いる現 在、や はり事 故件数 が大変 減って いると いう報 告を、 きょう

の朝 、来る 前にい ただい てまい りまし た。今 後、別 府市の 公用車 につい て、こ の点灯

運動 を遂行 してい ただい たらど うか、 お答え いただ きたい と思い ます。

ｏ総 務課長 （藤野 博君 ） お 答えい たしま す。

現 在、市 内の一 部のタ クシー やトラ ックの 車の昼 間の点 灯をち らほら 見かけ ておる

とこ ろでご ざいま す。（ 「バス もやっ ておる ぞ」と 呼ぶ者 あり） バスも つけて おるよ

うで す。当 市の公 用車に つきま しては 、昨年 の十月 から、 今御質 問にあ りまし たよう

に、 早目の 点灯運 動、こ れを実 施して おると ころで ござい ます。

今 回の一 般質問 の通告 をいた だきま して、 早速、 警察の 交通課 の方に 法的な 面また

この 点灯の 効果に ついて お尋ね をして まいり ました けれど も、現 在では 効果に ついて

の明 らかな 資料は まだ把 握して ないと いうこ とでご ざいま した。 昼間の ライト 点灯に

つき まして は、歩 行者や 対向車 に自分 の車の 存在を 知らし めると いう観 点から 、また

交通 安全の 観点か ら非常 に有効 ではな いかと いうお 話を受 けたと ころで ござい ます。

そ して、 清掃業 務課長 とこの 件につ いてお 話をし てまい りまし たが、 清掃業 務課の
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ごみ 収集車 につき まして は、交 通安全 の観点 から、 この十 二月の 初めか ら収集 のとき

に昼 間から ライト 点灯を 行った という ことを 伺って おりま す。

今 後、公 用車を 持って おりま す各課 の課長 さんも 含めま して、 早急な 取り組 みを検

討し てまい りたい と考え ており ます。

ｏ五 番（松 川峰生 君） ぜひそ のよう な方向 でお願 いした いと思 います 。ただ 先般、

課長 と打ち 合わせ の段階 で、中 には大 分耐用 年数が 古い車 があっ て、も しかし たらバ

ッテ リーが 上がる のでは ないか という ような お話も いただ きまし たけれ ども、 この辺

のと ころも 踏まえ まして 、ぜひ とも事 故が減 るよう にです ね…… 。やは り実際 運転し

てい ますと 、よく 目立ち ます。 私もこ の質問 をした 限り、 私自身 もやっ ていき たいと

思い ますし 、ぜひ 先輩議 員、同 僚議員 の方た ちも車 のライ トをつ ける。 ただし 、おり

た後 、消し 忘れな いよう にお願 いして 、この 項の質 問を終 わりた いと思 います 。あり

がと うござ います 。

次 に移り ます。 山川課 長、ど うぞ中 に。準 備はよ うござ いまし ょうか 。それ では、

生活 保護行 政につ いてお 尋ねし たいと 思いま す。

日 本経済 は今、 未曾有 の不況 の風が 吹き荒 れてい ます。 失業者 もふえ 続け、 県下二

〇〇 〇年度 の赤字 法人率 は、全 国で第 二十七 位、九 州・沖 縄地区 では五 年連続 ワース

ト一 位の不 名誉な 記録が 今続い ていま す。こ としの 二月下 旬にラ ンキン グが国 税庁か

ら発 表され 、税務 統計速 報をも とに集 計され たもの で、県 内の普 通法人 約二万 三千社

のう ち約一 万五千 社が赤 字で、 比率に して約 六八％ です。 先月発 表され ました 赤字法

人比 率は、 約六七 ％と報 告され ていま す。こ の数字 から見 ても厳 しさが 証明さ れてお

りま す。ま た、九 九年度 の市町 村所得 におい て、別 府市は 一人当 たり約 二百四 十三万

円、 十一市 のうち で六番 目とな ってお ります 。また 、県内 の観光 動態調 査では 、昨年

度の 観光客 は約二 百四十 六万人 ふえて います が、宿 泊者は 減少い たして おりま す。日

帰り 客はふ えてい ますが 、一人 当たり の消費 額は減 少いた してお ります 。

こ のよう に厳し い経済 状況の 中、失 業率も 増加し 、失業 した人 に給付 する雇 用保険

は、 パンク 寸前に 現在来 ていま す。雇 用保険 の積立 金は、 かつて は約四 兆七千 億円も

あり ました が、九 四年以 降取り 崩しを 続け、 今や千 四百億 円と底 を尽き かねな い状態

とな ってお ります 。さら に銀行 の不良 債権処 理がう まくい かなけ れば、 六十万 人程度

の失 業者が 増加す るとも 言われ ていま す。こ のよう な厳し い状況 の中、 本市に おいて

も例 外では なく、 一層厳 しさが ふえて いると 思いま す。

そ こで、 以上述 べた経 済環境 からも 、本市 も毎年 ふえ続 けてい る扶助 費、中 でも生

活保 護につ いて現 状はど のよう になっ ている のか、 御説明 をお願 いしま す。

ｏ社 会福祉 課長（ 山川浩 平君） ただ いま議 員さん から御 説明ご ざいま したよ うに、

不況 の影響 を受け まして 、当市 も非常 に厳し い状況 にござ います 。それ で、御 質問の

趣旨 に従い まして 、過去 三年間 の推移 を決算 数値で 御説明 をさせ ていた だきた いと思

−７８−



いま す。

ま ず、生 活扶助 費の決 算額で ござい ますけ れども 、平成 十一年 度が五 十四億 六千百

万円 、十二 年度が 五十五 億三千 三百万 円、十 三年度 が五十 八億三 千二百 万円。 それか

ら保 護人員 、保護 世帯、 保護率 の推移 でござ います けれど も、十 一年か ら十三 年まで

順を 追って 数値を 御説明 したい と思い ます。 保護人 員につ きまし ては、 十一年 度が二

千四 百七十 二人、 続きま して二 千五百 七十九 人、二 千六百 五十二 人とい う状況 になっ

てお ります 。保護 世帯に つきま しては 、平成 十一年 度が千 九百八 十八世 帯、十 二年度

が二 千八十 世帯、 十三年 度が二 千百三 十世帯 。それ から保 護率で すが、 十一年 度が一

九・ 六三パ ーミリ 、十二 年度が 二〇・ 五四パ ーミリ 、十三 年度が 二一・ 一七パ ーミリ

とい う状況 になっ ており ます。 現状と いうこ とにな ります と、一 番近い 数字で 平成十

四年 度、本 年度の 九月現 在とい うこと になり ますの で、九 月現在 で御説 明させ ていた

だき ますと 、保護 世帯が 二千二 百二十 五世帯 、人員 が二千 七百六 十八人 、保護 率が二

二・ 四パー ミリと いうこ とで、 大体推 移とし まして は、前 年対比 で一パ ーミリ の増加

とい うこと になっ ており ますけ れども 、これ も大体 全国平 均と同 じよう な状況 で推移

をい たして おりま す。

ｏ五 番（松 川峰生 君） 確実に ふえて いると いうこ とが、 今の御 説明で わかり ました 。

大変 このお 仕事を される 中、御 苦労が 多いか と思い ますけ れども 、極力 ここの ところ

を十 分把握 して業 務を遂 行して いただ きたい 、その ように 思って おりま す。

中 でも、 先般、 某新聞 に、「 失業の 不安四 人に一 人」と いう記 事が載 ってお りまし

た。 これは 、民間 企業で 働く人 のうち 、四人 に一人 が失業 の不安 を感じ ている ことが 、

連合 総合生 活開発 研究所 の調査 でわか ってい ます。 同研究 所では 、不良 債権処 理の加

速化 議論も 出て不 安が高 まるの ではな いかと してい る。調 査は、 企業に 勤める 二十代

から 五十代 の約九 百人を 対象に 十月に 実施し 、約八 百人か ら回答 を得た 。昨年 から年

二回 調査し 、こと しは四 回目で す。「 一年以 内に失 業する かもし れない という 不安を

感じ る」と 答えた 人は、 八百人 中二五 ％です 。前回 四月の 調査よ り四ポ イント 増、産

業別 では建 設業が 最も多 く、全 体の約 三九％ 、中小 企業で 失業へ の不安 が高い 。「失

業し たら、 今の勤 め先と 同等の 仕事を 見つけ られる か」と の質問 は、「 困難」 が約六

五％ です。 失業の 不安に 対する 事故防 衛策と して、 「生活 費を節 約して いる」 のが四

〇％ 、「特 に何も してい ない」 が三八 ％、「 自費で 仕事や 生活や 転職に 役立つ 勉強を

して いる」 が一七 ％。こ のよう に大変 厳しい 状態に ありま す。

特 に保護 率が確 実に伸 びてい ること は、全 国的に も不況 の影響 が大き いと思 うが、

生活 保護を 受けて いる人 の割合 が、こ こ七年 伸び続 け、九 三年度 の世帯 数では 全国で

約八 十八万 世帯、 二〇〇 〇年で は百七 万人で 過去最 高とな ってい ます。 中でも 問題は 、

不正 受給の 件数と 金額で は二千 二百三 十四件 、額に して約 二十億 円。こ れが、 現在五

千三 百十七 件と、 金額が 約四十 億円に 倍増し ていま す。大 変大き な不正 受給で す。国
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民の 善意と 信頼の 上に成 り立っ ている この生 活保護 制度を 守るに も、不 正受給 は断じ

て許 される もので はござ いませ んが、 ここで 、本市 の受給 者の最 高年齢 者、そ れから

一番 若い方 、それ から家 族で一 番多い 家族の 方が、 もし今 時点で わかれ ば教え ていた

だき たいと 思いま す。

ｏ社 会福祉 課長（ 山川浩 平君） 生活 保護の 中で、 最高齢 者は百 二歳で ござい ます。

それ と、一 番若い 人はと 言われ ますと 、ゼロ 歳から います ので、 そうい う状況 でござ

いま す。あ と、多 人数で は七人 世帯と いうの が一番 多い世 帯でご ざいま す。そ れで、

生活 保護費 につき まして は、そ れぞれ 国の基 準に従 いまし て保護 費、最 低生活 費を歳

出す るわけ ですけ れども 、その 加算と か、そ の他い ろんな 状況で 生活扶 助費決 定額と

いう のは変 わって きます ので、 そうい う状況 で推移 をいた してお ります 。

ｏ五 番（松 川峰生 君） 先ほど も申し 上げま したよ うに、 保護率 が確実 に伸び ている

こと が明確 に読み 取れま す。こ こで、 その理 由が、 不況等 もいろ いろあ ります が、本

市の 性格上 のこと もある と思い ます。 そのた め、ケ ースワ ーカー 一人一 人の担 当が、

必然 的にふ えてい ると思 います が、こ の辺の ところ につい てお答 えいた だけれ ばあり

がた いと思 います 。

ｏ社 会福祉 課長（ 山川浩 平君） すみ ません 、基本 的な部 分から まずお 答えを させて

いた だきた いと思 います けれど も、国 の基準 では、 基本的 には一 担当者 当たり 八十世

帯と いう状 況が、 もう決 められ ており ます。 今は保 護者は ふえて おりま すので 、百世

帯以 上をみ んな持 って動 いてい るとい うのが 現状で ござい ます。 では、 その状 況をど

うい うふう に打破 するか という ことに なりま すと、 やはり 勉強会 をたび たび重 ねてお

りま すので 、効率 的な家 庭訪問 をまず 遂行す るとい うこと で、適 正化に 向けて という

こと で動い ており ます。 それと 、あと は査察 指導員 の位置 という のが非 常に大 事にな

って きます ので、 処遇困 難ケー スが、 最近非 常にふ えてお ります 。そう いうも のを査

察指 導員の ところ である 程度解 決をし て、円 滑な業 務遂行 に努め ている 、そう いう現

状で ござい ます。

ｏ五 番（松 川峰生 君） ありが とうご ざいま す。

次 に、ま ず今の 話の中 で約八 十世帯 に一人 のケー スワー カー、 今、本 市では 百人を

超え る。大 変御苦 労が多 いこと と思い ます。 特に第 一線で 働いて いるケ ースワ ーカー

の仕 事は、 たぶん 御苦労 の連続 だと。 警察の ような 捜査権 は持っ ていな いので 、不正

受給 を見つ けるの も、そ の確定 には大 変な時 間と労 力を費 やさな ければ ならな いと思

いま す。ケ ースワ ーカー の仕事 は、不 正受給 を確定 させた ら終わ りとい うもの ではな

いと 私は思 ってい ます。 多くの 場合、 資産も ない不 正受給 者と対 面し、 返還の 具体的

な方 法を考 え、約 束させ 、実行 させる という 困難な 作業が 続いて いるこ とと思 います 。

大変 御苦労 だと思 います 。こう したケ ースワ ーカー を監視 する査 察指導 員、こ れは高

度な 専門知 識、技 術、常 識、倫 理を備 えた者 でなけ れば難 しいこ とと思 います 。
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厚 生労働 省の資 料によ ります と、係 長、課 長とし てケー スワー カーを 監督す る査察

指導 員の三 割は、 ケース ワーカ ーとし ての実 務経験 は全く 持って いない 。小規 模な福

祉事 務所で は、ケ ースワ ーカー 経験の ない査 察指導 員が、 生活保 護行政 を運営 してい

ると ころが 半数を 超えて いる。 さらに 、ケー スワー カーの 二割は 新人で 占めら れてい

る。 査察指 導員の 中には 、関連 法案や 施策の 知識も なく、 保護申 請者と のコミ ュニケ

ーシ ョンも とれず 、どう 対応し てよい のか決 められ ない方 もおら れる。 ここで は部下

の指 導や教 育など 望むべ きもな く、県 ・市の 人事部 は、生 活保護 の大切 さを認 識して 、

何よ りもま ず査察 指導員 にはケ ースワ ーカー の経験 のある 者を配 置する べきで あると

言っ ていま す。不 正受給 に対し ては、 その処 理を個 々のケ ースワ ーカー に任せ るもの

では なく、 所長以 下の幹 部が中 心とな って組 織的に 対応す るよう にしな ければ ならな

い。 組織の 分担を 明確に し、ケ ースワ ーカー の負担 が少し でも軽 減する 方策を とるべ

きで ある。 場合に よって は、他 のケー スワー カーの 応援も 考える としな ければ ならな

いと 思いま すが、 この点 につい てお答 えいた だけれ ばあり がたい と思い ます。

ｏ社 会福祉 課長（ 山川浩 平君） 大変 ありが たい御 提言で 、あり がとう ござい ます。

査察 指導員 は、現 在三名 おりま す。そ して担 当課で も御配 慮いた だきま して、 現在、

査察 指導員 三名は 、これ は断続 的にな るわけ ですけ れども 、経験 年数は 一応十 年以上

の者 が皆座 ってお ります 。それ で、処 遇困難 ケース が今本 当に頻 繁に起 こって おりま

すけ れども 、指導 員がま ず率先 して出 ていく 。場合 によっ ては私 も参事 も行き ますの

で、 そうい う状況 で苦し い状況 を乗り 越えて おりま す。そ れで、 今後も その辺 の御提

言を いただ きまし たので 、担当 課とも いろい ろ協議 しなが ら、今 後もう まくこ れが運

営で きます ように 努力し ていき たいと 思って おりま すので 、よろ しくお 願いし ます。

ｏ五 番（松 川峰生 君） ぜひと もその ような 形でお 願いし 、公平 ・公正 な生活 保護行

政を お願い したい と思い ます。

な お次に 、代理 人受領 制度に ついて お伺い したい と思い ます。

まず 、この 代理人 受領制 度はど のよう な制度 なのか 。それ から一 つ。も しお答 えいた

だけ ればあ りがた いので すが、 生活保 護の中 で最高 の滞納 額者と 月数が もしわ かれば 、

一緒 にお願 いした いと思 います 。

ｏ社 会福祉 課長（ 山川浩 平君） それ では、 まず代 理受領 それか ら滞納 のお話 も出ま

した ので、 あわせ てちょ っと御 説明さ せてい ただき たいと 思いま すけれ ども、 代理受

領の 件につ きまし ては先 般、松 川議員 さんか ら御質 問ござ いまし た。そ れで平 成十四

年、 本年の 一月、 それと 直近で は十一 月、統 計が出 ており ますの で、こ の対比 でちょ

っと 御説明 をさせ ていた だきた いと思 います 。

ま ず代理 受領で すけれ ども、 代理受 領制度 は、平 成十二 年十一 月にこ れはス タート

しま した。 その後 、平成 十四年 一月で 生活保 護に関 しまし ては、 代理受 領が五 十一世

帯、 そして 十一月 現在で は七十 五世帯 、二十 五件ふ えてお ります 。それ と滞納 世帯は 、
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平成 十四年 一月で 三十九 世帯、 十四年 十一月 では四 十九世 帯とい うこと で十件 ふえて

おり ますけ れども 、これ は、生 活保護 世帯が ふえて おりま すので 、いわ ゆる生 活困窮

にな って家 賃も払 えない ような 人が生 活保護 に陥っ て、現 実的に 滞納世 帯とし て計上

され るとい うこと がござ います ので、 一応世 帯とし てはふ えてお ります けれど も、こ

れに 関連し まして 、では 滞納額 はどう いうこ とにな ってい るのか という ことに なりま

すと 、平成 十四年 一月で は約三 百三十 六万ご ざいま したけ れども 、住宅 係との 連携に

より まして 、平成 十四年 十一月 現在で は二百 八十九 万円、 約四十 七万円 の滞納 が整理

でき ており ます。 これが 内部で の成果 だと私 は思っ ており ます。

今 後も長 期滞納 者等ご ざいま すので 、その 辺、逐 次住宅 係と連 携をと りなが らこれ

の整 理に努 めてま いりた いと思 います けれど も、先 ほど議 員さん が言わ れまし た生活

保護 世帯で 一番滞 納して いる人 が幾ら ぐらい かとい う話で すけれ ども、 これは 先般も

お話 ししま したよ うに、 たぶん 三十五 万前後 だった と思い ます。 数字が 間違っ ている

とい けませ んので 、その 辺はま た後ほ ど御説 明した いと思 います 。

ｏ五 番（松 川峰生 君） 確実に 、この 代理人 受領制 度の効 果が出 ている という ことを

お聞 きしま した。 ぜひ今 後、こ のよう にして この家 賃につ いては 、今、 市の住 宅につ

いて も大変 多くな ってい ますの で、一 層の努 力をし ていた だきた い、そ う思っ ており

ます 。

最 後の質 問にな ります けれど も、今 後の傾 向、保 護の相 談件数 。今一 カ月で 七十件

ぐら い、超 えてい る月も あると いうふ うにお 聞きい たして おりま す。こ れはや はり異

常な 状況で はない かと思 います 。昨年 は、相 談件数 が月三 十五件 平均だ ったと も聞い

てお ります 。これ から心 配して おりま すのは 、今後 、生活 保護相 談にな じまな いケー

スも 多過ぎ るので はない かなと 。どの ような 内容の 生活保 護の相 談があ るのか 。今ま

でと 違った 点ある いは気 がつく 点があ りまし たら、 教えて いただ きたい と思い ます。

ｏ社 会福祉 課長（ 山川浩 平君） お答 えいた します 。

確 かに前 年度対 比しま すと、 一カ月 ですけ れども 、五月 で統計 をとり ました ときに 、

十三 年度は 約三十 五件、 これが 大体年 間の平 均だっ たので すが、 ことし の五月 では約

七十 件の相 談件数 があっ ており ます。 これは なぜか という のを、 中を調 べてお ります 。

調べ た結果 、まさ に生活 保護に なじま ないと 私たち は思っ ており ますけ れども 、面接

体制 を確か に整備 しまし た。そ れの関 係でい わゆる 生活保 護その もの直 接のお 話では

なく て、金 銭のト ラブル であっ たり、 住宅の あっせ んであ ったり 、夫婦 間の問 題であ

った り、法 律相談 であっ たりと か、そ のよう なもろ もろの 状況が 発生し ており ます。

それ で、特 にこの 中で私 どもが 一番対 応して あげな いとい けない のでは ないか なと思

って おるの が、就 職の問 題です けれど も、こ れは関 係機関 がござ います ので、 本来、

私ど もはそ ういう ところ にお願 いして いただ きたい のです けれど も、私 どもに 相談に

来る 以上は 、やは り職安 ＯＢを 配置し ていた だいて おりま すので 、何ら かの手 だてを
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して 、例え ばトキ ハの中 にパー トサテ ライト とかあ ります ので、 そうい うとこ ろにど

うぞ 行って くださ い。場 合によ っては 「こう いう仕 事があ ります 」とい うこと もあっ

せん してお ります けれど も、そ れ以上 求めら れても 、私ど もはな かなか 対応し にくい 。

そう いうこ とで相 談が非 常にふ えてい るとい うのが 現状で ござい ますの で、ど うぞ御

理解 をお願 いした いと思 います 。

ｏ五 番（松 川峰生 君） 先ほど もあり ました ように 、一人 でたく さんの 方を抱 えて大

変御 苦労が あると 思いま す。こ れから もぜひ その方 たちの 気持ち を救っ てあげ まして 、

正し い生活 保護行 政を行 ってい ただき ますよ うお願 いして 、この 件の質 問を終 わりま

す。 ありが とうご ざいま した。

次 に、消 防行政 につい て。

も うこれ は、先 ほどか ら多く の先輩 議員、 特に後 藤議員 がすば らしい 格調の ある質

問を されま したの で、私 が尋ね るのは 一カ所 だけ。 ただ、 先ほど の質問 の最中 、余り

にも 後藤議 員、緊 張の余 り私の 頭につ ばが大 分飛ん できま して、 このう なじの ところ

に冷 たい水 がかか りまし て、こ れで眠 気が覚 めたか な、そ う思い ます。 本当に ありが

とう ござい ます。

特 に消火 活動に 伴う事 故原因 等は、 もう取 り消さ せてい ただき ます。

私 がお聞 きした いのは 、消防 の職員 の数が 大変少 なくな ってい ます。 これも 先ほど

三十 番議員 さんか らも出 ました ので、 一つだ け。や はり資 料の中 で、こ のまま 十年間 、

職員 さんが 退職し ますと 、約八 十五名 と。も し間違 ってい ました ら、後 で教え てくだ

さい 。平成 十四年 度から 二十三 年度ま でに。 今、井 上市政 のもと 、この 近年は 五名。

この まま行 きまし ても、 退職者 の方が 多くな りまし て、ど んどん 職員さ んが減 ってく

ると 思うの ですね 。一層 職員の 配置に 厳しさ が増す のでは ないか な、そ のよう に思い

ます 。この 現状に ついて お答え いただ ければ ありが たいと 思いま す。

ｏ消 防本部 庶務課 長（吉 本皓行 君） お答え いたし ます。

消 防職員 の現員 の状況 でござ います けれど も、昭 和四十 八年、 条例定 数では 百八十

六名 でござ います けれど も、こ の四十 八年を 最大に 百八十 六名の 人員で ござい ました 。

昭和 五十三 年には 百七十 六名、 それか ら五十 八年に は百六 十四名 、昭和 六十二 年には

条例 定数を 百八十 六名か ら百五 十一名 に改正 いたし まして 、実人 員が百 五十一 名、平

成五 年には 百四十 九名、 平成七 年には 百四十 六名、 平成十 三年に おきま しては 、消防

本部 の組織 の見直 しを実 施いた してお ります 。それ で、消 防本部 の機構 を庶務 課、警

防課 、予防 課の三 課体制 を二課 体制、 庶務課 、予防 課の二 課体制 の機構 改革を 実施し 、

職員 数が、 現在の 百四十 三名と なって おると ころで ござい ます。

ｏ五 番（松 川峰生 君） 先ほど も出ま したけ れども 、やは り今回 、今ま で二交 代制が

三交 代にな ったと いう中 で、や はり多 少私自 身は影 響が出 ている のでは ないか な、そ

のよ うに自 分自身 は感じ ており ます。 やはり その中 で私が ちょっ と考え たいの は、別
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府市 本部は 業務の 専従化 、救助 隊、消 防隊、 救急隊 、はし ご隊な ど仕事 は、ほ とんど

専門 化にな ってい ると思 います 。大分 県下で は、大 分市と 別府市 だけで はない かと思

いま す。最 近の災 害の多 様化、 業務の 多面化 、専門 化を考 えたと きに、 専従化 は絶対

に必 要だと 思うの ですね 、やは り。は しご隊 、救急 隊、ち ゃんと 分かれ て。先 ほども

話が 出まし たけれ ども、 ほかの ところ から回 すとい うこと が果た してど うなの かとい

うこ とも先 ほど出 ました 。今後 、この ような ことも 考えて いただ きまし て、専 従化に

はや はり人 員が私 は必要 だ、そ う思っ ており ます。 しかし 、現状 の人員 では、 やはり

その とおり やると 不足が どうも あれか な、不 足する のでは ないか なと思 います 。

そし て、こ このと ころで 隊の編 成の見 直し、 それか ら出張 所の統 廃合に つきま しても 、

やは り別府 市は広 域合併 もかな いませ ん。狭 い地域 に人口 が密集 してお ります 。こん

な状 況でな ぜあん なに私 は出張 所が要 るのか な。も う統廃 合も考 えるべ きでは ないか

な。 亀川地 区、亀 川出張 所にお きまし ては、 立命館 アジア 太平洋 大学等 人口の 増加が

あり ますけ れども 、ほか におい ては、 もう統 廃合し ていい のでは ないか な。特 に私の

提案 ですけ れども 、亀川 、朝日 は救急 隊のみ 、浜町 は救急 隊とは しご隊 のみ。 そうす

ると 消防隊 三隊が 本署に 集中す ること になる ので、 一車当 たりの 消防職 員さん の乗る 、

今は 恐らく 一車で 三人ぐ らいだ と思う のです けれど も、そ ういう ところ も兼ね 合って

統廃 合した らどう かな、 そのよ うに僕 自身は 考える のです けれど も、あ わせて この件 、

どの ように お考え か。隊 の編成 の見直 しと出 張所の 統廃合 につい てお答 えいた だけれ

ばあ りがた いと思 います 。

ｏ消 防本部 庶務課 長（吉 本皓行 君） お答え いたし ます。

ま ず隊の 編成で ござい ますけ れども 、現在 の隊の 編成に つきま しては 、消防 署にお

きま しては 百二十 名でご ざいま す。そ の中で 三部制 の三個 中隊で 編成し ており ます。

まず 、一中 隊の人 員が四 十名で 編成さ れてお ります 。その 一中隊 の編成 内容で すけれ

ども 、本署 におき まして は、中 隊長が 一名、 小隊長 二名、 それと 消防隊 四名、 救急隊

が三 名、は しご隊 が三名 、救助 隊が四 名、通 信の司 令室が 四名の 合計二 十一名 でござ

いま す。出 張所に おきま しては 、各出 張所の 人員で すけれ ども、 消防隊 が三名 と救急

隊が 三名の 六名、 これの 三出張 所で十 八名と なりま す。合 計が、 一中隊 が四十 名で編

成を されて おると ころで ござい ます。

そ れから 、職員 の編成 替えと いうこ とでご ざいま すけれ ども、 各出張 所が現 在、最

小限 度の人 員を配 置して いる関 係上、 きょう 、午前 中でも 説明申 し上げ ました けれど

も、 職員の 病休と か年休 とかい うのが 出てま いりま す。そ ういっ た関係 で本署 の方か

ら職 員を配 置して 災害の 体制に ついて 備えて いる状 況であ ります 。

そ れから 、先ほ ど言い ました 隊の編 成につ きまし てです けれど も、今 後、隊 の編成

につ きまし て、十 分に検 討して いきた いなと 、この ように 考えて おると ころで ござい

ます 。
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そ れから 、消防 署の出 張所の 統廃合 でござ います けれど も、議 員さん から御 提言を

いた だきま した。 そうい ったこ とも考 えまし て、今 後検討 してい きたい と思っ ており

ます 。出張 所の統 廃合に つきま しては 、最近 の事例 では、 鉄輪の 出張所 と扇山 の出張

所を 平成五 年に統 廃合し まして 、現在 の朝日 出張所 を建設 いたし ており ます。 それか

ら、 出張所 の統廃 合でご ざいま すけれ ども、 出張所 につき まして は、地 域の実 情とか

地域 住民の 思い、 いろん なこと があろ うかと 思いま す。そ の辺の ところ を十分 に検討

して いかな ければ ならな いのか なとい うこと でござ います 。いず れにし まして も、今

後の 消防行 政のあ り方に つきま しては 、この 機会を 利用し まして 、全般 的に十 分に協

議を して検 討して いきた いな、 このよ うに考 えてい るとこ ろでご ざいま す。

ｏ五 番（松 川峰生 君） ありが とうご ざいま した。 今後と も隊の 編成あ るいは 出張所

の統 廃合等 につい ても、 ぜひ御 検討い ただき たいと 思いま す。

な お、こ の項の 質問は これか らまた 多くの 議員の 方が質 問され ますの で、私 はこの

項の 質問は これで 終わり ますけ れども 、草牧 消防士 長さん に心か ら哀悼 の意を あらわ

すと ともに 、二名 の方の 一日も 早い回 復をお 祈り申 し上げ まして 、この 消防行 政の質

問を 終わり ます。

次 に、学 校施設 及び体 育施設 の改善 と整備 につい て。

先 般、別 府市Ｐ ＴＡ連 合会か ら市長 の方に も要望 があり まして 、市長 の方か らもこ

のよ うな答 えをい ただい ており ます。 施設の リニュ ーアル など各 種対策 を進め ている

が、 まだ古 いもの がかな りあり 、総点 検をし たい。 通学路 に関し ては、 まず市 道に面

した 学校を 対象に 安全対 策に取 り組み たい。 大変あ りがた く思い ます。 ぜひそ のよう

にお 願いし たいと 思いま す。

中 でも私 がきょ う質問 をさせ ていた だきま すのは 校舎で すけれ ども、 特に小 ・中学

校の 施設に ついて は、今 、大変 古くな ってい ると思 います が、現 状と今 後の整 備状況

につ いてお 答えい ただき たいと 思いま す。

ｏ教 育総務 課長（ 安部 強君） お答 えいた します 。

学 校施設 のうち 校舎に つきま しては 、幼稚 園から 高等学 校まで 全部で 九十一 棟ござ

いま す。そ のうち の二六 ％に当 たりま す二十 四棟が 、築後 四十年 以上経 過して いる建

物に なって いると ころで ありま す。平 成八年 度以降 、毎年 一棟以 上を耐 震補強 を兼ね

て大 規模改 造をや ってき たとこ ろであ ります 。この 額につ きまし ては、 総額で 二十二

億円 以上を 今のと ころ投 入して いると ころで ありま す。今 後につ きまし ても、 学校施

設が 災害時 の避難 箇所、 拠点と なって いるこ ともあ りまし て、今 後とも 一校に 一棟は

安全 な施設 を確保 してい きたい 、そう いうふ うに考 えてお ります 。

ｏ五 番（松 川峰生 君） 今聞き ますと 、やは り二六 ％が築 後四十 年以上 という ことで

今お 聞きし ました 。また 、これ まで約 二十二 億円の お金を 投入し ている という ことで

ござ います けれど も、や はり学 校は、 僕らも 学び、 思い出 に残る ふるさ とであ ると思
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いま す。ぜ ひこの 学校の 整備に つきま しては 、大変 費用も 予算も かかる と思い ますが 、

逐一 どんど ん進め ていた だきた い、そ う思っ ており ます。

そ れから 体育館 につい てです が、私 も時々 体育館 の方に 参りま す。体 育館の つくり

につ いて、 素人が このよ うなこ とを申 すと大 変おこ がまし いと思 うので すが、 屋根の

つく りが、 雨降り なんか のとき 、ひど く音が はじく のです ね。中 で会話 するの も難し

いぐ らいど っと降 ります 。横風 にも時 々しみ るよう な体育 館を見 たこと もあり ます。

今後 、体育 館につ きまし ては、 やはり 屋根を つくる ときに その音 、防音 といい ますか 、

そこ までオ ーバー ではな くても 、音の 問題等 もぜひ 課長み ずから 行って いただ きまし

て、 どのく らい音 がする か、ぜ ひ一回 聞いて いただ きたい と思い ますけ れども 、今後 、

体育 館も相 当古い ところ があり ます、 整備に ついて はどの になっ ている のか、 お答え

いた だきた いと思 います 。

ｏ教 育総務 課長（ 安部 強君） お答 えいた します 。

体 育館に つきま しては 、校舎 と違い まして 、大規 模改造 をやる 場合に 国の補 助基準

が七 千万円 以上が 対象に なると いう決 まりが ござい ます。 体育館 を当た る場合 、四千

万か ら五千 万円程 度とい う概算 をはじ いてお ります 。した がいま して、 これは 全部市

の一 般財源 でやら なけれ ばいけ ない単 独事業 という ことに なりま すので 、今の ところ

では 、やる のがち ょっと 難しい のかな と思っ ており ます。 したが いまし て、現 在では

屋根 の改修 、窓枠 とかの 改修等 、そう いうで きると ころか らやっ ている のが現 状であ

りま す。

ｏ五 番（松 川峰生 君） ぜひこ の体育 館、先 ほど課 長自身 も答弁 されま したけ れども 、

子供 たちが 使うこ とでな く、そ れだけ でなく やはり 避難場 所、あ るいは 地域の 方たち

の集 まり、 あるい はスポ ーツで いろん な、各 種スポ ーツで 使われ ていま すので 、ぜひ

とも そのよ うなと ころを お酌み おきい ただき まして 、改修 等にま た目を 配って いただ

くよ うお願 いして 、この 項の質 問を終 わりま す。

そ れでは 、最後 の質問 。絶対 評価に よる学 校間の 格差に ついて 、質問 をさせ ていた

だき ます。

私 たちは 長い間 、ほと んど相 対評価 という ことで ずっと やって きまし た。特 に相対

評価 は、ク ラス内 の順位 、特に 五点と 一点が 、その 割合が 七％、 それか ら四点 と二点

が二 四％、 三点が 三八％ など、 そのよ うに輪 切りに されて きたの が、今 までの 評価の

仕方 だった と思い ます。 ただし 、いい ところ は、自 分が何 番にお るか、 そうい うわか

るこ ともあ ると思 います 。私な んかは 成績が 悪かっ たから 、必ず この点 で何％ かなと

いう 読みが 出たの ですが 、ただ 、わか らなく てもど んどん 進めら れた授 業の記 憶はご

ざい ます。

そ こで、 今回、 絶対評 価にか わった こと、 本年度 から学 習指導 要綱の 中で絶 対評価

で子 供たち が受け たこと で、一 学期が 終わっ た後、 子供た ちがそ れぞれ にこの 絶対評
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価を 見て自 分なり の評価 や、あ るいは 保護者 がどう 思って いるか という ことに ついて

少し 質問を させて いただ きたい と思い ますが 、まず 、現場 の先生 方はど のよう な声を

持っ ておる か、お 聞かせ くださ い。

ｏ学 校教育 課長（ 小畑善 実君） お答 えいた します 。

現 場の教 師の声 でござ います が、絶 対評価 になっ たこと により まして 、相対 評価の

とき のよう に人数 等の制 約がな くなり まして 、子供 の努力 の跡を 正確に 評価で きると

いう メリッ トを感 じてい る教師 が多か ったよ うでご ざいま す。反 面、評 価にか かる時

間が 多くな りまし て、ま た評価 基準の 作成作 業と申 します か、大 変だっ たとい う声、

また 自分の 作成し ました 評価基 準ーー 基準で ござい ますが ーーよ いのだ ろうか と悩ん

だと いう声 も聞か れまし た。

ｏ五 番（松 川峰生 君） 今度の 絶対評 価、全 員が理 解でき る授業 づくり に向け て、先

生方 の意識 改革も 大変必 要であ ろうか 、そう 私は思 ってい ます。 また絶 対評価 をする

には 、先生 方個々 の児童 ・学生 に目を 向けた 評価が 重要で はなか ろうか な、そ う思っ

てお ります 。その 中で、 先ほど 申し上 げまし たよう に、相 対評価 の場合 は、パ ーセン

テー ジで通 知表の 点がわ かりま すけれ ども、 極端な ことを 言いま すと、 絶対評 価では

全員 が五点 あるい は全員 が四点 という ような ことも 可能性 として あるわ けです ね。そ

うい うとこ ろも含 めて本 当に先 生方が 子供の こと、 中には やはり 先生自 身の評 価もさ

れま すので 、子供 たちに 安易に いい点 をつけ るので はない かな、 そうい うよう な心配

も今 、杞憂 してい るとこ ろであ ります けれど も、ま ず子供 たちが 、今回 、絶対 評価の

通知 をもら って、 保護者 に当然 見せて いると 思いま す。教 育委員 会の方 で保護 者の反

応は どのよ うな反 応があ ったか 、知り 得る範 囲で結 構です から、 お答え いただ ければ

あり がたい と思い ます。

ｏ学 校教育 課長（ 小畑善 実君） お答 えいた します 。

保 護者の 反応で ござい ますが 、通知 表は新 しくな りまし たが、 評価の 仕方に 大きな

変化 がなか ったこ とから 、今ま でと同 じよう な感想 を持っ た保護 者が多 かった ように

思い ます。 また、 頑張っ た分だ け評価 され、 子供の 励みに なる。 一方で は、子 供が、

今全 体のど のくら いの位 置にい るかわ かりづ らいと いう意 見もご ざいま した。 このこ

とか らも、 絶対評 価の生 まれた 背景、 趣旨に つきま して、 今後も 説明を 続けて いく必

要が あると 考えま す。

な お、絶 対評価 の生ま れた背 景とし まして 、最も 重要な 理由と しまし ては、 すべて

の子 供に基 礎・基 本を確 実に身 につけ させる ことに あると 考えて おりま す。

ｏ五 番（松 川峰生 君） やはり 絶対評 価、こ れは評 価の単 元ごと に、例 えば関 心・意

欲・ 態度、 思考・ 判断、 技能・ 表現、 知識・ 理解の 四つの 観点別 にして 評価を してい

ると 思いま す。そ の中で 小学校 の「大 変よい 」、「 よい」 、「努 力しよ う」の 観点別

の評 定は、 子供た ちに本 当にや る気に つなが るかど うか、 その辺 はどの ように お考え
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でし ょうか 。

ｏ学 校教育 課長（ 小畑善 実君） お答 えいた します 。

小 学校の 「大変 よい」 、「よ い」、 「努力 しよう 」の観 点別の 評定で ござい ますが 、

子供 たちの やる気 につな がるか という お尋ね でござ います 。私は 、子供 たちの 意欲、

やる 気を生 み出せ ると考 えてい ますし 、小学 校の通 知表は 、自分 の伸び や努力 点など

に着 目しや すく、 また周 囲の称 賛や励 ましに より意 欲が増 し、具 体的な 目標を 描きや

すく なると 考えて います 。

ｏ五 番（松 川峰生 君） それぞ れ各学 校別の 中では 、その 評価、 値する ものが あるの

では ないか と思い ますけ れども 、私が 心配す るのは 、今後 、学校 間によ る絶対 評価に

よる 格差が 生じな いため にはど のよう な対策 をとっ ている のか。 この学 校間、 ひいて

は小 学校か ら中学 に行っ て高校 入試が ありま す。そ のとき に子供 たちが 、自分 は今ど

の辺 におる のか、 あるい は自分 の点が 本当に 大丈夫 なのか 、そう いうと ころを 心配す

る声 も聞き ます。 その点 につい てどの ような 対策を とって いるの か、お 聞かせ くださ

い。

ｏ学 校教育 課長（ 小畑善 実君） お答 えいた します 。

学 校間格 差が生 じない ような 対策で ござい ますが 、小・ 中学校 とも各 学校か ら評価

委員 という 方が集 まりま して評 価の研 究をし ます評 価研究 委員会 が、別 府市に はござ

いま す。そ こでは 絶対評 価の研 究や新 しい通 知表に 対しま す共通 理解を 行って いると

ころ でござ います 。また 、学校 間格差 をなく す具体 的な手 だてと しまし て、例 えば関

心・ 意欲・ 態度で は、ノ ートづ くりや 学習の まとめ という 共通の 目安を つくり まして 、

さら にその 細かな 基準を 定めそ れを点 数化す るとい うこと で、評 価に差 が生じ ないよ

うな 方法も 考えら れます 。この ような 評価方 法につ きまし て、そ れぞれ の学校 の評価

研究 委員が 中心と なりま して、 校内研 修で研 究し、 お互い にチェ ックし 合うこ とで、

より 客観性 のある 絶対評 価にす る取り 組みを してい ます。

ｏ五 番（松 川峰生 君） この問 題、な かなか 大変基 準づく りが難 しいと は思い ますが 、

特に 中学校 間の評 価基準 に格差 がなく ならな い限り 、なか なか絶 対評価 の導入 につい

ては 難しい 部分が あるの ではな いかな という ふうに 私自身 は思っ ていま す。今 、課長

が答 えたよ うに、 できる だけ格 差のな いよう 教育委 員会か らまた 各学校 に指導 、ある

いは 校長会 などで もお話 しして いただ ければ ありが たい、 そう思 います 。

そ れから 、先生 方の評 価が、 相対評 価より も甘く なるの ではな いかな という ような

心配 もして います 。その 点につ いても あわせ て後で お答え してい ただけ ればあ りがた

いと 思いま す。そ れと、 マニュ アルの ような ものが あるか どうか 。

ｏ学 校教育 課長（ 小畑善 実君） お答 えいた します 。

マ ニュア ルと申 します か、評 価基準 を作成 するた めの参 考資料 はござ います 。その

一つ としま して、 ことし の二月 、平成 十四年 二月で ござい ますが 、国立 教育政 策研究
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所が 示しま した「 評価基 準の作 成参考 資料」 、それ から、 今年の 同じく 三月に 大分県

の教 育委員 会の方 から「 これか らの評 価のあ り方」 、それ らを参 考にし ていま すし、

また 、教科 書会社 等の評 価基準 等も参 考にし ていま す。

ｏ五 番（松 川峰生 君） 最後の 質問に なりま すけれ ども、 いよい よこの 絶対評 価で来

年、 高校入 試があ ります 。高校 入試の 内申書 の評価 は、ど のよう に行わ れるの か。も

う一 つは、 相対評 価、絶 対評価 を含め たこれ からの 評価の あり方 につい て、あ わせて

御答 弁いた だきた いと思 います 。

ｏ学 校教育 課長（ 小畑善 実君） お答 えいた します 。

高 校入試 の調査 書の評 価でご ざいま すが、 本年度 の高校 進学の 調査書 につき まして

は、 全国的 にはお おむね 七割の 都道府 県が絶 対評価 を採用 してい ます。 本県、 大分県

の場 合でご ざいま すが、 本年度 は、こ れまで と同様 の相対 評価で 実施さ れると お聞き

して います 。

そ れから 、もう 一点で ござい ます。 これか らの評 価のあ り方で ござい ますが 、本年

度か ら新学 習指導 要領が 実施さ れ、そ のねら いでご ざいま す、生 きる力 をはぐ くむこ

とを 目指す という 、この ねらい を実現 するた めの教 育活動 の一環 として 行われ 、児童

・生 徒一人 一人の 学習状 況を適 切にと らえま して、 指導の 改善に 生かさ なけれ ばなら

ない と考え ていま す。そ のため には、 目標に 準拠し た評価 、いわ ゆる絶 対評価 と児童

生徒 一人一 人のよ い点や 進歩、 伸びの 状況を 積極的 に評価 する個 人内評 価を充 実する

こと がポイ ントに なると 考えま す。こ れまで は集団 に準拠 した評 価、い わゆる 相対評

価を 学習評 価の基 本にし てきま したが 、この たび、 御承知 のよう に目標 に準拠 した評

価、 いわゆ る絶対 評価へ と切り かえら れたわ けでご ざいま す。担 当課と しまし ては、

評価 の客観 性を保 つとい う点に 厳しい 目を向 けなが ら、絶 対評価 による 評価を 進めて

まい りたい と考え ていま す。

ま た、評 価に当 たりま しては 教師が 単独で 、ひと りで主 観的な 判断を 下すこ とは避

ける べきで あると 考えて います 。そこ で、そ れぞれ の学校 で事前 によく 評価に ついて

研究 し、学 校の実 情に合 った評 価基準 をつく り上げ る必要 がある と考え ます。 さらに

は、 評価に 関する これら の基準 を公開 しまし て、子 供や保 護者が 納得し 、信頼 できる

評価 システ ムを確 立して いくこ とが課 題であ ると考 えてい ます。

ｏ五 番（松 川峰生 君） 今、来 年度は 相対評 価で内 申書が 行くと いうこ とです が、次

の年 はどう なりま すか。

ｏ学 校教育 課長（ 小畑善 実君） お答 えいた します 。

そ の次の 年は、 そのあ たり本 年度の 実情等 を検討 しまし て、今 のとこ ろまだ お答え

はい ただい ていま せん。

ｏ五 番（松 川峰生 君） はい、 わかり ました 。今回 、絶対 評価の 通知表 が学習 意欲の

向上 に生か され、 家庭と 学校の 共通理 解を図 るもの となる よう、 新しい 通知表 評価の
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あり 方を学 校長、 あるい は先生 方に周 知徹底 してい ただく ようお 願いし て、私 のきょ

うの 質問を 終わら せてい ただき ます。 ありが とうご ざいま した。

ｏ議 長（首 藤 正 君） お諮り いたし ます。 本日の 一般質 問はこ の程度 で打ち 切り、

明日 定刻か ら一般 質問を 続行い たした いと思 います が、御 異議あ りませ んか。

〔「 異議な し」と 呼ぶ者 あり〕

ｏ議 長（首 藤 正 君） 御異議 なしと 認めま す。

よ って、 本日の 一般質 問はこ の程度 で打ち 切り、 明日定 刻から 一般質 問を続 行いた

しま す。

以 上で、 本日の 議事は 終了い たしま した。 次の本 会議は 、明日 定刻か ら開会 いたし

ます 。

本 日は、 これを もって 散会い たしま す。

午後六 時 七分 散会
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